


て教員等一人ひとりの認識の差や取組への意識の
差がうまれ、業務改善への阻害要因になると考え
られる。何のために実践するのか、どのような成
果が求められているのか、そのためにどのような
ことに取り組まなければいけないのか等を教職員
全員で把握し、同一歩調で取り組んでいく必要が
あると考える。このことから、働き方改革に関す
る施策等の周知状況の不十分さが伺える。
⑵　管理職・教員調査について
本調査は、Ａ県内の公立中学校に勤務する管理
職及び教員の、多忙化解消に向けた取組や業務改

善の認識状況等の現状と課題を明らかにし、解決
のための具体的な手立てを探ることを目的に実施
した。無作為に抽出した47校の管理職及び教員（非
常勤講師を除く）887人を対象とし、その回答数は
623人（70.2％）であった。なお、調査は６件法に
より実施した。
調査内容は、教員等一人ひとりの多忙化解消に
向けた取組等の実践状況に対する認識について問
うもので、①自身の多忙化解消に向けた取組の実
践状況についての認識状況、②業務改善の必要性
と実現度の認識状況等についてである。

表２　管理職と教員による多忙化解消に向けた取組の実現状況

図２　数年前と比較した現任校の多忙化解消に向けた取組の実現度の認識の差
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変数名 管理職 教員 差 効果量 d t 値 df p 値
学級事務の負担軽減 4.556 3.880 0.676 0.618 5.494 97.880 .000 ＊＊

会議・打合せの時間短縮 4.528 3.939 0.588 0.576 4.961 95.411 .000 ＊＊

時間外勤務実態の把握 5.389 4.843 0.545 0.539 5.248 105.672 .000 ＊＊

部活動の適正化 5.197 4.599 0.598 0.534 5.288 106.823 .000 ＊＊

分掌配置や役割分担の平準化 4.153 3.667 0.486 0.470 4.353 100.998 .000 ＊＊

学校⾏事等の精選 4.347 3.880 0.467 0.453 3.870 95.090 .000 ＊＊

計画的な業務の遂⾏ 4.236 4.022 0.214 0.234 2.227 103.550 .028 ＊

データベース化等による教材共有 3.764 3.508 0.256 0.233 1.844 90.418 .069
＊＊p<.01 ＊p<.05

表２　管理職と教員による多忙化解消に向けた取組の実践状況
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①　数年前と比較した取組の実現度の認識の差
数年前と比較した現任校の多忙化解消に向けた
取組の実現度について、調査結果から管理職と教
員それぞれの平均値を項目ごとに求め、管理職と
教員の認識の差の大きさ順に重ねてグラフに示し
た（図２）。全体として、数年前と比較した取組の
実現度はある程度出来ていると考えているが、「教
材のデータベース化等」のように絶対値として実
現度が低いと認識している項目があることがわ
かった。
次に、管理職と教員による多忙化解消に向けた
取組の実践状況の比較をｔ検定により行ったとこ
ろ表２のような結果となり、「データベース化等
による教材共有」以外について有意差が見られ、
実現度に有意な認識度の違いがあることがわかっ
た。この取組で効果があると管理職にみなされて
いることが、それほど効果的ではないと教員が認
識しているものもあると考えられる。その理由の
検証を行い、よりよい取組、効果の上がる取組に
していく必要がある。この認識の差を埋めるため
には、管理職と教員あるいは教員同士がそれぞれ

の取組に対してどのように考えているか、お互い
の意見を出し合い協議することや、認識の差の原
因がどこにあるのか探りその解決策を検討するこ
と等が必要であると考える。このことから、多忙
化解消に向けた取組に対して、管理職と教員との
認識の差があることがわかった。
②　業務改善の必要度と実現度
業務改善の必要度と学校内外のスタッフの支
援・協力による業務改善取組の実現度について、
調査結果からそれぞれの管理職と教員の平均値を
項目ごとに求め、重ねてXY散布図に示した（図
３）。管理職、教員とも、必要度は高いが実現度
は高くない領域である第４象限に「授業準備」や
「学習評価や成績処理に関する補助」「進路指導に
おける補助や連携」が該当している。この３つの
業務は「教師の業務だが負担軽減が可能な業務」
であり、教員の本務をすべき時間確保が必要であ
る。その本務にあたるべき時間確保が不十分であ
るということは、働き方改革の目的である「教育
の質の向上」が達成できないということでもある。
「学習評価や成績処理に関する補助」や「進路指導

図３　業務改善の必要度と実現度
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における補助や連携」については、学期末や３年
生の２学期後半から等、期間や担当学年にある程
度限定されるものである。しかし、「授業準備」に
ついては毎日の業務である。場合によっては休日
や帰宅後も行われている業務と言える。ワーク・
ライフ・バランスの考え方からも、勤務時間内に
完結すべき業務である。そうでありながら、実際
は他の様々な業務に取り組み、後回しになってい
ることが多いのではないだろうか。改善のために
は、「授業準備という業務」として時間割に組み
入れる等して時間を捻出する工夫を行う等、教員
の本務をすべき時間確保が必要であると考える。
このことから、教員の本務にあたるべき時間確保
の不十分さがあることがわかった。
以上のような調査結果をもとに、Ａ県における
課題及び課題解決の手立てを以下のようにまと
め、連携協力校において実践を行うこととした。
課題①�　行政や関係団体等の実施主体の違いに

よる実現度の差
課題②�　働き方改革に関する取組の周知状況の

不十分さ
課題③�　多忙化解消に向けた取組に対する、管

理職と教員との認識の差
課題④　本務をすべき時間確保の不十分さ
手立て①�　行政や関係団体等の実施主体の違い

に応じた業務の見直し
手立て②�　教員の意識変革を促す取組の実践
手立て③�　働き方改革に関する取組の評価の試

み
手立て④�　本務に取り組むための時間確保の工

夫

３　連携協力校における実践による手立ての検証

⑴　実践の目的
課題解決のための手立てを検討し、連携協力校
で実践して効果の検証を行う。
⑵　実践内容と成果の検証
①�　現状を踏まえた手立ての実現を意図とした研
修会の実施

前章で示した４つの手立てのうち、連携協力校
であるＢ中学校において、手立て②と③を合わせ
た校内研修会を行うこととした。
②　手立て②「教員の意識変革を促す取組の実践」
ア�　教育の質的向上につながる持続可能な働き
方改革を進めるための「研修会」の開催
　「心身ともに健康で、教職としての専門性を高
め、未来を担う子どもたちに質の高い教育を提
供するために、これまでの自校の働き方改革や
業務改善の取組について自己評価することで見
直しを図り、よりよい実践になるよう全教員で
検討する機会とする」ことをねらいとして、Ｂ
中学校において研修会を実施した。その内容
は以下に示した通りである。
•実施時期：令和４年８月29日（月）
•実施内容：ⅰ：�働き方改革や業務改善に関す

る説明
　　　　　　ⅱ：ワークショップ
　研修会は、大きく分けて前半の説明と後半の
ワークショップとした。前半は、学校における
働き方改革実施の目的や取組の経過等について
説明を行った。具体的には、国際教員指導環境
調査（TALIS）や教員勤務実態調査（文部科
学省）による世界と日本の学校の業務時間の比
較や日本の教員の勤務時間の増加の実態、学校
の現状、ワーク・ライフ・バランスの考え方を
踏まえた学校における働き方改革実施の目的、
給特法（公立の義務教育諸学校等の教育職員の
給与等に関する特別措置法）、これまで学校・
教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関す
る考え方（2019年中教審答申）、岩手県教職員
働き方改革プラン（2021～2023）等についてで
ある。
イ　研修会による手立ての成果の検証
　研修会の前後に、連携協力校の教員等に６件
法によるアンケート調査を実施した。各質問項
目の、研修会前（ｎ＝25）と研修会後（ｎ＝16）
の認識の変容をグラフに示した（図４）。全て
の項目について研修会前に比べて研修会後の方
が「とてもそう思う」「そう思う」等の肯定的
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回答や全体的な平均値が高くなっており、認識
の高まりがあったと言える。このことから、研
修会を通して、働き方改革に関する取組の周知
の徹底を図ることができた。
③�　手立て③「働き方改革に関する取組の評価の
試み」
ア�　働き方改革に関する取組の評価を行う「ワー
クショップ」の開催
　宮﨑・木村・榎（2022）は、「学校・子供の
現状、それらの理想の姿、そこに近づくために
どのような「働き方改革＝業務改善」が必要か
という問いについて、その学校の教師の最適解

を、対話を通して求める場を設けることが必要
だろう。」と述べている。本研修会のねらいを
踏まえ、ワークショップを行うことにより教員
同士が互いの意見を交換、共有し合い、管理職
はその場で教員の意見や思い等を把握すること
ができる。さらに、自分たちで自らの取組を見
直し、自分事としてより効果的な取組の在り方
を検討することが必要と考えた。
イ　ワークショップの内容
　まず、自校の働き方改革や業務改善の取組に
ついて自己評価するために作成したツールであ
る「業務改善取組評価シート」（図５）を用いて、

図４　Ｂ中学校働き方改革に関する校内研修会アンケート結果

図５　業務改善取組評価シート（一部抜粋）
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合計①負担軽減の効果 ②変更のしやすさ ③取組の継続性 ④教育活動への波及効果 ⑤教員の受容度 ⑥保護者・地域の受容度
システム 教員等の意識

実施⽇：   年   ⽉   ⽇（   ） 業務改善取組評価シート

No. 取組

評価の観点 得点
学校のシステム 教員等の意識 ⼩計

No. グループ 検討対象 課題 改善策

1

2

3

今後の取組の検討・共有シート

図６　今後の取組の検討・共有シート（一部抜粋）
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これまでの取組の評価を行った。
　それぞれのグループで話し合い、各取組に対
する「負担軽減の効果」「教育活動への波及効果」
等の６観点それぞれを、１～10の得点で評価す
ると、６観点は「学校のシステム」と「教員等
の意識」の２つのカテゴリーに分類され、それ
ぞれ自動計算される。それをもとに、縦軸を「教
員等の意識」、横軸を「学校のシステム」とし
た散布図が自動的に作成されるようにした。次
に、よりよい働き方改革・業務改善の方策を検
討するために作成した「今後の取組の検討・共
有シート」（図６）を用いて、今後の取組の検討・
共有を行った。
　各グループで検証対象の取組を決め、その内
容をブラッシュアップする等、よりよい働き方

改革・業務改善の方策について話し合いを行う。
その結果を入力することで各グループの考えが
共有でき、それをもとに全体協議を行って学校
としての今後の方向性を検討することができ
る。なお、２つのシートは、Microsoft Teams
上で運用することにより、複数グループが同時
作業・編集できるようにし、作業の効率化・時
間短縮を図った。
ウ　ワークショップによる手立ての成果の検証
　Ｂ中学校におけるこれまでの取組に対する評
価結果は図７の通りである。この散布図の右上
の第１象限は、働き方改革や業務改善につなが
る効果的な取組であるということを示すもので
ある。Ｂ中学校の場合、居住場所の確認を主と
した「家庭訪問」の希望制実施や三者面談・キャ

図６　今後の取組の検討・共有シート（一部抜粋）

図７　Ｂ中学校の業務改善取組の評価
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リアパスポートを活用した通知票１・２学期の
「所見削除」、遅刻・欠席連絡等の朝の電話の込
み合い等の緩和を目指した「学校連絡網」（メー
ル）の活用等がそれにあたる。また、左下の第
３象限は、取組の改善を考える必要性があるも
のを示すものである。月曜日の「ノー残業デー」
の設定や１学期「期末面談」の夏季休業中の実
施がそれにあたる。この散布図によって、Ｂ中
学校の学校の働き方改革の取組の全体的な捉え
を全員で共通認識として持つことができた。
　次のワークショップでは、改善の必要性のあ
る取組の課題と改善策について考えた。それを
「今後の取組の検討・共有シート」に入力し、
同時編集で一覧表として示した（表３）。各グ
ループでよりよい働き方改革・業務改善の方策
について話し合い、それをもとに全体協議を
行って、学校としての今後の方向性をある程度
検討することができた。また、ワークショップ
を通して、教員同士が互いの意見を交換、共有
し合い、管理職はその場で教員の意見や思い等
を把握することができたこと、さらに、自分た
ちで自らの取組を見直し、自分事としてより効

果的な取組の在り方を検討することができた。
加えて、２つのシートをMicrosoft Teams 上で
運用することにより複数グループが同時作業・
編集できるようになり、作業の効率化・時間短
縮を図ることができた。
　以上により、２つの手立ては課題解決に有効
であったと言える。なお、手立て①については、
連携協力校においては直接実践できなかった。
また、手立て④については、研修会の中で具体
例を示すにとどまった。

４　働き方改革の促進を図る手立ての提案

Ａ県の４点の課題のうち、課題②と③を解決す
るための手立ての有効性については前章で述べた
が、実践できなかった課題①と④に対する手立て
も示し、業務改善への提案とする。
⑴�　手立て①「行政や関係団体等の実施主体の違
いに応じた業務の見直し」について
手立て①については、先行研究や本研究におい
て、各自治体や教育委員会、学校、地域等それぞ
れで働き方改革の取組が示されてきた。さらなる

表３　Ｂ中学校の「今後の取組の検討・共有シート」
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No. グループ 検討対象 課題 改善策
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い。誰かがやってくれるのであればいいが、無理な
のではないか。

5 Ｄ ノー残業デー 結局残業をしてしまう

・○○先⽣案採⽤
・始業時間に出勤。就業時間に帰宅の意識改⾰
・職員会議に報告の分野と協議の分野に分け、業務
の適正化を議論する。

6 Ｆ ノー残業デーの設定 ノー残業デーで帰宅できる先⽣が⼀部であること
①保護者対応を１６：４０までで終了
（保護者にも周知徹底）
②⽉曜⽇を５時間授業に設定する
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働き方改革の推進を図るために、文部科学省や教
育委員会といった行政、校長会や中体連といった
関係団体、各種コンクール主催団体等の関係機関
との協働・連携の必要性を感じている。第一に、
県及び市町村教育委員会相互の連携の必要性があ
る。Ａ県内Ｃ市では、市教育委員会独自の校務支
援システムソフトの開発・運用に取り組んでいる。
Ａ県は、全県異動であることから、学校や市町村
によってそのようなシステムが異なる状況は、業
務推進の大きな妨げとなる。全県共通のシステム
が早急に求められるところであり、連携を図った
うえでの導入が必要となる。第二に、関連団体の
主体的な取組と他からの働きかけについてであ
る。Ａ県内Ｄ市では、校長会において話題となり、
市内全中学校における部活動延長をしないことを
取り決め実践している。他にも、中体連主催の大
会等への参加の在り方等を見直していく必要があ
ると考える。第三に、関連機関については、各種
コンクール主催団体等へのコンクール数の削減や
応募方法の見直しの要請等が考えられる。
方針を決定した上でのトップダウンで行政等か
らの指示により実践していくものと、学校現場か
ら教育委員会等へ声をあげて実践していくような
ボトムアップの、両方向からのアプローチが不可
欠になると考える。加えて、市町村教育委員会相
互の連携等、横のつながりも重要になってくると
考える。
⑵�　手立て②「教員の意識変革を促す取組の実践」
について
手立て②については、日常的に取り組める実践
とまとまった時間を使った研修会がある。
日常的なものとしては、管理職による普段から
の呼びかけや職員会議・打合せ等におけるくり返
しによる確認、通信等による情報発信等が考えら
れる。
研修会は、「心身ともに健康で、教職としての専
門性を高め、未来を担う子どもたちに質の高い教
育を提供するために、これまでの自校の働き方改
革や業務改善の取組について自己評価することで
見直しを図り、よりよい実践になるよう全教員で

検討する機会とする」ことをねらいとして実施す
る。前半を学校における働き方改革実施の目的や
取組の経過等についての説明、後半を働き方改革
に関する勤務校の取組の評価や今後の取組の検
討・共有を行うワークショップとする。研修会の
実施によって、教員同士が互いの意見を交換、共
有し合い、管理職はその場で教員の意見や思い等
を把握することができる場となる。また、自分た
ちで自らの働き方改革の取組を見直すことで、自
分事としてより効果的な取組の在り方を検討した
り、取組を推進していこうという意識を高めるこ
とができる。
⑶�　手立て③「働き方改革に関する取組の評価の
試み」について
手立て③については、各学校等において、様々
行われていると思われる。それらについてまとめ
て評価をしていくのは、かなりの時間と労力を要
する。日常的に、期間を設定して１つの取組につ
いて評価することを積み重ねていくこと等が大切
であると考える。
時間のとれる長期休業中や年度末反省時には、
働き方改革に関する取組に対する評価及び今後の
取組の検討・共有を行う「ワークショップ」を開
催する。その際、自校の働き方改革や業務改善の
取組について自己評価するために作成したツール
である「業務改善取組評価シート」及びよりよい
働き方改革・業務改善の方策を検討するために作
成した「今後の取組の検討・共有シート」を活用
する。
働き方改革に関する取組に対する評価について
は、「業務改善取組評価シート」により、働き方改
革や業務改善につながる効果的な取組と、取組の
改善を考える必要性のあるものを可視化し、学校
の取組の全体的な捉えができる。また、「今後の
取組の検討・共有シート」により、よりよい働き
方改革・業務改善の方策についての話し合いが活
発化し、全体協議を行って学校としての今後の方
向性を検討することができる。そして、「業務改
善取組評価シート」と「今後の取組の検討・共有
シート」をMicrosoft Teams 上で運用することに
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より複数グループが同時作業・編集できるように
し、作業の効率化・時間短縮を図ることができる。
⑷�　手立て④「本務に取り組むための時間確保の
工夫」について
手立て④については、日常的な取組として、道
徳や総合的な学習の時間等において、学年主任を
含めたローテーション指導が考えられる。担当す
る教員が、同じ教材を活用し日時をずらして指導
する等の工夫で、他の教員の時間確保が可能にな
る。給食指導も同様のローテーション指導によっ
て、時間確保につながると考える。また、ノー残
業デーやノー部活動デーには諸活動や会議等を設
定しない等の取組を徹底することも必要であると
考える。
大内（2021）は、授業時数の改善の必要性につ
いて「質の高い授業を行うため
には、そのための準備時間が必
要であり、持ち授業数が多いこ
とは教員の過剰労働を生み出
す。教員の持ち時数には現在規
定がない。持ち授業数の上限を
設定し、それに見合った教員定
数増を実現することが求められ
る。」と述べている。そこで、
従来空き時間や放課後に、他の
業務と並行して行っていた「授
業準備」を、個々人の週の持ち時数の中に位置づ
け、週担当授業時数としてその時間に集中して取
り組む等の、時間割設定の工夫を提案する。この
「授業準備」は担当授業時数であるので、基本的
に他の業務をすることはない時間である。した
がって、「授業準備」という業務に集中するために、
職員室以外の場所を確保する等の配慮が必要にな
ると考える。例えば、学年４学級の中学校で週４
時間（年間140時間）の教科を担当する教員が学
級担任だった場合、その教員の週担当時数は「教
科16時間＋道徳１時間＋総合２時間＋学活１時
間＝20時間」である。そこに、持ち授業時数とし
て「授業準備」を１時間加えたとすると、週担当
時数は「21時間」となる（図８）。学校の実態によっ

て、この時間をさらにプラスすることができれば
より質の高い授業を行うことができ、学校におけ
る働き方改革の目的である教育の質の向上につな
がるのではないかと考える。可能であれば、毎日
１時間ずつ確保したいところであるが、そうなる
と週担当時数は25時間となり明らかにオーバー
ワークとなる。文部科学省による「学校教員統計
調査（2016）」⑾によれば、中学校教員の平均週担
当時数は17.5時間であるので、大内（2021）が述
べる「持ち授業数の上限を設定し、それに見合っ
た教員定数増を実現する」のであれば、この教科
を担当する教員はもう一人必要ということにな
り、人材やその財源の確保の観点から、文部科学
省等の行政による積極的な働き方改革の推進が不
可欠となる。

５　おわりに

Ａ県の公立中学校における業務改善に向けた取
組の現状と課題を明らかにするための実態調査に
おいて、中学校における働き方改革の促進を図る
ための課題は、学校調査からは、「行政等」「学校」
「地域」という学校内外の実施主体の違いにより
実現度に差があること、働き方改革や業務改善に
関する施策等の周知状況の不十分さが実態として
あることがわかった。また、管理職・教員調査か
らは、多忙化解消に向けた取組に対して、管理職
と教員との認識に差があること、教員の本務にあ
たるべき時間確保の不十分さがあることが明らか
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①働き⽅改⾰としては良かった
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後の⾯談となる。

出張は代理で担任以外で出席する。断れるものにつ
いては断る。

4 Ｂ ノー残業デーの設定
業務内容が多くて帰ることができない。
部活がなくても、会議などが⼊ってしまう。
期末事務整理⽇などに会議が⼊るのと同じ感じ

業務内容を減らすしかない。しかし、それは厳し
い。誰かがやってくれるのであればいいが、無理な
のではないか。

5 Ｄ ノー残業デー 結局残業をしてしまう

・○○先⽣案採⽤
・始業時間に出勤。就業時間に帰宅の意識改⾰
・職員会議に報告の分野と協議の分野に分け、業務
の適正化を議論する。

6 Ｆ ノー残業デーの設定 ノー残業デーで帰宅できる先⽣が⼀部であること
①保護者対応を１６：４０までで終了
（保護者にも周知徹底）
②⽉曜⽇を５時間授業に設定する

今後の取組の検討・共有シート

表３　Ｂ中学校の「今後の取組の検討・共有シート」

図８　「授業準備」を週担当授業時数に位置付ける時間割設定の工夫
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になった。本研究では、その課題解決の手立てを
講じ、連携協力校において実践を行った。
本研究の成果は、手立て①については、各実施
主体との協働・連携の必要性と、それぞれの業務
見直しを提案できたことである。
手立て②については、学校における働き方改革
実施の目的等の説明が、教員の意識変革に有効
だったこと、教員同士の意見の交換・共有の場及
び管理職が教員の意見や思い等を把握できる場の
設定として有効だったこと、働き方改革に関する
取組を推進していこうとする意識を高めることが
できたことである。
手立て③については、「業務改善取組評価シート」
によって、働き方改革や業務改善につながる効果
的な取組や取組の改善を考える必要性のある取組
を可視化し、学校の全体的な捉えができたこと、
「今後の取組の検討・共有シート」によって、よ
りよい働き方改革・業務改善の方策についての話
し合いが活発化し、自分たちで自らの取組を見直
すことで自分事としてより効果的な取組の在り方
を検討したり、学校としての今後の方向性の検討
ができたこと、２つのシートの運用方法が、作業
の効率化や時間短縮に効果的だったことである。
手立て④については、時間割設定の工夫の具体
等を提案できたことである。
今後の課題については、実践上の課題として、
研修会の機会や時間確保の難しさがあった。集中
して協議できる体制を整えることや、話し合いの
中で出された改善策についての熟議が必要であ
る。また、手立て④「本務に取り組むための時間
確保の工夫」について、時間割設定の工夫を提案
した。この提案に基づいた実践により、どのよう
な効果があるのか、どこまでの時間設定が可能な
ものなのか、学校規模による実現度の違い等につ
いては検証できなかった。今後、学校現場におい
て、自ら実践していきたい。
学校における働き方改革の必要性がうたわれ、
それに取り組んできている現在であるが、何のた
めに行うものなのかをもう一度問い直す必要があ
るのではないだろうか。これまでの取組が現状に

合致したものになっているのか、この先も継続し
て効果を得られる取組なのか、教育の質的向上に
つながる持続可能な働き方改革になっているのか
等について、自分たちで検証していく必要がある
と考える。
教員全体の意識の向上や、学校現場でできる取
組の工夫の実践については、大いに改善が進んで
いると感じている。しかし、部活動の地域活動へ
の移行に伴う人材や組織、費用等の問題や正規雇
用の教員に対しての負担増の改善、正規雇用の教
員定数の見直し等、現場ではどうにもできない問
題も未だに山積している。本研究において、各校
における多忙化解消に向けた取組の実現度は、行
政等の主導で進められてきたものが高いことが明
らかになっている。さらなる教員の意識変革や働
き方改革に関する取組の評価に継続して取り組み
ながらも、行政等による根本的な働き方改革を強
く推し進める必要があると考える。
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要　約
本稿は、学習指導要領の趣旨やその内容を踏まえながら、岩手大学教育学研究科教職実践専攻1年次必

修科目：「学習指導要領とカリキュラム開発」（後期）の成果として、少子高齢過疎が進む県北部に位置
づく自治体を想定しつつ、小中高をつなぐ、地域づくりに資するカリキュラムの全体像（グランドデザイ
ン）を提案することを目ざすものである。グランドデザイン構想にあたっては、具体的な自治体として
「岩手町」をサンプルとして取り上げ、岩手町の小中高における子どもの生活や学習上の実態、地域の実
態等を資料に即して把握し、その現状把握に基づいて、いかなる資質・能力を育む必要があるのかを検討
した。そして、資質・能力の三つの柱に即して、「知識・技能」グループ、「思考力・判断力・表現力」
グループ、「学びに向かう力、人間性等」グループの三つに分かれて、岩手町の子どもや学校状況を参考
にしつつ、地域を支え、これからの未来を生きる子どもたちにとって何が最善かという視点から、岩手町
が掲げる「いわてまち学」を推進するに相応しい特色あるグランドデザインを、三グループの視点で提示
している。

１．本研究の目的

本稿の目的は、地域への愛着・誇りの醸成をめ
ざす「いわてまち学」の立ち上げを企画する岩手

町の地域的特質と教育課題を分析し、同町教育委
員会との協働の元「いわてまち学」のグランドデ
ザイン案を構想し、提案することである。
岩手町は『岩手町 SDGs 未来都市計画』にお
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いて、今後取り組むべき３つの課題を示している。
第一は人口の都市部への流出や、それにともなう
これまでの産業（農業等）の維持が困難になるこ
とによる「経済面の課題」、第二は人口流出に伴
う社会サービスの縮減や地域コミュニティの弱体
化と、エリアを越えて価値観・生活様式を共有す
る広域的なコミュニティでの人間関係の主流化に
対応する必要性を示した「社会面の課題」であり、
そして第三は豊かな森林・河川環境を有するにも
かかわらず第一・第二の課題によって維持する人
口が不足することや再生可能エネルギーへの転
換・廃棄物排出抑制が求められるという「環境面
の課題」である（岩手町 , 2020, pp.5-6）。これら
の課題に対して、2030年のあるべき姿として、ま
ず町民・ひいては（町に住んでいなくても）関心
を持って関わる人口を増やし、岩手町に自分が何
かしたい／何ができるかを積極的に考え、行動す
る風土を作ることを目的に「岩手町はまず、町民
の「シビックプライド」を喚起する」と宣言して
いる（岩手町 , 2020, p.7）。その一環として小・中・
高校生のシビックプライドの醸成を目的とする
「いわてまち学」の創設が計画されている。
教育を通じたシビックプライドの醸成について、
森他（2022）は高岡市内の高校生を対象とした、
シビックプライドの醸成と将来の定住意識を高め
るかについての研究で、地域への愛着が将来の定
住意識の向上の基盤となること、愛着は「地域環
境（地域の自然を生かした緑化施設や、地域の祭
り）」と「文化・歴史（伝統工芸をはじめとする産
業）」の源泉によって醸成されることを明らかにし、
高校生の地域の祭りへの参加や学校での伝統工芸
授業が寄与しうると結論付けている。また井形・
田中（2019）は熊本市内の小学校を対象に、地域
学習によって児童に起きる地域に対する意識の変
化の構造とその行程について、地域学習の実施後
に①具体的な10年後の地域ビジョンを持つこと
ができるようになった、②事後の振り返り内容を
分析すると「参加」という語が新たに頻出するよ
うになり、より地域に積極的に参画する姿がみら
れるようになったという変化を示している（井形・

田中 , 2019, p.186）。その理由として、学校での学
習の成果を地域の方々に発表する機会があったこ
とに加え、インタビュー調査やまちづくり活動へ
の参加など、多くの交流の場が設定されていたこ
とを挙げている（同上論文 , pp.187-188）。これら
の研究から、地域の自然環境や産業、文化への理
解を深めることがシビックプライドの醸成につな
がることや、学ぶ際には地域の方々との継続的な
交流と、学習成果の公表・ならびにフィードバッ
クが必要であることが示唆される。
本稿では「いわてまち学」のグランドデザイン
として、「発信力」「学びに向かう力・人間性」「持
続可能な開発のための教育（以下 ESDとする）」
３つの観点からの案を提案する。

（文責：馬場智子）

２．方法

本研究は、学習指導要領を踏まえつつ、児童生
徒や学校、地域の実態に即したカリキュラムをデ
ザインするため、岩手県教育委員会や岩手町教育
委員会の協力をいただきながら取り組みを進めた。
前期授業科目「特色あるカリキュラムづくりの
理論と実際」では、岩手の教育課題に即した４つ
のテーマのグランドデザインの開発を進めた。
①６月６日に、４つのテーマについて、岩手県
教育委員会から来学した４名の指導主事（下権谷
主任指導主事、沼田指導主事、小野寺主任指導主
事、生駒主任指導主事）から岩手県の現状、動向
について説明をいただき、グランドデザイン案に
ついて助言をいただいた。②７月25日には、指導
主事からの助言を踏まえたグランドデザイン構想
の最終発表会を実施し、岩手県教育委員会の下権
谷主任指導主事、沼田指導主事、小野寺主任指導
主事、齊藤主任指導主事から講評をいただいた。
それをもとにグランドデザインの修正を行い最終
版とした。
後期授業科目「学習指導要領とカリキュラム開
発」では、岩手町のみらい創造課と教育委員会が
一体となり新たな施策として始めようとしている
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「いわてまち学」について、３つのグループによる
グランドデザインの開発を進めた。
「いわてまち学」を研究対象とした経緯は、本
年２月に、岩手町政策アドバイザーの藤倉氏から
田代に研究依頼があったことから始まる。７月
26日、田代、坂本が岩手町役場を訪問し、佐々木
町長、佐藤教育長、みらい創造課長、教育委員会
事務局各課課長らと「いわてまち学」の大きな方
向性について確認した。その後、８月から９月に
かけて数回、大学院とみらい創造課、教育委員会
事務局の三者でオンラインでの打合せを実施し、
「いわてまち学」グランドデザインのゴール像や本
授業科目の協力体制等について検討を重ねた。
③10月18日、岩手町みらい創造課の谷地主事と
教育委員会の田口指導主事が来学し、「いわてま
ち学」の目的、岩手町の現状、教育課題等につい
て説明をいただいた。④12月６日に同授業枠で、
岩手町立沼宮内小学校を訪問し、５年生の総合的
な学習の時間を参観。また、田口指導主事から同
町立川口中学校の校内研究に係る資料提供があり、
これまで岩手町及び同教育委員会が推進してきた
SDGs の取り組みについて理解を深めた。⑤１月
19日の中間報告会では、谷地主事と田口指導主事
に参加いただき、教職大学院３グループから「い
わてまち学」グランドデザインを説明。谷地主事
及び田口指導主事から要望と助言をいただく。⑥
１月31日の最終報告会にて、再度、谷地主事に
来学いただき、３つのグランドデザイン構想につ
いて講評をいただいた。上記のような経緯を踏ま
え、本論文で提案する「いわてまち学」グランド
デザイン原案を策定した。（文責：坂本有希）

３．「いわてまち学」グランドデザインの提案

１）「知識・技能等」グループ
（１）現状
岩手町では、町が目指す将来像を共有し実現す
るために2021年から10年間の総合計画を策定し
ている。社会情勢を踏まえ、町の課題に対しての
目標と実施計画を打ち出しており、現在は前期５

年間の２年目を終えようという時期である。教育
分野においては「ひとと文化を大切にする教育の
まち」を目標とし、学校教育の充実と共に、岩手
町の特色を生かし地域における学びの場でひとづ
くりの充実を目指している。人口減少と少子高齢
化が町にとって最大の課題としていることから
も、子どもや若者が郷土に愛着と誇りをもち、将
来に希望をもって地域を創造していく人材の育成
が重視されている。
また、岩手町は2020年度に『SDGs 未来都市』
に選定されている。岩手町総合計画では、SDGsの
視点に基づいて人材の育成を図り、まちづくりの
手法の１つとしても持続可能性の追求（SDGs の
取り組み）を掲げている。さらに、岩手町学校教
育指導計画では、「持続可能なまちづくりに関わっ
ては、今年度も引き続き自然や産業・文化など本
町の良さや強みを生かしたり、身近な暮らしの課
題解決について考えたりするなど、SDGs の視点
に基づいて豊かな学びを進め、主体的・創造的に
取り組む資質・能力の育成を図る教育を進める」
と明記している。町内には、小学校３校、中学校
３校、高等学校１校があり、それぞれの学校が豊
かな自然や風土を生かした特色ある地域学習や行
事などを行っている。町の施策を受けて SDGs の
取組も始まり、町の企業と児童生徒の代表による
実践交流会を開催するなど町と学校の新たな取組
も生まれている。
これらのことから、各学校の既存の教育資源を
大切にしながら町との連携や学びの場の構築をす
ること、育成を図る資質・能力を明確にして取組
を充実させていくことが重要と考えた。そこで、
本チームは、町と学校が共通認識で取組始めてい
る “ 持続可能性の追求（SDGs の取り組み）” に
着目し、各校が既存の教育資源に関連付けやすい
地域の自然環境の学びにおいて、岩手町の小学校
から高等学校で系統性をもって育成を図る資質・
能力の設定を、持続可能な開発のための教育（以
下ESDとする）で構想することにした。
（２）グランドデザインの視点
本チームのグランドデザインの視点は、町の豊
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な自然を生かした教育環境の中に目指す資質・能
力を構想するため、環境教育と ESDの両面から
先行研究をあたり、発達段階に応じた学びの在り
方と目指す姿を設定したことである。
文部科学省は、持続可能な社会を作る上で環境
教育の重要性を示している。ここでは、国民が様々
な機会を通じて環境問題について学習し自主的・
積極的に環境保全活動に取り組んでいくことが重
要であり、特に21世紀を担う子どもたちへの環
境教育は極めて重要な意義を有していることが示
されている。そのため、町が誇る豊かな自然を生
かし、教育資源としての位置付けを再認識し、町
と学校が連携して取り組む環境学習の推進は必要
感あることと捉えた。
学校における環境教育の定義として広島県が

「持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、
職場、地域その他のあらゆる場において、環境と
社会、経済及び文化とのつながりその他環境の保
全についての理解を深めるために行われる環境の
保全に関する教育及び学習」と示している。これ
に取り組むにあたり、さまざまな取り組みを行う
必要性があるが、環境教育を実施する際の基本的
な要素とし「in about for」の３つの視点からの教
育の促進を掲げている。これは、環境教育を実施
する際の基本的な要素であり、福井県教育委員会
環境学習ガイドブック（2000）が３つの視点につ
いて説明している。これによると「in」は（in nature 
/ in environment）を意味しており自然環境の中で
実施する環境学習を示している。「about」は（about 
nature /about environment /about human life）な
ど自然の仕組みや働き、人間を取り囲む環境や人
間そのものの生活など何かについて学ぶことを意
味している。これを行う際には、環境に関する知
識や技術を習得することが大切とされた。「for」は、
（for environment）を意味し、環境のために行動で
きるようになる活動のことを指している。
本チームでは、この「in about for」の３つの

視点を用いて、「in いわてまちの中で体験」「about
いわてまちについて調査」「for いわてまちのため
に実践」として学びの場面を明確にし、児童生徒

にとって岩手町の自然の学習が主体的な学びの機
会となるように、各学校が学習過程を計画、実践
する際に問題解決型学習や課題探究型学習を適切
に位置づけるイメージをもちやすいようにした。
その上で、ESD の持続可能な社会づくりの構成
概念と ESDの視点に立った学習指導で重視する
能力・態度を「主体的・対話的で深い学び」の視
点と結びつけ、学びの場面に対応させながら資質・
能力の項立てを検討した。
（３）グランドデザインの提案とその特徴
【いわてまち学と学校における環境教育の取組】
阿部（2009）は、学校教育における ESD につ
いて、環境教育の実践を例に、初等教育、中等教
育、高等教育の発達段階で概観したことを報告し
ている。初等中等教育での地域学習の事例から、
教育課程の中に位置づけやすい領域、例えば総合
的な学習の時間や理科・社会に関する科目で試み
た教育実践が比較的多いことを報告している。高
等教育では、持続可能な社会を形成する人材の育
成に直接関連させていく重要性を述べている。ま
た、地域づくりにおける ESDについて、多様な
関係性があることを述べ、その中で、地元学や地
域学を展開する町の社会教育を拠点としていくこ
とで、持続可能な地域づくりとなる可能性につい
ても示唆している。
これらを踏まえ、学校教育では岩手町の自然環
境を生かした環境教育を発達段階に応じて構築し、
岩手町で推進する「いわてまち学」と関連させて
いくことで、町として系統性のある教育の位置づ
けとなり、持続可能な実践を図ることができると
考えた。町内の学校で、すでに地域に関わる学習
を組み込んでいる実態を把握しているので、それ
らを生かして各校が町の取組や学校間の連携、接
続を付加して再考できるようにグランドデザイン
を行った。
【発達段階と環境教育の目標】
文部科学省の子どもの徳育に関する懇談会の報
告書（平成21年９月11日）の中では、子どもの発
達段階を、乳幼児期、学童期（小学校低学年、小
学校 高学年）、青年前期（中学校）、青年中期（高
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等学校）に分けて発達段階ごとの特徴と重視すべ
き課題を示している（文部科学省2009）。杉浦
（2015）は、発達段階によって学ぶべき課題があり、
環境教育も例外ではなく、それらを参考に対象者
にあわせた教育目標や実施内容を検討する必要が
あると述べた上で、発達段階ごとの環境教育の目
標をモデル化した。環境教育は「気づき」や「知
識」という段階を積み上げ、「参加」に結びつけ
ていくものと整理し、環境教育に対する理解や経
験の段階を考慮して、 気づきから参加までの目標
を設定できるなどの具体も述べている。
本グループは、小学校から高等学校までの構想
を行い、発達段階に応じた取組と目標の設定が必
要となることから、杉浦の先行研究と先に記述し
た福井県の環境教育から学び、カリキュラムデザ
インの中で各校の計画・実践をする際の基盤とな
るモデルを示した。
【提案】
①いわてまちの取り組みと学校の取り組み
「in いわてまちの中で体験」「about いわてま

ちについて調査」「for いわてまちのために実践」
の３つの学びの場面を中心に置き、まずは町の学
習資源や取組に関連する事項を表記した。「in」で
は、町の課題の１つである林業の振興と資源エネ
ルギーの活用に発展しうる教育資源の森林に関す
る情報を特記した。すでに地域の自然を生かした
取組が各校で展開されているが、森林に特化した

事例はないことから、新たな視点になり、また学
区による差異もない教育資源であると考えた。ま
た、「about」「for」については、いわてまち学の
一環であるプロジェクトや町の施策に関すること
を明記し、学校とのつながりを双方がイメージで
きることを期している。学校の取り組みとしては、
育成を図る資質・能力をそれぞれ３項ずつ設定し
た。ESD の持続可能な社会づくりの構成概念と
ESD の視点に立った学習指導で重視する能力・
態度を「主体的・対話的で深い学び」の視点と環
境教育の目標と照らし合わせ、小学校から高等学
校までの発達段階に応じた視点で各校が学校や生
徒児童の実態に応じて重点化、焦点化しやすいよ
うに項立てした。「in 体験」では、豊かな人間性
と興味・関心、「about 調査」では、知識、理解、
思考力、「for 実践」では、参加、行動・態度の観
点でまとめている。問題解決的な学習を適切に位
置付けるなど、探究的な学習過程を重視し、学習
者を中心とした主体的な学びの機会を充実させて
いくこと、話し合い、調査やまとめ、発表を通し
て、協同的な学びとしながら、実践できることを
最終目標とし、人材の育成を図っていくことを意
図している（図１）。
②発達段階と「学びの場面」と量と資質・能力の
育成のモデル
環境教育において、小学校低学年における自然
に触れる直接的な体験「in」は欠かすことのでき

図１
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ない基盤となる学びである。先行研究の学びに加
筆しているが、３つの学びの場面の量的な割合が
示されているが、発達が進むにつれてそれぞれの
学びの質も高まることを含んだモデルとしている。
例えば、小学校の低学年は「in 体験」の中で、
自然環境への興味・関心を高め、地域の方々や仲
間とコミュニケーションを取りながら豊かな人間
性を育むことが量的に主となる。その時に感じる
自然への親しみや驚き、疑問なども、他教科やそ
の後の積み重ねていく学びの源となることをねら
うものとしている。また、中学校や高等学校にな
ると、一つの体験学習に対して、事前に個人テー
マや課題を設定し、探究学習「about」や提案・
実践「for」が主となっていく。その中で学校や生
徒の実態に応じた知識、理解、思考力と参加、行
動・態度から焦点化した資質・能力の設定を行い、
教科横断的な視点で教育活動を計画し、生徒の育
成を図るものとする。場合によっては、過去の経
験の「in」を活用しながら「about」や「for」の
場面の学びの深化を補助するものとなる。その際、

発達に応じて学びの質も高まり、目標や目指す姿
の設定も高まっていくこととなる。学びの場面や
内容も横断的になり、資質・能力も相互に関わり
合いながら向上していくことをイメージし、モデ
ル化した（図２と図３）。小学校から９年間の継
続的な面と学年や単元など一つのスパンの中で具
体化、焦点化しながら取組やまなびを充実させて
いく指標として、各学校で活用できることを期し
ての提案である。
なお、小学校での森林学習の事例として、低学
年と中学年での計画活用例を示した（図４と図５）。
（４）課題
学校教育における環境教育の体系化や、系統的
学習の構築化を図った事例は少なく、環境教育の
定義や目標についても学校現場で浸透が図られて
いるとは言い難い。また、本研究では、町内複数
校・異校種の資質・能力の構想ということで、各
学校の既存の活動に対応できる汎用性を考慮した
のだが、発達段階ごとの活動と目標の具体例は、図図３３  

図図３３  

図図３３  図図３３  

図３

図５

図２

図４
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小学校の低学年と中学年の２例のみとなり、十分
な資料提示には至らなかった。今後、町の自然を
教育とまちづくりの共通の資源として、人材育成
を図るための推進の一助となることが望まれる。
（文責：小野靖子、芦澤信吾、髙橋瑞輝、登坂皐月）

２）「思考力・判断力・表現力等」グループ 
（１）現状 
近年、各自治体ともに人口減少や少子高齢化が 
進み、地方自治体の運営維持に大きな影響を与え 
てきている。そんな中で、地方自治体が注目して 
いる概念に「シビックプライド」（Civic Pride） が
ある。
「シビックプライド」の定義は、牧瀬（2019） 

によると「都市に対する市民の誇り」（P14）とあ
る。「郷土愛」にも似ているが、生まれ故郷だけに
限定されない点、現在住んでいる都市に対して、
自分自身が関わり、より良いまちにしていこうと
する「当事者意識」が備わっている点、「当事者意
識」の下に、より良いまちを創造している一員と
しての自負心が醸成される点が、大きく異なる点
である。岩手町の総合計画（2021）では、将来像
を「私たちが創る笑顔がいっぱいいわてまち」と
し、３つのまちづくりの手法として「シビックプ
ライド」「ブランディング」「SDGs の取り組み」
を掲げ、住民が主体となり、持続可能なまちづく
りを進めている。一方、岩手町では、令和３年度
学習定着度状況調査によると、「自分の住む地域
や社会をよくするために何をすべきか考えること
がありますか」という質問では、肯定的に回答し
た児童生徒の割合が全国平均を大きく上回ってい
る。また、「自分の住む地域には、良いところが
あると思いますか」という質問では、同じように
肯定的に回答した児童生徒の割合は県平均を上
回っており、小中学校の地域に視点を向けた学習
活動が児童生徒の地域の良さを知り、より良くす
るための考えを持つことを育んでいると推察され
る。しかし、「自分にはよいところがあると思い
ますか」という質問では、肯定的に回答する児童
生徒の割合が、全国平均を下回ったのとともに、

「あなたは将来の夢や目標（就きたい仕事）を持っ
ていますか」という質問に対しては、肯定的に回
答した児童生徒の割合が、県平均を下回った。身
近な地域の良さや特徴を調べ、更により良いもの
を考え出そうとする姿勢はあるが、そのこと自体
が自己の良さと捉えたり、将来の夢を持ったり、
なりたい職業を見つけたりする等につながってい
ない点が課題である。これまで各学校で行われて
きた、地域の視点を置いた学習活動の価値の高さ
を、児童生徒に認識させていくとともに、将来の
夢や目標を持つなど、自己の生き方や自己肯定感
の向上につなげていくことが求められている。
（２）グランドデザイン開発の視点 
平成29年（2017年）改訂告示された学習指導要
領において、育成する３つの資質能力の中で、「思
考力・判断力・表現力」に関わる部分に注目した。
これは、町内の小学校の実態調査及び中学校実践
記録の中から、「表現力」について小学校、中学校、
高等学校と校種間の継続を意識し、共通 の視点
を持ち系統立てて育んでいくことが、重要 な視
点であると考えたからである。また、前述の課題
である自己肯定感について、松下（2021）は「日
本人の自己肯定感の基本となっているのは自己有
用感である。」と述べている。つまり、他者のた
めに尽くすことで周りから感謝され、「自分は集団
の中の一員として、よりよい集団づくりに貢献し
ている」と実感できる。この実感が自己を「あり
のままの自分がかけがえのない存在」として、肯
定的で好意的に見ることができるようになる。こ
れは日本人の特徴の一つであると同時に、自己肯
定感を高める方法として活用できるのではないか
と考える。もう１つの課題は、夢やなりたい職業
を見つける「自己のキャリア形成」についてであ
る。これまで各校で計画的に進められている「総
合的な学習の時間」の学習内容や活動の価値づけ
を行うことにより、児童生徒が地域の方の生き方
にあこがれを持ったり、考え方に共感を持ったり
することで、自己の生き方について考えを深めて
いけるのではないかと考える。この学習内容や活
動の価値づけは、児童生徒とともに学ぶ教員が行
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うこともあるが、意図的に発信場面を設定し、児
童生徒が何らかの手段を組み合わせ、地域の方々
や他市町村の方、他校の児童生徒等に発信し、評
価されることで、それぞれの学習活動の価値が高
まるのではないかと考える。更に、岩手町「いわ
てまち学」の目的は、小・中・高校生の「シビッ
クプライド」の醸成である。自分の住んでいるま
ちを、自分たちが情報を収集し、地域の方々や外
部の方々と共に考え、より良くなるように発信し
ていくことで、周りから評価され、まちを創る当
事者意識や、まちに対する愛着、誇りが醸成され
ると考える。この学習活動は、「自己肯定感」や「自
己のキャリア形成」の醸成と共通するものがあり、
大変親和的であると考える。そこで、「いわてま
ち学」における「シビックプライド」を醸成する
好循環のサイクルを図６のように表した。まちを
調査し、知ることで、自分の知らない発見や課題、
課題解決の方法や新しい方策の提案が生まれる。
これらを他者に伝えるために、言葉や、新聞、ポ
スターやWeb、SNS 等の効果的な発信方法を学
ぶ。学んだ方法を活かし地域内外に発信する。発
信したものについて、情報の受け取り側が評価す
ることで、新たな価値に気付いたり、高評価され
たりすることで自己有用感が高まり、自己肯定感
が高まる。更に、「もっと調べたい」「もっとまち
づくりに関わりたい」とまちの共創意識が高まる
好循環が育まれるのではないかのではないかと仮
定した。

よって、「いわてまち学」の学習活動を、これ
まで各校で計画的に進めている地域学習の内容を
基に、伝える対象により手段や方法を適切に使い、 
発信後の効果も想定しながら発信する「発信力」 
を視点として、小学校から高等学校の校種間継続 
によるグランドデザインを提案する。
（３）発信力を柱としたグランドデザインの提案
グランドデザインには、「発信力」を柱として小・
中学校及び高等学校で継続して涵養していきたい
３つの力を示した。校種間で目指す能力を共有し、
一体的に推進する教育を展開することで、12年間
で継続して能力の涵養を図ることできると考えた。
３つの力は以下の通りである。
一つ目は「地域への愛着をもち、地域の誇れる 
事柄や地域の課題を発見できる力（課題発見力）」 
である。前述した通り、これまで各校が生活科や 
総合的な学習の時間、総合的な探究の時間に行っ 
てきた地域学習は、当事者意識に基づく自負心を 
育む上で大変有効なものである。各校の探究課題 
は、歴史や文化、福祉、環境、職業等、あらゆる
角度から地域に目を向け、「まちを知る」活動を
行っている。地域の課題を発見し、ジブンゴトと
して捉えることで、シビックプライドを醸成する
ための土台が作られる価値ある活動である。
二つ目は「課題に対して客観的に分析し、適切
な解決方法を選択・創造できる力（課題解決力）」
である。横断的で探究的な地域学習は、自ら学び、
考え、判断し、地域のために自己を生かす資質・
能力を培うことができる。校種間で継続していく
ことで、さらに人とのつながりや地域への愛着・
誇りを感じ取り、自分の役割や地域への貢献につ
いて実践していく態度や、自分自身の生き方を志
向する心情が育っていくことが期待できる。
三つ目は「協働し、多様な視点で物事を捉え、
新たな価値を創造できる力（協働行動力）」である。
多様な人、企業・団体と積極的に関わる活動を継
続し、さらに発信の場を広げることで、地域の未
来を共創する人材育成につながることが期待でき
る。そして、この３つの力の涵養が「まちのブラ
ンド化」「持続可能性の追求」等、ウェルビーイ図６　シビックプライド醸成のサイクル
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ングを実現できる人材育成につながると考える。
次に、柱となる「発信力」をどう高めていくか
について述べる。「発信力」をより効果的に高め
ていくためには、校種を越えた町内の全教職員が、
12年間の子どもたちの成長の姿を想定しながら指
導に当たることが大切である。そこで、グランド
デザイン（図７）には滑らかな接続ができるよう
に小学校から高等学校を５つの段階に分け、目指
す姿を示した。そうすることで、指導に当たる教
職員の意識が、自分の校種や担当学年の指導に終
始せず、学びの連続性や深化に目を向けながら指
導に当たることができると考えた。小５から中１、
中２から高１と校種をまたいで段階を示してい
る。これは、前後の段階の学びを意識しながら指
導することの重要性を示している。小学校低学年
では、生活科で身近なひと・もの・ことと関わり
合いながら、気付いたこと・感じたことを表現す
る学習活動が想定される。この期の児童は、生活
経験に差があることから共通の学習基盤を作って
交流させ、伝わる楽しさを味わわせたい。そのた
めに、経験したことから伝えたい事柄を選び、声
の大きさや速さ等を工夫しながら話す力をつける

必要がある。小学校中学年では、総合的な学習で
探究したことを伝え合う学習活動が想定される。
新聞、劇、写真、プレゼンテーション等、様々な
表現や発信方法を経験させたい。その方法を効果
的に使用し、抑揚や間の取り方等を工夫しながら
話す力をつけていきたい。小学校高学年から中学
校１年生では、中学年で学んだ表現や発信方法を
自分たちが伝えたいことに応じて選択・決定する
ことができるようにしたい。伝える内容が明確に
なるように、事実と自分の意見を区別し、発信方
法を工夫しながら伝えたいことが伝わるように話
す力をつけていきたい。中学校２年生から高校１
年生では、地域の課題をジブンゴトとして捉え、
それについての自分の考えをもち、互いの意見を
生かし合いながら解決する活動が想定される。
「トークフォークダンス」や「にぎわいミーティ
ング」等、これまでの岩手町の取組に加え、町外
の他者と交流することで自己の考えをより広げる
ことができるだろう。さらに ICT 機器を有効活
用した発信力が高まっていくことが期待される。
高校２年生からは、論理的、批判的かつ持続可能
な社会づくりの視点から物事を捉え、諸課題に対

図７
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して互いの異なる意見を通じ、より良い意見を創
出することが求められる。意見発信後の効果を想
定し、ホームページや SNS などより良い発信方
法を工夫して、地域のみならず日本全国や世界も
見据えた広がりのある「発信力」を育てたい。グ
ランドデザインには、様々な表現の方法を示して
いる。ただ経験させるのではなく、表現の仕方を
教えたり、対象に応じた効果的な手段に気付かせ
たりと質を高めることで「発信力」は高まってい
く。新聞、写真や動画、プレゼンテーション、
SNSやWebでの発信の方法を、それぞれの道の
プロから直接学ぶ活動も考えられる。そうするこ
とで、より質の高い発信ができ、他からの反応や
評価が得られ、自己肯定感を高められることが期
待できる。
（４）課題
１点目の課題は、他教科との関連である。「発
信力」は、教育活動全体を通して育まれるもので
ある。生活科や総合的な学習の時間と各教科等の
学習で往還しながら発揮されて確かなものとなっ
たり、活用されて汎用性のあるものになったりす
る。各教科で「発信力」を意識した教科横断的な
取組を検討していく必要がある。２点目の課題は、
学校と行政の連携である。いわてまち学を推進し
ていくためには、地域住民とのさらなる交流の場
が求められる。地域住民と児童生徒が共創し、新
たな発想や気づきを見つけられる場を設けること
が望まれる。より多くの方々に発信する場として
お祭りやイベントなども考えられる。新聞や写真、
Web などをプロから学ぶには、人材の確保、リ
スト化が必要になる。予算の確保も合わせ、行政
の協力が必要不可欠になる。（文責：志和孝洋、
関要、鈴木直樹、円井哲志、渡邊圭美）

３）「学びに向かう力・人間性等」グループ 
（１）現状
岩手町は岩手県央北部に位置し、「ホッケーの町」

「彫刻のある町」「北上川源泉の町」等、様々な特
色ある町づくりを展開している。
このように文化、スポーツ、自然と資源豊かな

岩手町であるが、様々な課題もあげられている。
その課題の一つとしてあげられているのが、人
口減少、少子高齢化である。特に、若者世代を中
心に、進学就職を機に他の地域への転出が多く、
課題となっている。
岩手町ではこの課題に対し、「岩手町総合計画」
を策定し、町民総がかりで取り組んでいる。また、
岩手町においては、「いわてまち学」を推進する
ことで人材育成につなげていく取り組みを始めて
いる。
「人と文化を大切にする教育のまち」を掲げて
いる岩手町の、学習定着度状況調査から見る学校
教育の満足度は高い。小・中・高等学校それぞれ
が、岩手町に関しての学びを進めており、それぞ
れの教育課程に位置づけがなされていることも理
由の一つとして考えられる。
しかし、例えば小学校の学びについて中学校が
理解しているか、あるいは小学校の学びを受けて
中学校での更なる発展はあるかと考えると、校種
間のつながりが強いとは言えない現状もある。
また、「いわてまち学」としての目標、具体的取
り組みについては、現在周知が図られている状況
にあり、今後理解を深めていくことが必要である。
岩手町への愛着、より豊かな町へ発展させてい
くための人材を育てるため、今後どのような方向
性で小・中・高等学校が取り組んでいくことがよ
いか、岩手町の教育を一体的に考えていく必要が
ある。
（２）�カリキュラム開発の視点・グランドデザイ

ン開発の視点
「いわてまち学」の推進に深く関わるのが、「学
びに向かう力・人間性等」という学習指導要領の
三つの柱のうちの一つであると考えた。本グルー
プは、「学びに向かう力・人間性等」についての
視点からグランドデザインを考えた。
具体的な姿として、「言葉を通して社会や文化
を創造しようとする態度」「自分のものの見方や
考え方を広げ深めようとする態度」「集団として
の考え方を発展・深化させようとする態度」「心
を豊かにしようとする態度」「自己や他者を尊重
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しようとする態度」「自分の感情をコントロール
して学びに向かう態度」「言語文化の担い手とし
ての自覚」があげられる。
以上の点を踏まえ、今ある岩手町の形、目指す
姿、取り組み等を生かしていくことが有効である
と考えた。また、校種間のつながりが強いとはい
えない現状を鑑み、その仕組みを、「誰が」「どこ
が」「どのような関りをしているのか」が分かり
やすいように示す必要があると考えた。
図８が、この「学びに向かう力・人間性等」の
資質・能力を視点としたグランドデザインである。
以下、グランドデザイン（図８）の詳細につい
て説明していく。
まず、岩手町が目指す将来像としてのスローガ
ン「わたしたちが創る笑顔がいっぱいいわてまち」
を上に掲げた。
「岩手町と教育」と考えた時、岩手町の教育目
標が目指すところとしてあるが、さらに「いわて
まち学」として、より岩手町への思いをこめた人
材育成を目指した目標を掲げている。
このことをもとに、岩手町が一体となって学び
を深めるための小・中・高等学校のつながり、地
域との関り等を表した図について説明する。
図８中央の三つの円は、岩手町総合計画に出さ
れている、３つのまちづくりの手法「持続可能性
の追求」「地域への愛着・誇りの醸成」「まちのブ
ランド化」を、小・中・高等学校ととらえ、示し
たものである。もちろん、その校種のみが行うの
ではなく、矢印が双方向に働いていることが表す
ように、ここを主体として小・中・高等学校を行
き来しながら育成につなげるという意味を込めて
いる。
また、中央に「いわてまち」を提示した。岩手
町を支える組織、様々な機関、そして地域の先輩
方、さらに「関係人口と呼ばれる岩手町以外に住
んでいながら岩手町に関わる人々」が、各学校と
関わりながら進めると、より「いわてまち学」の
深まりにつながると考えた。どの校種においても
このようにつながることで、郷土への愛着をもち、
学校で学んだことを活かし、将来の岩手町を支え

る人材の育成、また地域の課題を見つけられる目
を育てていくことが可能になると思われる。
後ろにちりばめられているパズルのピースのよ
うなキーワードは、岩手町が持っている資源、「い
わてまち学」を支えるものとして表した。これも、
岩手町総合計画の形に合わせた。
次に下の部分は、この３つを支える土台として、
また３つをつなげる主体となって橋渡しをする所
として、小・中・高等学校のつながりの促進をマ
ネジメントする主体がどこにあるかを把握しやす
いようにと考えた。中の四角は、右から小学校、
左へ中学校・高等学校とつながりながら進んでい
くイメージにした。具体的には、「ファミリース
クール型学校教育の推進」や「未来の教室」・「教
育魅力化事業」「リーダー研修会」があげられる。
また、大きな枠は、これら小・中・高等学校の
接続を含んで、教育委員会主体で行うことを明記
した。学校それぞれの学びを一体的につなげるこ
とで、共通理解のもと「いわてまち学」が進めら
れると考えた。具体的には、「『いわてまち学』の
共通理解」「情報共有の場の設定」「学校の取り組
みの発信」等があげられる。
（３）具体的活動の提案
１つ目は、小・中・高等学校そして社会へとつ
ながっていく人材育成の接続の視点である。今ま
でにもそれぞれの学校でその学校ならではの取り
組みがなされ、岩手町についての学びを深化させ
てきている。しかし、その発信が学校ごとの取り
組みにとどまっているため、岩手町としての一体
的な取り組みにつながっていない面もある。
そこで、教育委員会が主体となって各校の取り
組みを接続することにより、「いわてまち学」と
しての一体的な取り組みが成り立っていくと考え
る。このことにより、各校お互いに学びを伝え合
い、知り合うことで、児童生徒一人一人が「いわ
てまち学」の学びを深めているということを実感
しながら、さらなる探究へと繋げていけるのでは
ないかと考える。
岩手町について自分たちで考えているという自
覚が芽生え、学習定着度状況調査「自分の住む地
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域や社会をよくするために何をすべきか考えるこ
とはありますか。」という項目に肯定的に回答す
る児童生徒が増えていくと考えられる。
改めて強調したいことは、岩手町総合計画に出
されている、３つのまちづくりの手法に沿って小・
中・高等学校の取り組みを整理するという視点に
なる。現状でも学校と地域が連携して行っている
取り組みがあり、コミュニティ・スクールの機能
を活かしたものやNPO法人の協力のもと行われ
ている活動など、多くの取り組みがある。それぞ
れが「いわてまち学」として整理することで、よ
り効果的に展開され、周知されていくことが可能
になるのではないかと考えた。
岩手町の児童生徒の現状について、「子どもた
ちは与えられたことはできる。しかし、学習定着
度状況調査のデータにもある通り『自分の住む地
域や社会をよくするために何をすべきかを考える
ことがありますか』の質問に対して、肯定的な回
答が県平均を大きく下回っている。」と伺った。
以下、３つの校種の具体について説明する。

小学校においては、「いわてまちを知る・伝える」
をメインテーマに設定した。３つの小学校すべて
の総合的な学習の時間の計画を見たところ、岩手
町のよさ、SDGs の視点で地域の課題を見つける
活動が組み込まれていた。地域資源を活用した探
究の計画も見られ、ベースはこれまでの取り組み
の中で築かれてきていると感じる。そのベースを
大切にしつつ、学びに向かう力に視点を当てると、
例えば「未来に残したいいわてまち」というテー
マを設定し、一人１台のタブレットを用いて写真
を撮ってくるところから探究活動をスタートする
等、児童の興味関心に働きかけることでより効果
的にこれまでの活動が展開できると考えた。
次に中学校においては、「誇れるいわてまち、
住みよいまちづくりを目指して」をメインテーマ
に設定した。３年間の総合的な学習の時間で学ん
だことをまとめ、町長への提言としている中学校
もある。この取り組みには、「いわてまち学」で
育みたい地域共創人材の考えが含まれていると感
じた。他の学校でも同じ活動をするということよ

図８
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りも、例えば「既存の職場体験後の学びとして、
体験したからこそ感じたことを職場に提言する。」
というエッセンスをプラスすることで、参画意識
が育まれていくのではないかと考えた。各事業所
の理解がないとできないことではあると思われる
が、「多様な人・企業・団体と積極的にかかわり、
巻き込みながら地域の未来を共創する人」という、
「いわてまち学」が目指す姿が浸透すれば可能で
あると感じる。
最後に高等学校においては「よりよい社会を創
る、伝え合う」をメインテーマに設定した。インター
ンシップでは企業など様々な関係者と協働して課
題解決に取り組むとあった。小学校段階では “伝
える ”という一方向だったスキルが、高等学校で
は “伝え合う ”という双方向の発信にバージョン
アップすることにより社会参画の意識が高まるイ
メージになっている。「まちにないから外に出る」
という考え方だけでなく、起業体験プロジェクト
を通して、「ないものはつくればよい」という考え
方も身につけている。これだけの充実した実践を、
地域や小・中学生にも知ってもらうことで、さら
に学びが深まると考えたため、一番上に高等学校
の魅力化発信を掲げた。すべての校種で岩手町の
資源を活用することで「いわてまち学」の目的に
向かって進んでいくことになると考える。
（４）課題
１点目の課題は各取り組みの主体はどこかが曖
昧であることである。岩手町には多岐にわたる人
材育成につながる組織機関が存在し、その活動が
それぞれ主体的に行われている。しかし、学校も
含め、それぞれがよい活動を行っていてもそのつ
ながりが明確になっていないことで、岩手町の目
指す姿に結び付いていないことがあげられる。今
後、「誰が」「どこで」「どのように」学びを進め
ていくかを明らかにしながら、校種をつなぐ、小・
中・高等学校が連携していることを実感できる仕
組みづくり（互いの取り組みを知る）が必要となっ
ている。
２点目の課題は、「『いわてまち学』の浸透」で
ある。「世代や年齢、職種を超えて、共に活動す

ることで、岩手町への愛着、より豊かな町へ発展
させていくための人材を育成する。」という目標
が浸透していないことが課題としてあげられる。
３点目は、「子どもたち自身が町の一員であると
いう意識を持てるような学び」の工夫である。教
師から提示されたもののみに取り組むのではなく、
子どもたちが、自分で地域の課題を見つけられる
目をもち、自らが学びを進めていけるよう、自分
から気付いていけるようなしかけが求められてい
る。そして、子どもたちが、気づいたことを地域
の人に伝え、地域へ働きかける主体となることで、
めざす姿に近づいていけるであろうと考える。
（文責：千葉孝成、小林美奈子、髙橋真弓、馬場
識子）

４．本研究の成果と課題

本研究では、岩手町が小中高を貫く学校教育全
体でめざす、これからの地域づくりを支える人材
の育成に資する「いわてまち学」という新たな学
校カリキュラムの構築を考える際に、どのような
学校教育のグランドデザインを構想しうるか、そ
の原案を提示することを目的としている。
その目的のもと、平成29年改訂学習指導要領で
強調される目的・目標概念としての「資質・能力」
の三つの柱に即して、「知識・技能グループ」「思
考力・判断力・表現力グループ」「学びに向かう力・
人間性等グループ」それぞれの長所を生かしつつ、
全体としての総合評価として、例示的な校種接続
的なグランドデザインを三つの異なる視点で提起
できたことである。
岩手町では、先述の通り、「岩手町総合計画」に
おいて、町が目ざす将来像として、「地域への愛着・
誇りの醸成（シビックプライド）」、「まちのブラン
ド化（ブランディング）」、「持続可能性の追求（SDGs
の取り組み）」の三つを掲げている。本稿で提起し
た三つのプランは、その将来像を十分に反映した
グランドデザインといえるであろう。
また、まちづくりを目ざす際の思考枠組みとし
て、OECD が2015年から進めてきた OECD2030

「まちづくり」の主体を育む小中高一貫カリキュラムのグランドデザイン 43



プロジェクトも年頭においたプランを提起できて
いることも成果として挙げられる。
OECD2030プロジェクトでは、教育およびそれ
によって形成される目的・目標を個人レベルと社
会レベルのWell-being（ウェルビーイング）とし、
それを実現しうる変革的な行動主体として、児童
生徒のAgency（エージェンシー）をいかに発揮
できるような環境を整えていくかが課題となる。
そのために、他者との関係の中で、現実把握と
将来見通しの中で計画を立てて実践行動し、それ
をふり返りつつ次の計画・実践に向けて修正改善
できるサイクルを踏まえること（AARサイクル）、
様々なリテラシーを活用しながら、「変革を起こ
す力のあるコンピテンシー」として三つのコンピ
テンシー（新たな価値を創造する力、対立やジレ
ンマを克服する力、責任ある行動をとる力）の形
成に着目した教育のあり方が、国際的に求められ
ている。岩手町でも、シビックプライドの醸成、
SDGs の推進も掲げており、OECDの動向との接
続性が期待される。
また、少子高齢過疎化が進む岩手県内の状況を
踏まえると、岩手町でも掲げているように「関係
人口」の視点は、子どもたちの学校教育における
地域課題解決の発信提言の際の視点としても必要
であろう。
ここに関係人口とは、田中輝美によれば、各自
治体間で数の奪い合いに至るような量的概念であ
る定住人口や交流人口とは異なり、一人の人間が
複数の関係先をえらべるところを特色とする関係
概念であり、「特定の地域に継続的に関心を持ち、
関わるよそ者」と定義づけている（田中、2021、
pp.57-77）。
関係人口を増やす観点からも、岩手町は、町の
ブランド化に取り組んでおり、小中高の学校実践
においても、他県・他市町村の人々にとっての岩
手町の魅力は何かを考えることがカリキュラムに
位置づけられる根拠となっている。これは、グラ
ンドデザイン策定後の、各学校における実践内容
において考慮されることになる。
今後の課題は、まず一つ目として、今回のグラ

ンドデザインが、各学校現場の実態やニーズに合っ
ているかどうかの検討と、実際に実践展開した場
合の課題把握と改善修正の試みである。資質・能
力レベルでは、カリキュラムの全体像を意識しな
がらモデルとなるグランドデザイン提案に至るこ
とができたが、実践的に応用可能なモデルである
か、各学校が用いることが可能なデザインである
かの検証が課題である。
二つ目として、学校と地域との連携協働の中で、
どのような具体的な取り組みに反映できるかも課
題である。まちづくりに関わる以上、学校と地域
の協働は不可欠であり、それを支える制度の有無
と有効性も年頭に置いたカリキュラムであること
も求められる。
三つ目は、総合的な学習の時間や特別活動、各
教科等とかかわって、どのような活動を具体的に
組織するかである。
四つ目として、グランドデザインを実践化する
際の学習評価のあり方である。これは質的評価が
基本になると想定されるが、具体的な評価指標
（ルーブリック）の設定も含めた評価のあり方も検
討課題となる。
以上を踏まえながら、将来の地域社会（コミュ
ニティ）の創造を担う子どもたちにとって、地域
の特色を踏まえた効果的なカリキュラム開発が求
められる。

（文責：田代高章）
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要　約
本研究の目的は、高等学校における生徒の多様化を踏まえた、教育実践内容の見直しとしての特色化・

魅力化の取組の現状と課題を検討することである。本研究の目的にせまるために、高等学校を巡る環境の
変化や政策の動向、さらに特色化・魅力化を進める上での、スクール・ミッションの再定義やスクール・
ポリシーの作成状況を検討した。本研究によりスクール・ミッション及び３つのスクール・ポリシーの策
定過程や内容、さらに実践状況を明らかにすることができた。令和４年度現在、高等学校として特色ある
教育活動を実現するために、役割としてのスクール・ミッションの策定及び活動方針としての３つのポリ
シーの作成による教育実践が行われている。それらの取組は、まさに進行形ともいえる。今後、実践状況
や成果を検討することにより、特色ある高等学校の実現を目指したよりよい教育活動の在り方を明らかに
できると考える。

Ⅰ　はじめに

本研究の目的は、高等学校における生徒の多様
化を踏まえた、教育実践内容の見直しとしての特
色化・魅力化の取組の現状と課題を検討すること
である。そのために、高等学校を巡る環境の変化
や政策の動向、さらに特色化・魅力化を進める上
での、スクール・ミッション⑴の再定義やスクー
ル・ポリシー⑵の作成状況を検討する。このこと
により、高等学校の存在意義としてのスクール・
ミッションの策定とともに、各学校の教育活動の
指針として作成されているスクール・ポリシーの
意義と活用の在り方を探る。
高等学校の魅力化・特色化の推進に関して、2020

SUZUKI Kumeo＊，KAWAKAMI Keiichi＊，SUKAWA Kazunori＊＊

A Consideration about Changing the Specialization and Appeal of Educational Content in High Schools

高等学校における特色化・魅力化の実践に関する一考察

＊岩手大学大学院教育学研究科，＊＊岩手県立花巻北高等学校

年11月に、中央教育審議会初等中等教育分科会　
新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会　新
しい時代の高等学校教育の在り方ワーキンググルー
プから「新しい時代の高等学校教育の在り方ワー
キンググループ（審議のまとめ）～多様な生徒が
社会とつながり、学ぶ意欲が育まれる魅力ある高
等学校教育の実現に向けて～」（以降、高等学校
の在り方 審議のまとめ と標記）が提示された（中
央教育審議会初等中等教育分科会 2020）。その中
で、高校生の学習意欲を喚起し可能性を最大限に
伸長するためには、関係機関との連携・協働を図
ることにより多様な学習プログラムを開発・共有
していく必要があること。このような取組により
地域の実態に応じた多様な教育の実現を図ること
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ができること。そのために高等学校の今後の教育
を見据えたスクール・ミッションの再定義やス
クール・ポリシーを設定することにより教職員が
共通認識を持ち個々の教師の創意工夫を生かした
指導が行われることが望まれるとしている。
以上の実態を踏まえ、本研究の目的を設定した
理由として、社会が Society5.0となりつつある状
況や国際化、さらに価値観の多様化等変化の激し
い社会での高度な普通教育や専門教育の実施にお
ける、高等学校の役割が再検討されてきているこ
とがある。さらに、我が国全体の少子化により、
高校生そのものが減少してきている状況があり、
入学者確保のためにも各高等学校が魅力的で特色
がある教育活動を展開する必要性にせまられてい
る現状がある。加えて，開かれた教育活動を実現
するためにも、教育活動において地域社会との連
携・協働が求められている。これらの実態を踏ま
えて本研究の目的を設定した。
本研究に関係する先行研究を「高等学校の特色
化・魅力化の在り方」や「高等学校と地域等との
協働による取組」「高等学校の授業を中心とした
取組」の３つの視点からみていく。
はじめは「高等学校の特色化・魅力化の在り方」
に関する先行研究である。藤岡（2022）は、高校
魅力化の実践事例を踏まえ、これからの高等学校
における特色化・魅力化に求められるものを検討
した。報告の中で、これまで特色化・魅力化が上
手くいかなかった理由として施策自身の問題より、
手段の目的化があったこと、そのためにもスクー
ル・ミッションやスクール・ポリシーの策定が必
須であるとしている。また、浦崎（2021）は、高
等学校の魅力化への取組が高校教育や地方創生に
及ぼした影響等を検討した。報告の中で、高校魅
力化事業の価値は「何をしたか」ではなく、「ど
んな生徒が育ったか」で評価する必要があるとし
ている。さらに高校魅力化を進める現場では、他
校の実践を表面的に模倣している学校と教育界の
動向や足元の実践をアップデートし続けている学
校とに二極化しているとしている。
これらの先行研究は高校魅力化を進める際の組

織としての理念共有の必要性や他校の実践の表面
的な模倣の不十分さ等を指摘している。しかし、
それらの指摘は、高校魅力化の具体的な教育活動
を踏まえた検討をしているとはいえない。
第二は「高等学校と地域等との協働による取組」
に関する先行研究である。岩本（2021）は高校を
核とした地域創生の取組として、地域との協働に
よる島根県立隠岐島前高等高校における高校魅力
化の実践例を報告している。その中で、高校魅力
化の肝として、地域社会に開かれた教育課程であ
ることとした。さらに地域と高等学校が連携・協
働して魅力化を進めていくためのポイントとして、
協働のための「コーディネイト機能」や「協働体
制づくり」「変化の見える化」の３点を指摘した。
また、樋口（2021A）は、北海道奥尻町の課題に
基づいた、町と高等学校の協働による高校魅力化
の取組について、奥尻町役場水産農林課の担当者
へのインタビューに基づいて報告している。高等
学校と町役場水産農林課の協働が開始された切っ
かけは、スキューバーダイビングの授業であった
こと。さらにその後の奥尻高等学校の町立移管に
より、関係が一気に深まったとしている。加えて、
現在の奥尻高等学校は、道外からも多くの生徒が
入学し有意義な学校生活を送っているとしている。
さらに、藤岡（2021）は、高校魅力化を推進する
ための学校や教育委員会と外部機関との連携の事
例と価値を検討した。報告の中で、愛媛県立弓削
高等学校魅力化 PJ（プロジェクト）として実践
した高校連携型公営塾「夢しま未来塾」や探究型
プログラム「しごとづくり学」の実践をあげ、外
部機関との連携の必要性を示した。さらに福井県
立勝山高等学校でのスクール・ポリシー作成にお
ける関係者の協働は意義深いものであったとして
いる。
これらの先行研究により地域と高等学校の協働
による取組事例の提示とともに、協働の必要性が
指摘されてきた。しかし、高校魅力化における具
体的な実践内容としてのスクール・ポリシー等の
具体的な分析結果が示されているとはいえない。
第三は「高等学校の授業を中心とした取組」で
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ある。川口（2022）は、高校教育における地域協
働の意義と課題を、過疎地域の高等学校の事例を
踏まえて検討している。その中で、高等学校で探
究的なまなびを実現するための留意事項として、
学校と地域が協働する際の資源調達の在り方、さ
らに校種間の連携において連続性や一貫性を担保
すること、加えて地域連携の目的化を避けること
の３点を指摘した。樋口（2021B）は、高校魅力
化の実践として、島根県立吉賀高等学校の事例を
報告している。その中で、同校の取組を「自己を
問い直し続ける再帰的教育改革の事例」とし、こ
れまでの実践事例の経過報告をしている。さらに、
結論として高校魅力化において重要なことは、実
践内容を模倣することではなくどのように取り組
むかである、としている。また江草（2021）は、
北海道湧別高等学校での総合的な探究の時間の実
践に関する検討結果を報告している。その中で、
学校関係者の協働による「チーム湧別」の活動や
地域活性化と魅力ある学校づくりを実現するため
の「湧別高校魅力化プロジェクト構造図」が作成
されたこと、これに基づいて実施された総合的な
探究の時間「未来計画」の実践において、生徒の
満足度調査の結果が高かったこと、さらに、教員
調査の結果を実践の改善に結びつけていること等
を報告している。
これらの先行研究から、高校魅力化の実践上の
成果や課題が示されてきた。しかし、魅力化の理
念としてのスクール・ポリシーを踏まえた実践や
成果、課題が示されているとはいえない。
以上のようにこれまでの先行研究により、理念
としての「高等学校の特色化・魅力化の在り方」
の実態や「高等学校と地域等との協働による取組」
の実践例、さらに「高等学校の授業を中心とした
取組」の事例が示されてきた。その一方、高校魅
力化の理念としてのスクール・ポリシー策定の実
態や内容についての分析、さらにスクール・ポリ
シーを踏まえた地域との協働や授業実践の実態に
ついては、実践及び検討結果が示されてきたとは
いえない。このことから本研究の目的として、高
等学校における生徒の多様化を踏まえた、教育実

践内容の見直しとしての特色化・魅力化の取組の
現状と課題をスクール・ミッションの策定及びス
クール・ポリシーの作成と活用状況を踏まえて検
討すること、とした。
本研究のねらいにせまるために、これまでの高
校魅力化への行政による取組としての「高等学校
の在り方　審議のまとめ」の策定手順の概要を第Ⅱ
章で検討する。次に各都道府県の公立学校でのス
クール・ミッションの策定及びスクール・ポリシー
の作成さらに活用状況を第Ⅲ章で明らかにする。
そのために、策定状況をHPにより把握し、実態が
不明な場合は各教育委員会に直接連絡を取り聴き
取りを行った。さらにこれらの実態把握を踏まえ
て、スクール・ミッションやスクール・ポリシーの
策定状況及び内容の分析を第Ⅳ章で行う。加えて、
スクール・ミッションやスクール・ポリシーを踏ま
えた高等学校の実践状況調査の結果を第Ⅴ章で行
う。最後に研究のまとめを第Ⅵ章で実施する。

Ⅱ　新時代に対応した高等学校教育の在り方
（答申）と施策化

本章では、これまでの高校魅力化への教育行政
の取組として、「高等学校の在り方 審議のまとめ」
の策定手順の概要を検討する。
2019年（平成31年）中央教育審議会に諮問さ
れた「新しい時代の初等中等教育の在り方につい
て」の諮問事項２として「新時代に対応した高等
学校教育の在り方」が取り上げられることとなっ
た。2020年（令和２年）新しい時代の高等学校教
育の在り方ワーキンググループから先に示した「高
等学校の在り方 審議のまとめ」（中央教育審議会
初等中等教育分科会 2020）が公表された。さら
に令和２年11月25日「これからの高等学校教育
について」（文部科学省初等中等教育局参事官（高
等学校担当））が公表された。本章では、それら
の答申に基づき、高等学校改革の方向性を探るこ
ととし、高等学校における特色・魅力ある教育の
実現を目指す方向性と、その特色化・魅力化に向
けた取組に向けて取り組むべき方策を概観する。
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新しい時代の高等学校教育の在り方ワーキング
グループ（審議まとめ）」のはじめにおいて、「本
審議まとめは、（中略）「生徒を主語にした」高等
学校教育を実現するべく、全ての高等学校におけ
る特色・魅力ある教育の実現に向けた方向性を示
すものである。」と記されているとおり、全ての
高等学校における「特色・魅力ある教育」がキー
ワードとなっている。
審議まとめの第１章　高等学校教育を取り巻く
現状と課題認識では、高校進学率が約99％とな
り、高等学校における多様な入学動機や進路希望、
学習経験など様々な背景を持つ生徒の存在、ある
いは、特別な支援を要する生徒や日本語指導を必
要とする生徒の在籍、高校生の学習意欲の低下、
選挙権年齢・成年年齢の引下げ、Society5.0の到来、
ライフコースや価値観の変化・多様化等があげら
れている。また、人口減少の加速化・高齢化の進
行や人生100年時代、「非連続的」な社会経済の
変化により予測困難な時代を迎えていることが言
及されている。このような状況下にあって、生徒
の学習意欲を喚起し、可能性及び能力を最大限に
伸長するための教育活動として、全ての高等学校
生が社会で生きていくために必要となる力を共通
して身に付ける共通性の確保や、一人ひとりの生
徒の進路に応じた多様な可能性を伸ばす多様性へ
の対応が示されている。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、
高等学校における教育活動全般に影響を及ぼして
いる状況にあるが、高等学校の学習機会と学力の
保障、福祉的機能や社会的機能等、学校が持つ役
割を最大限に果たすために、対面指導とオンライ
ンでの学習等、その最適な組合せによって、全て
の生徒の可能性を引き出す、個別最適な学びと協
働的な学びを支援する方策を探ることにも触れら
れている。
さらに、同審議のまとめ第３章において、各高
等学校の特色化・魅力化の必要性を示している。
その中で、各学科に共通して取り組むべき方策と
して、現代的な諸課題に対応し、20年・30年後の
社会像を見据えて必要となる資質・能力の育成、

地域の実態に応じた多様な高等学校教育の実現、
スクール・ミッションの再定義、各高等学校の入
口から出口までの教育活動の指針としてのスクー
ル・ポリシーの作成等が提言されている。さらに、
学科の特質に応じた教育活動の充実強化として、
普通科改革や専門学科改革等が提言された。
この提言を踏まえ、令和３年３月31日付学校教
育法施行規則等の一部を改正する省令等が公布さ
れた。改正の概要として、高等学校の特色化・魅
力化の関係では、⑴ 高等学校における三つの方
針の策定・公表（高等学校は、高等学校学習指導
要領に定めるところにより育成を目指す資質・能
力に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す
る方針及び入学者の受入れに関する方針（以下「三
つの方針」という。）を定め、公表するものとする
こと。）、⑵ 高等学校と関係機関等との連携協力
体制の整備、⑶ 高等学校における「普通教育を
主とする学科」の弾力化等が通知され、令和４年
４月１日から施行することが示された。ただし、
令和７年３月31日までの間は、高等学校の設置
者が、特別の事情があり、かつ教育上支障がない
と認める場合には、高等学校は、同条各号に掲げ
る方針を定め、公表することを要しないこと、と
された。
以上が、高校魅力化への教育行政の取組として、

「高等学校の在り方 審議のまとめ」の策定及びス
クール・ミッション策定やスクール・ポリシー作
成の政策的な背景である。

Ⅲ　スクール・ミッションの策定及びスクール・
ポリシーの作成の各都道府県の取組状況

本章では、「高等学校の在り方　審議のまとめ」
に示されたスクール・ミッション及びスクール・
ポリシーの策定状況を、全国の都道府県を対象に
した調査に基づいて検討する。
１　スクール・ミッションの策定状況
⑴ 策定状況
スクール・ミッションは、高等学校の設置者と
して、各都道府県教育委員会が策定することにな
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る。スクール・ミッションの各都道府県の策定状
況については、令和４年６月１日時点の調査結果
が既に、全国高等学校教育改革研究協議会で参加
都道府県等に示されている⑶。さらに進捗状況を
把握するために、各都道府県を対象に令和４年
11月末日時点での策定状況を調査した。同年６月
及び11月時点での策定状況を示したのが、図１
である。
スクール・ミッションの策定状況として、令和
４年６月１日の時点では、全国の47都道府県の中
で、19、およそ４割が策定済みとしていた。それ
が、同年11月30日の時点では、全国の約５割、
24都道府県が策定しており、23都道府県が未策定
としていた。未策定の都道府県への聞き取り調査
によると、現時点において各教育委員会内で、検
討中であったり、今年度中に策定して公開予定で
あるとしたり等、それぞれが対応中であることが
明らかになった。
⑵ 公表の方法
次に、策定したスクール・ミッションの公表方法に
関する調査結果を検討する。令和４年11月30日時
点で、24の都道府県でスクール・ミッションが策
定済みである。さらに、それらがどのような方法
で公表されているのかを調査し、その結果を図２
に示した。
公表の方法として、設置者が各高等学校のスクー
ル・ミッションを一覧表で示していたのが、16都
道府県であった。具体的には各都道府県教育委員
会のHPに、スクール・ミッションに遷移するこ
とのできる文字列やバナー等が設定され、リンク

先のペー
ジで一覧
表として
閲覧でき
るように
なってい
た。
次に設
置者がス
クール・
ミッショ
ンを高等学校ごとに示していたのが、７都道府県
であった。該当するある県の教育委員会のHPに
は、該当する高等学校の一覧表が示されている。
一覧表の高等学校名をクリックすると、リンク先
には該当高等学校のスクール・ミッション及びス
クール・ポリシーが表示される。さらに、スクール・
ミッションは既に策定したが、現時点では公表に
は至っていないとした都道府県も一つあった。
以上のように、スクール・ミッションは設置者
が策定することになっており、令和４年の時点で
も順次策定・公表が進んでいる状況にあることが
明らかになった。さらに、公表の方法も、一覧表
を作成したり、高等学校ごとに示したりと、各都
道府県がそれぞれの方法で実施していることが分
かった。
⑶ 今後の策定計画の状況
令和４年11月末日の時点でスクール・ミッショ
ンが未策定の都道府県は、23であった。それらの
都道府県について今後の策定計画を示したのが、
図３である。聴き取り調査の結果によると、令和
４年度中に策定するとしたのが12、さらに令和５
年度中としたのが、４都道府県あった。また、都
道府県の教育振興計画等の策定状況が進行中で
あったり、高等学校の再編計画との関係があった
りと、検討中としたのが７都道府県あった。
これの結果から、多くの都道府県が令和４年度
中に策定するとしていることが分かったが、それ
以外は令和５年度としたり、検討中としたりして
いた。検討中とした都道府県教育委員会は、これ

図１　スクール・ミッションの策定状況
図２　�スクール・ミッション公表の方法
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まで各高
等学校が
果たして
きた役割
の再定義
を行うと
ともに、
これまで
策定した
グランド
デザイン
等との関連性を確認した上で策定する、としてい
た。それらの都道府県は、これまで策定した教育
振興計画等を踏まえた教育施策との関連等に基づ
いて、スクール・ミッションを策定するとしてい
た。
２　スクール・ポリシーの作成状況
各都道府県における各校のスクール・ポリシー
の作成状況を、調査結果に基づいて検討する。
⑴ スクール・ポリシーの作成状況
スクール・ポリシーの各都道府県の作成状況に
ついては、スクール・ミッションと同様に、令和
４年６月１日時点の調査結果が既に全国高等学校
教育改革研究協議会から報告されている⑷。その
結果に、同年11月30日時点での調査結果を併せて
示したのが図４である。
スクール・ポリシーを作成したとする都道府県
は、令和４年６月１日の時点では24であり、同
年11月30日の時点では25となり、年度途中で作
成していたのは１であることが分かった。同年６

月１日の時点で、スクール・ミッションを策定し
ている都道府県は19であったが、スクール・ポ
リシーは24と多かった。このことは、スクール・
ミッションの策定は設置者とされているが、策定
のプロセスで各学校との調整を必要とする場合が
ある。一方、スクール・ポリシーは各高等学校が
作成するが、案として作成したスクール・ポリシー
を PTA役員や学校関係者、さらに教育委員会等
に確認が必要となる。このことが、年度途中での
作成都道府県が少ない原因と考えられる。
⑵ 作成済みスクール・ポリシーの公表方法
各都道府県のそれぞれの高等学校が作成したス
クール・ポリシーの公表方法を図５に示した。な
お、都道府県によっては、複数の公表方法を採用
している場合もあった。このことから、方法の選
択数は25を超えている。
スクー
ル・ポリ
シーの公
表方法と
して「設
置 者 の
HP に 掲
載」して
いる都道
府県が６
あった。
具体的な方法として、前節で示した県は、設置者
である教育委員会の HP に高等学校の一覧を示
し、高等学校名をクリックすることでスクール・
ポリシーが示されたページに遷移するようになっ
ている。次は「設置者のHPに各高等学校へのリ
ンク一覧を掲載」する方法を採用している都道府
県が８あった。この方法を採用している設置者の
HPには、高等学校の一覧が示されており、該当
高等学校をクリックすると、その学校のHPに遷
移するようになっている。さらに、設置者のHP
に高等学校の一覧表は示されてはいないが、「各
学校のHPに掲載」する方法を採用しているのが
21あった。

図３　�スクール・ミッションの今後
の策定計画

図５　�スクール・ポリシーの公表方法

図４　スクール・ポリシーの作成状況
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以上のように、スクール・ポリシーを公表する
方法としては、設置者のHPに掲載したり、各学
校へリンクを設定したりと様々な工夫がされてい
たが、HPを用いて広く外部に公表する方法は共
通していた。
⑶ 未作成の場合の今後の作成計画
令和４年11月の時点で、スクール・ポリシーが
作成されていない都道府県が22あった。それらの
都道府県に聞き取り調査を行った結果をもとに、
今後の作成予定及び公表予定を図６に示した。

今後の作成予定として、令和４年度中とした都
道府県が８、令和５年度中が11、未定としたの
が３あった。さらに、公表予定として、令和４年
度中が２、令和５年度中が14、令和６年度中が３、
未定が３であった。スクール・ミッションは設置
者が策定するが、スクール・ポリシーは各学校で
作成する。このことから、検討中とした都道府県
が少なくなっていると考えられる。その一方で、
全体的に作成年度が、スクール・ミッションの策
定後としている都道府県が多くなっている。この
ことは、スクール・ポリシーがスクール・ミッショ
ンを実現するために作成されるという、果たすべ
き役割の違いが反映していると考えられる。

Ⅳ　スクール・ミッションの策定、及び
スクール・ポリシー作成の実態

本章では、Ａ県及びＢ県を対象に、高等学校の
特色化・魅力化を進めるためのスクール・ミッショ

ンの再定義及びスクール・ポリシー作成の経過に
ついて、調査を実施した。
１　Ａ県の取組
⑴ スクール・ミッションの策定
Ａ県では、スクール・ミッションの再定義に関
して、高等学校ごとに再定義をするのではなく、
各校の類型を踏まえた上で、全県共通のスクール・
ミッションを策定した。策定の意図として、それ
まで小規模校の魅力化促進が実践の中心だったも
のを全県展開とするために、各校の連携先である
各地域や関係機関等の魅力化協働パートナーを中
心に据えた取組とした。その際、県内の全高等学
校に共通する役割を果たすための実践事項として
の視点を設定するとともに、各高等学校に期待さ
れる役割によって３つの類型を示した。スクール・
ミッションの公表は、平成３年10月に行われ、
県立学校長会議やオンラインによる説明会、県教
育委員会主催の研修会、校内研修会を通して理解
を深めていった。
⑵ スクール・ポリシーの作成
Ａ県の各高等学校におけるスクール・ポリシー
の作成は、各校の特色ある取組を示した特色化・
魅力化ビジョンの一部として取り組まれた。各高
等学校では、学校教育目標とともに３つの方針で
ある「グラデュエーション・ポリシー」や「カリ
キュラム・ポリシー」「アドミッション・ポリシー」
を中学生や保護者にもわかりやすく示した概要版
とすべての内容を記載した全体版の２種類を作成
している。作成した３つのポリシーは各地域や関
係機関等の魅力化協働パートナーと連携・協働し
ながら、令和４年度中に各校のHPやＡ県で契約
しているプラットフォームで公表することとして
いる。
スクール・ミッション及び３つのスクール・ポ
リシー作成の成果としては、各校のスクール・ポ
リシーを中学生や保護者、地域、関係機関に見え
る化できたことである。今後の課題としては、学
校運営協議会等において、定期的に作成したポリ
シーの実践・到達状況等の評価・検証を組織的、
計画的に行うことである、としている。

図６　スクール・ポリシー作成及び公表の時期

高等学校における特色化・魅力化の実践に関する一考察 53



２　Ｂ県の取組 
⑴ スクール・ミッションの策定
Ｂ県では、本論第２章に示した「高等学校の在
り方 審議のまとめ」を踏まえて、スクール・ミッ
ションの策定、及びスクール・ポリシーの作成が
行われた。具体的には、「『令和の日本型学校教育』
の構築を目指して（答申）」（令和３年１月26日 中
央教育審議会）等を踏まえて、学校教育法施行規
則の一部改正（令和３年３月31日文部科学省）が
行われ、各高等学校に期待される社会的役割等の
再定義や高等学校における「三つの方針」の策定
の考え方が示された。このことを受け、各高等学
校がスクール・ポリシーを策定するにあたり、そ
の基となる理念が必要であるとの考え方に立ち、
設置者であるＢ県教育委員会がスクール・ミッショ
ンを再定義した。
策定したスクール・ミッションの内容について
は、Ｂ県の教育振興基本計画や各高等学校の校訓、
歴史、伝統、設立の経緯等を踏まえている。さら
に、これまで実践してきた教育活動や現在各高等
学校が地域社会で果たしている役割及び育成する
生徒像について整理した。その上で、各高等学校
の存在意義や期待されている社会的役割、目指す
べき高等学校像をスクール・ミッションとして再
定義したものとなっている。
スクール・ミッションの策定では、原案を文書
及び校長会等において提示した上で趣旨説明を行
い、各高等学校と県教育委員会間で意見交換を行
いながら、スクール・ミッションを策定、教育委員
会議で発表の後、県教育委員会のHPから各高等
学校のHPにリンクさせ、令和４年５月にスクール・
ポリシー（３つの方針）とともに一般に公表した。
⑵ スクール・ポリシーの作成
Ｂ県におけるスクール・ポリシーは、各高等学
校における高等学校教育の入学者選抜時から卒業
時までの教育活動を一貫した体系的なものに再構
成し、各高等学校の教育活動の継続性を担保し、
特色・魅力ある教育の実現に向けて整合性のある
指針となることを目指して作成・公表した。
スクール・ポリシーの作成にあたっては、県教

育委員会が文書の発出や校長会等において趣旨説
明を行い、作成の主体である各高等学校が原案づ
くりを行い、スクール・ミッション等との整合性
やその内容について県教育委員会と意見交換を
行った上で、スクール・ミッションとともに一体
的に公表した。
Ｂ県では、作成したスクール・ポリシーに対す
る実践による成果や今後の活用については、現段
階では作成後間もないため明確となっていない
が、各校の学校経営の柱となるものであり、各校
の特色化・魅力化の推進・実践の道標となるもの
であると考えている。
以上のようにＡ県及びＢ県におけるスクール・
ミッションの策定とスクール・ポリシーの作成の
実態をみてきた。両県ともスクール・ミッション
は設置者である県教育委員会が、学校の意見を踏
まえながら策定していた。また、スクール・ポリ
シーについては、各学校が学校関係者や教育委員
会と確認をしながら、主体的に作成していた。ス
クール・ミッションの策定、及びスクール・ポリ
シーの作成に関しては、現在実践中であるととも
に、公表して時間が経過していないなど、成果の
検証には至っていない。

Ⅴ　スクール・ミッション及びスクール・
ポリシーの内容の分析

本章では、各都道府県で策定されたスクール・
ミッション及びスクール・ポリシーの内容につい
てテキストマイニングを用いて検討する。
１　スクール・ミッションの分析
本節では、Webで公開されているＣ県立高等学
校のスクール・ミッションを分析対象とした⑸。令
和４年度現在、Ａ県には県立学校が42校設置され
ており、そのうち、普通科や理数科等を主とした
15の高等学校のスクール・ミッションを分析対象
とした。
Ｃ県のある高等学校のスクール・ミッションは、

「「文武両道」「質実剛健」「自学自習」の校是のも
と、校歌にある「国家の運命ををしく負はむ」と
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いう志を胸に、地域と国際社会の発展をリー
ドする人を育成します。（後略）」としていた。
これらの普通科を主とする高等学校のスクー
ル・ミッションをテキストデータとして分析
を行った。分析は、樋口（2014）によるKH 
Coder を用いて前処理を行った。その際、動
詞Ｂや副詞Ｂ等を除外して処理をした結果、
総抽出語数524語（異なり語数260語）となっ
た。加えて「協働」や「自己実現」等、四つ
の用語を強制抽出語とした。
はじめはスクール・ミッションで用いられ
る用語の出現頻度であり、KH Coder による
分析結果を表１に示した。もっとも多かった
のが「地域」18回、さらに「育成」14回、「社

会 」13回、
「人材」「探
究 」10回、
「教育」９回
と続いた。この
ことから、Ｃ県
の普通科を主と
する高等学校の
スクール・ミッ
ションの総体と
して、「探究」的
な「教育」活動
を主とした「地
域」「社会」の「人
材」「育成」」と

することができる。
次に、出現回数３回以上、かつ Jaccard 係数の
上位60までの用語を用いて作成した共起ネット
ワークが、図７である。用語の円の大きさが出現
頻度、円同士を結ぶ直線の太さが共起関係及びそ
の強さを示している。図７によると、比較的大き
なまとまりが５つ、さらに小さなまとまりが１つ
みられた。
スクール・ミッションとして、一つ目は「地域」
や「育成」「社会」等があり、「探究学習により地
域社会の人材を育成する」とすることができる。

これは、表１の用語の出現頻度によりまとめた定
義と比較して「教育」と「学習」が異なるのみで
ほとんど同様となり、Ｃ県の高等学校が果たすべ
き地域人材の育成が示されている。二つ目は「教
育」や「連携」「グローカル」「生徒」等で、「生徒
一人ひとりの個性的な活動により、連携を踏まえ
たグローカルな教育を実現する」とすることがで
きた。このまとまりは、高等学校における目指す
生徒像を踏まえた教育活動の在り方を示している
といえる。三つ目は、「高い」や「志」「挑戦」等
で「伝統を踏まえつつ、未来を見据えた主体的で
多様な学びにより、挑戦し続ける志の高いリーダー
を育てる」とすることができる。このことは、教
育活動において身につけるべき資質能力を示して
いるといえる。四つ目は、「人間」や「知性」「課題」
等であり、「豊かな実践をとおした学びにより、人
間としての知性や価値基準、課題解決力等を身に
付ける」とすることができた。このことは、三つ
目のまとまりと同様に身につけるべき資質能力を
示している。五つ目は、「力」や「協働」「主体」「リー
ド」等で、「普通科での学びにより、地域と学校と
の協働をリードする主体的な力量の向上を図る」

表１　�スクール・ミッション出
現頻度

図７　�スクール・ミッションの共起ネットワーク図（Ｃ県の
全日制普通科高等学校）
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とすることができた。このことから、協働による
生徒の力量形成の必要性を示しているといえる。
Ｃ県のスクール・ミッションの分析から、普通
科高等学校の使命として、地域人材の育成や教育
活動の在り方、育成すべき資質・能力等の有り様
が示されていることが分かった。　
２�　Ａ県普通科設置の高等学校が作成したスクー
ル・ポリシーの分析
⑴ ３つのポリシーで用いられている用語
Ａ県の全日制普通科高等学校における３つのポ
リシーで用いられている用語の出現状況を検討す
る。表２は、それぞれのポリシーで用いられてい
た頻出用語の一覧表である。出現回数として、グ
ラデュエーション・ポリシーは14回、カリキュ
ラム・ポリシーは16回、アドミッション・ポリシー
は11回までの用語を掲載した。

表２に基づいて、それぞれのポリシーでの用語
の出現状況をみていく。グラデュエーション・ポ
リシーでは、「育成」が45回、「力」34回、「社会」
32回、「地域」22回等となっていた。また、カリキュ
ラム・ポリシーでは、「活動」が38回、「学び」30
回、「学習」29回、「地域」29回、「探究」26回、「授
業」25回等となっていた。さらにアドミッション・
ポリシーでは、「地域」が25回、「社会」24回、「意
欲」23回、「学ぶ」22回等となっていた。
これらの結果から、グラデュエーション・ポリ

シーについては、「育成」や「力」「社会」「生徒」
「地域」等の育てる生徒像に関する用語が頻出し
ていた。また、カリキュラム・ポリシーにおいて
は、「活動」や「学び」「学習」「地域」「探究」等
地域を踏まえた学習等学習活動の在り方に関する
用語が頻出していた。アドミッション・ポリシー
については、「地域」や「社会」「意欲」「学ぶ」
等の学習者としてのあるべき姿に関する用語が頻
出していた。
以上が３つのポリシーで用いられていた用語の
出現状況を踏まえた検討の結果であった。このこ
とを踏まえ、以下には、それらの用語相互の出現
状況を検討する。
⑵ グラデュエーション・ポリシーの分析
Ａ県の普通科を主とする県立高等学校が作成し
た、卒業時の生徒の姿を想定するグラデュエー

ション・ポリシーをテキストデータとして
分析を行った。KH Coder を用いて、前項
と同様の処理をした結果、総抽出語数
1005語（異なり語数366語）となった。そ
の際「資質・能力」や「協働」「課題解決
能力」等、14の用語を強制抽出語とした。
次に、出現回数５回以上、かつ Jaccard
係数の上位60までの用語を用いて作成し
た共起ネットワークが、図８である。この
図によると、比較的大きなまとまりが５つ、
さらに小さなまとまりが２つみられた。
グラデュエーション・ポリシーの共起ネッ
トワーク図の一つ目のまとまりは、「育成」
や「社会」「地域」等があり、「様々な知識・

技能や課題解決学習の実践により、地域社会や国
際関係に貢献できる人材を育成する」とすること
ができる。このことは目指すべき人材像を示して
いる。二つ目は「力」や「主体」「学ぶ」等で、「自
ら主体的に学ぶことにより、多様な価値観や未来
を創造する力量を育む」とすることができた。こ
のことは、資質・能力の育成時の学習形態を示し
ている。三つ目は、「生徒」や「育てる」「持つ」
等で「高い目標を持ち、積極性とともに知識や思
考力を備えた生徒を育てる」とすることができる。
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このことは、生徒に育てる資質・能力を示してい
る。四つ目は、「他者」や「協働」「豊か」等であり、
「他者を尊重し協働できる、心豊かな人間となる」と
することができる。このことは、育てる生徒像を
示している。五つ目として、「取り組む」や「向
ける」「可能」等であり、「学ぶ姿勢を持ち、
可能性の実現に向けて取り組む」とすること
ができる。このことは、生徒の学びの姿を示
している。さらに、「基本的生活習慣の確立」
や「自己理解の促進」などがみられた。
これらの結果から、グラデュエーション・
ポリシーにおいては、卒業時に想定する人材
像や指導の基本さらに身につけるべき資質・
能力等から構成されていることが分かった。
⑶ カリキュラム・ポリシーの分析
教育課程を踏まえた教育活動の方針を示す
カリキュラム・ポリシーをテキストデータと
して分析を行った。KH Coder を用いて、前
項と同様の処理をした結果、総抽出語数1317
語（異なり語数481語）となった。その際、「主
体的」や「対話的」「教育課程」等、カリキュ
ラムに関する用語18を強制抽出語とした。

さらに、前項と同様の手順で作成した共起
ネットワークが、図９である。この図による
と、比較的大きなまとまりが１つ、中程度の
まとまりが５つ、さらに小さなまとまりが７
つみられた。
共起ネットワーク図の一つ目のまとまり
は、「進路」や「希望」「教育課程」「多様」
等があり、主な用語を用いて「指導と評価及
び一人ひとりの多様性と対応させた教育課程
とすることにより、進路希望に応じる」とす
ることができた。このことは教育課程編成の
在り方を示している。中程度のまとまりであ
る二つ目は「地域」や「社会」「連携」等で、「地
域社会や機関等の外部資源との連携により生
徒の能力向上を図る」とすることができた。
このことは、教育課程実施における外部との
連携の在り方を示している。三つ目は、「学習」
や「探究」「課題」等で「課題解決等の探究

型の学習により、課題を発見したり解決したりす
る」とすることができる。このことは、授業等で
の学習法を示している。四つ目は、「学び」や「ICT」
「協働」等であり、「ICT 機器の活用により、個

図８　�グラデュエーション・ポリシーの共起ネットワーク図
（Ａ県の全日制普通科高等学校）

図９　�カリキュラム・ポリシーの共起ネットワーク図（Ａ県
の全日制普通科高等学校）
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別最適な学びや協働による学びを実現する」とす
ることができる。このことは、ICTによる学びの
多様性を示している。五つ目として、「活用」や「教
育」「推進」等であり、「情報活用教育の推進」と
することができる。このことは、今日的課題を踏
まえた教育活動の方向性の確認を示している。さ
らに、「教科の基礎を定着させる」や「生徒活動
を促進する」などがみられた。
これらの結果から、カリキュラム・ポリシーに
おいては、教育課程編成の在り方や実施における
外部との連携促進、学習形態等が記載されていた。
⑷ アドミッション・ポリシーの分析
入学時に求める生徒像を示したアドミッショ
ン・ポリシーをテキストデータとして分析を行っ
た。KH Coder を用いて、前項と同様の処理をし
た結果、総抽出語数817語（異なり語数303語）
となった。その際、「生活習慣」や「主体的」「基
礎学力」等の12の用語を強制抽出語とした。
さらに、前項と同様の手順で作成した共起ネッ
トワークが、図10である。この図によると、比
較的大きなまとまりが２つ、中程度のまとまりが
４つ、さらに小さなまとまりが２つみられた。

共起ネットワーク図の一つ目のまとまりは、「自
ら」や「成長」「目標」等があり、「自己目標の実
現に向けて努力し、課題を探究的に考えて自ら成
長できる」とすることができる。このことは入学
前の生徒が備えておくべき姿を示している。
二つ目は「学習」や「基本」「生活習慣」等で、

「学校生活で必要な学習の基礎・基本や基本的生
活習慣を身につけている」とすることができた。
このことは、入学前に身につけておくべき素養を
示している。三つ目は、「社会」や「地域」「貢献」
で「地域社会に貢献できる」とすることができる。
このことは、育てる生徒の前提を示している。四
つ目は、「意欲」や「学ぶ」「挑戦」であり、「挑
戦し続け、意欲的に学ぶ」とすることができる。
このことは、入学させたい生徒の姿を示している。
五つ目として、「他者」や「尊重」「協働」等から
なり、「協働においては、他者を大切にし、多様
性を尊重する」とすることができた。このことは、
人間関係において求められる基本的事項を示して
いる。六つ目は、「取り組む」や「活動」「部活動」
から構成され、「校内の活動や部活動に取り組む」
とすることができる。このことは、活動のあるべ

き姿を示している。さらに、小さなまとまり
として「主体的行動」や「本校への入学を希
望」の二つがみられた。
これらの結果から、アドミッション・ポリ
シーにおいては入学時に前提とする生徒像と
して、学習や生活への取り組む姿勢や入学時
までに身につけておくべき学習事項や生活習
慣、将来の人材像等から構成されていた。
以上の三つのポリシーの分析から、それぞ
れの特徴を明らかにすることができた。
⑸ 三つのポリシーで用いられている用語の
相互関係の検討
次に、三つのポリシーで用いられている用
語の相互関係性を検討する。３つのポリシー
相互の用語の出現状況として、３つのポリシー
に共通して用いられている用語や２つに共通、
ないしは各ポリシー独自に用いられている用
語等の状況を図示したのが図11である。

図10　�アドミッション・ポリシーの共起ネットワーク図（Ａ
県の全日制普通科高等学校）
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図11によると、３つのポリシーに共通して用
いられている用語は、「地域」と「学ぶ」「生徒」
であることが分かった。このことは、高等学校に
おける学びの集大成として、「地域」を「学ぶ」「生
徒」としていることが分かる。
次に、２つのポリシー間で共通に用いられてい
る用語について検討する。一つ目として、カリキュ
ラム・ポリシーとグラデュエーション・ポリシー
に共通している用語は、「主体」と「課題」であっ
た。これらの用語は、生徒の将来像を見据えた教
育活動において、共通理念として用いられており、
「課題に主体的に取り組む」姿であるといえる。
二つ目としてグラデュエーション・ポリシーとア
ドミッション・ポリシーで共通に用いられている
用語として、「社会」や「貢献」「自ら」「取り組む」
「他者」「持つ」があり、入学時に想定した生徒を、
３年をかけてどのような資質能力を身につけさせ
て卒業させるのかを示しているといえる。このこ
とから、育てる生徒像として「自ら社会に貢献す
るために他者と取り組むことができる力を持つ」
とすることができる。三つ目としてアドミッショ
ン・ポリシーとカリキュラム・ポリシーで共通に
用いられている用語は「学習」のみであった。入

学時の生徒に求め、さらに授業で身につけて
いくこととして「学習」習慣や、「学習」に
取り組む態度などが想定される。
さらに、各ポリシーに特徴的な用語が用い
られているが、このことは本章第１節で検討
した事項となる。

Ⅵ　スクール・ミッション、スクール・
ポリシーを踏まえた実践

本章では、スクール・ミッション及びスクー
ル・ポリシーの策定を踏まえた、高等学校の
具体的な実践の成果と課題を検討する。Ａ県
では、「Ａの高校魅力化グランドデザイン for　
2031（Ａ県立高等学校に関するスクール・ミッ
ション）⑹」を策定した。その中で、スクール・
ミッションの再定義やスクール・ポリシーの

作成の必要性を示した。さらに、今後の高等学校
の在り方を示すグランドデザインの方向性とし
て、各高等学校に期待される役割として、全県の
高等学校をそれぞれの特色を踏まえて「地域連携」
や「学術・国際連携」「産学連携」に３区分した。
現在、Ａ県内の各高等学校は、再定義されたスクー
ル・ミッション及び各校で作成された３つのス
クール・ポリシーに基づいて教育活動が展開され
ている。以下に、それらのミッション及びポリシー
に基づいた実践例を示す。
１　Ｄ高等学校の実践 
Ｄ高等学校では、県教育委員会で再定義した高
校魅力化グランドデザインの３領域の中で、期待
される役割として、主に学術・国際連携に属して
いる。Ｄ高等学校はその中でも学際融合探究を目
指してスクール・ポリシーを作成した。
まず、グラデュエーション・ポリシーとして卒
業時に身に付けておくべき資質能力として、主体
的に人生をデザインする力と課題発見・課題解決
に貢献できるための学ぶ力と人間力の２つが示さ
れている。後者は、これからの社会に貢献できる
人材に求められる資質・能力として８つ示されて
おり、当該校の大きな特徴である総合的な探究の

図11　�三つのポリシー相互の関係を示す共起ネットワーク
図（Ｂ県の全日制普通科高等学校）
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時間を主とした「スペース・プロジェクト」にお
いて育成する力に対応している。「スペース・プ
ロジェクト」では、人工衛星開発に係る過程を全
校生徒で追体験しながら、資質・能力を育んでい
こうとするものである。
次に、カリキュラム・ポリシーとしては、授業
や学校行事等の教育活動の方針として、夢に向
かって自らデザインする学びと夢の扉を開く学び
の２つの学びが示されている。前者は、自分の進
路目標に合わせて、３つの科目群から選択する個
別最適な学びや ICT を活用した生活をデザイン
する学びから成っている。後者は、スペース・プ
ロジェクトの他に、総合的な探究の時間のH×
ACT（ハクト）、STEAM教育を実践している米
国姉妹校や国内の学校との交流を通じた課題を発
見したり解決したりする学びがある。さらに、60
分授業や文理に拘らない深い学びを意識した３年
文理選択、教科横断的な学びを意識した長期休業
中の学びの祭典を通じた学びが示されており、教
育活動全般を通して学ぶ力と人間力を育んでいく
ようになっている。
最後に、アドミッション・ポリシーとして、３
つのＣを大切にする生徒を掲げている。具体的に
は、学び、出会い、経験の Chance（機会）を大
切にする生徒である。失敗を恐れずChallenge（挑
戦）する生徒、挑戦した経験を Change（成長）
につなげる生徒が示されている。
３つのポリシーに基づいた実践の成果として
は、生徒の中に「まずやってみる」ことや「色々
な人の考えを尊重する」ような雰囲気が醸し出さ
れ、主体性と協調性が育まれ始めている。課題と
しては、来年度までで終了するスペース・プロジェ
クトをいかに持続可能な取組とし、目指す資質・
能力を育成していくかということである。
２　Ｅ高等学校の実践
Ｅ高等学校はＡ県の山間部に位置する１学年２
クラスの小規模高等学校である。Ｅ高等学校は連
携型中高一貫校であり、中高一貫校に移行するに
あたり、当該地方自治体や地域との連携体制は確
立していた。そのような経緯を踏まえ、設置者で

ある県教育委員会が示したグランドデザインにお
ける３つの方向性の中で、各高等学校に期待され
る役割のうち、「地域を支える人材の育成など、
地域創生において重要な役割を担うことが期待さ
れる普通科等を設置する高等学校」を中心に据え、
「地域連携型中高一貫教育を推進し、心豊かで礼
節をまきまえ、学習と生活における基礎基本を身
につけ、自ら学び、自ら考える力を養い、広く社
会に貢献できる生徒を育成する」を教育目標に定
めた。
その方向性を意識しながら、スクール・ミッショ
ンの実現に向け、３つのスクール・ポリシーを作
成した。グラデュエーション・ポリシーでは、学
習と生活における基礎基本の定着、礼節の涵養や
自己肯定感の伸長に加え、校内にとどまらず幅広
い地域住民との交流で育まれる豊かな心、国際的
視野と地域社会に貢献する意欲を持つ人材の育成
を掲げた。カリキュラム・ポリシーでは、地域連
携型中高一貫教育の推進、多様な進路指導に応じ
た教育課程ときめ細やかな指導の展開、探究的な
学習の展開、地域における多様な人々との連携・
協働などを掲げた。アドミッション・ポリシーで
は、主体的・協働的に探究的学習に取組、積極的
に社会に参画する生徒、様々な地域から入学した
生徒同士が互いの文化的背景を尊重し、協力し合
いながら学校生活を送る生徒を掲げた。
Ｅ高等学校におけるスクール・ポリシーの推進
の中核となるのが、探究的学習の展開である。通
常は教育課程において、高校３年間で３単位の総
合的な探究の時間を５～６単位に増やし、地域の
人々と連携・協働しながら思考力、判断力、表現
力を育むこととしている。また、アドミッション・
ポリシーに示されている「様々な地域から入学し
た生徒同士が互いの文化的背景を尊重し」には、
県外生徒の入学を認めるいわゆる山村留学制度を
実施しており、県内学区外入学者に加えて県外入
学者が在籍していることが反映されている。
スクール・ポリシーは、教職員が主体的に提言
した内容を盛り込み、スクール・ミッション及び
スクール・ポリシー策定以前から当該地方自治体
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と連携して組織されていた協議会等で協議を重
ね、取りまとめたものである。
当該地方自治体は、Ｅ高等学校に対して、通学
費用や制服購入等の経済的支援、無料で受講でき
る学習塾の運営に加え、学区外入学生等のための
寮の創設などの強力な支援を行い、Ｅ高等学校と
ともにＥ高等学校の魅力化・特色化の創出に努め
ている。
Ｅ高等学校は、令和４年度から総合的な探究の
時間を「ミライノカタチプロジェクト」と命名し、
地域の期待を汲み、一層地域と連携・協働した取
組にアップグレードし、その探究の時間を中核に
してスクール・ポリシーと連動した教育活動とな
るように取組を始めた。
スクール・ポリシーを作成、提示した成果につ
いては、教職員がスクール・ポリシー作成に主体
的に関わったという経緯から、教職員間にスクー
ル・ポリシーに基づいて学校を動かすという高い
意識が生まれていること、また、生徒には、人生
のストーリーを描き、進路を切り開くことに繋げ
てもらいたいという期待がある。現時点において
成果と課題に言及するには時期尚早だが、これら
の取組が実際の成果に結びつくかどうかが課題と
捉えている。
以上のように、Ａ県においては、令和３年度に
スクール・ミッションが県教育委員会により策定
された。さらに、令和４年度には、スクール・ミッ
ションに基づいて３つのスクール・ポリシーが各
高等学校において作成され、教育活動が展開され
ている。Ａ県教育委員会が策定したスクール・ミッ
ションによる各高等学校の役割として、Ｄ高等学
校は「学術・国際連携」、またＥ高等学校は「地
域連携」に属すると考えられる。現在、それぞれ
の高等学校が、スクール・ミッションを踏まえて
３つのスクール・ポリシーを作成した上で教育活
動を展開している。各高等学校の役割としてのス
クール・ミッションや自ら作成した３つのスクー
ル・ポリシーを掲げることによる、教育活動への
成果については、今後の実践成果の振り返りを待
つことになる。

Ⅶ　研究のまとめ、現状と課題

本研究の目的は、高等学校における生徒の多様
化を踏まえた、教育実践内容の見直しとしての特
色化・魅力化の取組の現状と課題を検討すること
であった。本研究の目的にせまるために、高等学
校を巡る環境の変化や政策の動向、さらに特色化・
魅力化を進める上での、スクール・ミッションの
再定義やスクール・ポリシーの作成状況を検討し
てきた。本研究により、以下のことが明らかになっ
た。その一つがスクール・ミッション及びスクー
ル・ポリシーの策定状況を明らかにしたことであ
る。令和４年11月末現在、両者とも全国の都道
府県の５割程度が策定済みとしていた。さらに未
策定の多くの都道府県が、今後数年で策定すると
していた。第二は、スクール・ミッション及びス
クール・ポリシーの策定過程を検討したことであ
る。Ａ県及びＢ県の両県ともスクール・ミッショ
ンは設置者である県教育委員会が、学校の意見を
踏まえながら策定していた。また、スクール・ポ
リシーについては、各学校が学校関係者や教育委
員会と確認をしながら、主体的に作成していた。
第三にスクール・ミッション及びスクール・ポリ
シーの記載内容を検討したことである。Ｃ県のス
クール・ミッションの分析から、普通科高等学校
の使命として、地域人材の育成や教育活動の在り
方、育成すべき資質・能力等の有り様が示されて
いる等、地域の実態を踏まえてスクール・ミッショ
ンが策定されていることが分かった。さらに、ス
クール・ポリシーの一つであるグラデュエーショ
ン・ポリシーについては、卒業時に想定する人材
像や指導の基本さらに身につけるべき資質・能力
等から構成されていることが分かった。カリキュ
ラム・ポリシーについては、教育課程編成の在り
方や実施における外部との連携促進、学習形態等
が記載されていた。アドミッション・ポリシーに
ついては、入学時に前提とする生徒像として、学
習や生活への取り組む姿勢や入学時までに身につ
けておくべき学習事項や生活習慣、将来の人材像
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等から構成されていた。以上のようにスクール・
ミッション及びスクール・ポリシーの特徴を明ら
かにすることができた。第四は、スクール・ミッ
ション及びスクール・ポリシーを踏まえた実践内
容を検討したことである。Ａ県における実践とし
て、令和３年度にスクール・ミッションが県教育
委員会により策定された。さらに、令和４年度に
は、スクール・ミッションに基づいて３つのスクー
ル・ポリシーが各高等学校において作成され、教
育活動が展開されている。Ａ県教育委員会が策定
したスクール・ミッションによる各高等学校の役
割を踏まえ、各高等学校が３つのスクール・ポリ
シーを作成した上で教育活動を展開している。各
高等学校の役割としてのスクール・ミッションや
自ら作成した３つのスクール・ポリシーを掲げる
ことによる教育活動への成果については、今後の
実践成果の振り返りを待つことになる。
以上のように本研究においてスクール・ミッ
ション及び３つのスクール・ポリシーの策定過程
や内容、さらに実践状況を検討してきた。これら
の取組は国の教育施策に基づいたものである。高
等学校として特色ある教育活動を実現するため
に、役割としてのスクール・ミッションの策定及
び活動方針としての３つのポリシーの作成による
教育実践が行われている。それらの取組は、令和
４年度現在、まさに進行形ともいえる。今後実践
状況や成果を検討することにより、特色ある高等
学校の実現を目指したよりよい教育活動の在り方
を明らかにできると考える。

【註】

⑴ �スクール・ミッション：各高校の存在意義、期
待される社会的役割、目指すべき高等学校像等
各高校の役割・理念を示したもの

⑵ �スクール・ポリシー：①育成を目指す資質・能
力に関する方針（グラデュエーション・ポリ
シー）、②教育課程の編成及び実施に関する方
針（カリキュラム・ポリシー）、③入学者の受
入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）

⑶ �各高等学校に期待される社会的役割などの再定
義（スクール・ミッション）の策定・検討状況、
令和４年度 全国高等学校教育改革研究協議会 
（令和４年10月20日実施）配付資料 「高等学校
における「三つの方針」の策定状況に関する調
査（令和４年６月１日時点）」

⑷ �各高等学校等における「三つの方針」（スクー
ル・ポリシー）の策定状況　⑶と同様

⑸ �スクール・ミッションの一覧、
https://www.pref.yamagata.jp/documents/
27287/202204school-mission.pdf、2022年10月　
閲覧
⑹ 「高校魅力化グランドデザイン for　2031」
 �https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/
kyouiku/gakkou/koutou/1047683.html、2022
年10月閲覧
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（令和５年２月６日受付）
（令和５年２月６日受理）

要　約
本研究の目的は、教員研修の現状を把握するために、全国の都道府県や政令指定都市において策定されて

いる教員研修計画等に基づいて、校長及び教員としての資質の向上に関する指標と教員研修の関わりを明ら
かにし、今後の教員研修の在り方を検討することである。本研究により、教員研修計画等に記載されている
育成指標の内容や研修との関わり等を分析するとともに、教員に求める資質能力やそのために実践している
研修内容を把握し、記載の実態や関係性等を分析することができた。さらに先進的な教員研修をしている教
育センター等の実践を把握することにより、OJTとOff-JTの関連づけの必要性や教員の課題意識に基づいた
自律的な研修促進の事例を把握することができた。今後の教員研修の課題として、育成指標に基づいた研修
体系の再構築とともに、教員の研修履歴の活用によるOJTを主とした研修体系の確立がある。

１　はじめに

本研究の目的は、教員研修の現状を把握するた
めに、全国の都道府県や政令指定都市（以降、都
道府県等と記載）において策定されている教員研
修計画等に基づいて、校長及び教員としての資質
の向上に関する指標（以降、育成指標と記載）と
教員研修の関わりを明らかにし、今後の教員研修
の在り方を検討することである。
本研究の目的を設定した理由の一つとして、教
員研修を取りまく環境の変化がある。教員研修の
機会としての教員免許状更新講習が廃止となり、
公的制度としての教員研修システムの重要性が再
認識されている。このことから、研修の実態把握

のために、育成指標の策定に基づいた教育セン
ター等における教員研修への取り組み状況を把握
する必要がある。二つ目は、教員に求められる資
質能力の多様化である。先に示された中央教育審
議会による「「令和の日本型教育」を担う新たな
教師の学びの姿の実現に向けて審議まとめ」（中
央教育審議会 2021）において、学校教育を担う
教員の資質能力が、社会の変化を踏まえて示され
た。教員が、示された資質能力を備えるためにも、
様々な機会を生かした教員研修が重要となる。三
つ目は、教員の研修機会としてのOJT重視の動き
である。これまでは研修機会として教育センター
等でのOff-JT が重視され、教員研修として位置
づけられてきた。今後もこのことに変わりはない

SUZUKI Kumeo＊，FUKUSHIMA Masayuki＊＊

The Relationship between the Training System

and Training Index in Prefectural Teacher Training Programs

都道府県等の教員研修計画等による研修体系と育成指標との関連づけの実態
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が、加えて各学校における研修機会としてのOJT
の役割が再認識されてきた。このことから、各学
校におけるOJT の促進を図るために、教員の研
修機会の活用とともに、校内研修をサポートする
ための役割も加えたOff-JT が位置づけられてい
る。これらの教員研修に関する環境の変化や求め
られる資質能力の多様化、及び教員の研修機会の
変化等が本研究の目的の設定理由である。
本研究の目的を踏まえて、「教員研修の実態」
や「育成指標の策定及び内容の分析」、さらに「育
成指標と教員研修との関わり」に関する先行研究
をみていく。第一は「教員研修の実態」に関する
先行研究である。鈴木（2022a）は、教員研修の
実施形態により区分される校内研修としてのOJT
や校外研修としてのOff-JT、自己研修としてのSD
に対する認識調査の分析結果を報告している。そ
の中で、OJT実施における校内研修と個々の教員
の課題意識との関連や SDの実践における成果共
有の方法、さらにOff-JT に関する参加実績等の
達成状況の共有については課題であるとしている
ことが示された。また、鈴木（2022b）は教員の
職能成長と研修機会の関わりについて報告してい
る。その中で、ライフステージに応じた研修機会
を示すとともに、OJTを中心に据えた研修の必要
性を指摘している。若松・鈴木・多田（2021）は、
教員研修の現状と課題を学校や教員等への調査結
果に基づいて検討するとともに、OJT の促進に
対する具体的な対応策を提案した。その中で、教
員研修を進めるためには教員相互のOJTや校内研
修会が有効であるとし、効果的なOJT推進のため
の手立てをOJT推進ツールとして提案した。松田
（2020）は、研修の在り方として、「学び続ける教
員像」の具体化に向けた研修の奨励施策を都道府
県等が策定した教員研修計画の分析結果により検
討した。報告の中で、研修の奨励施策として受講
管理や効率的実施策、支援策があることを示すと
ともに、強制される教員研修ではない自発的・自
律的な取り組みが必要であるとしている。
これらの先行研究により教員研修の実態として、
多様な形態があるとともに、研修においてOJT

が中心的な取り組みになることや、教員の自発的・
自律的な研修となることの必要性等が示されてき
た。しかし、育成指標と教員研修の関わりの実態
や、都道府県等が示す教員研修体系におけるOJT
の位置づけは不明なままである。
第二は「育成指標の策定及び内容の分析」に関
する先行研究である。鈴木・福島（2022）は、東
北地方の各県及び政令指定都市の教員研修計画の
分析及び運用の実態把握から、教員等の育成指標
の内容と研修との関係の分析を行った。報告によ
ると、限られた地域の実態ではあるが、各県や政
令指定都市で策定された教員研修計画の記載内容
や研修との関わり、さらに育成指標において設定
されている視点数の違い等の多様性が示された。
また、赤星（2020）は、わが国における「教員育
成指標」の策定の実際と課題を検討した。報告の
中で、育成指標策定の背景を明らかにした。さら
にいくつかの都道府県等の育成指標について資質
能力の分類や成長段階の分析を行うことにより、
体系化の必要性は認めるものの教員個々の自主
性・自律性を尊重すべきであるとした。津村（2020）
は、関東地方の一都六県を対象として育成指標を
分析した。報告の中で、育成指標で示されている
キャリアステージや資質能力を中心に分析を行
い、地域特性に配慮した創意工夫や独自性がある
ことを指摘した。加えて、櫻井・阿内・佐久間（2019）
は、教員育成指標にみるキャリアステージ区分の
態様について全国調査を基に、人事政策と研修の
二つの視点から分析した。その中で、育成指標は
教員のキャリアステージを整理統合することによ
り策定されたこと、さらにキャリアステージの前
半は細部の区分がされているが後半は長期的な区
分が多いこと等を指摘した。
これらの先行研究により、育成指標策定の経過
や具体的な資質能力等の内容が示されてきた。し
かし、これまでの研究は、分析内容が限定的であっ
たり、調査対象が限られていたりするなど、全国
を対象とした網羅的な分析とはなっていない。
第三は「育成指標と教員研修との関わり」に関
する先行研究である。鈴木・福島（2022）は、教
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員研修計画と育成指標との関わりについて、東北
地方の各県及び政令指定都市に調査対象を限定し
て、実態を報告している。その中で育成指標に示
されたライフ及びキャリアステージに設定されて
いる研修の実態や、研修と育成指標の視点との関
連を検討し、多様性があることを指摘した。また、
鈴木 ･佐藤他（2022）は、学校における教員研修
の実態とともに育成指標の認知及び活用状況を質
問紙調査の結果から検討した。報告では、育成指
標の周知については、小学校や中学校等すべての
校種で実施されていた。しかし、教員等の必要感
については「キャリステージとの関連」等の認識
が高いものの、「センター研修等」との関連づけが
低い等のばらつきがみられた、としている。さら
に、山本（2021）は、横浜市の教員研修の実態を
踏まえ、教員の育成指標と研修のあり方について
検討した。その中で、教員研修において育成指標
を活用していくための手立てとして、自己分析
チャートとの連動を図ることにより、セルフ・マ
ネジメントを踏まえた研修が実現できるとした。
加えて、三浦・武田他（2021）は、教員養成段階、
特に学生の教育実習時における「秋田県教員育成
指標」の活用の在り方を検討した。報告の中で、
教育実習の評価と関連づけるためには育成指標で
示されている項目の取捨選択や教員養成課程で示
された目標等と関連づけることが必要であるとし
ている。
これらの先行研究から、育成指標と教育研修及
び教員養成との関連性が示されてきた。しかし、
教員研修とOJTとしての校内研修との関連づけに
ついての検討がなされているとはいえない。
これまで検討してきたように教員研修と育成指
標の関連に関する先行研究から、教員研修の実態
や育成指標の策定及び内容の分析、さらに育成指
標と教員研修との関わり等が明らかにされてき
た。その一方、教員研修体系におけるOJTの位置
づけや育成指標の内容の分析、及び教員研修と校
内研修の関連づけ等の実態把握が限定的であった
り、調査対象が限られていたりするなど、全国を
対象とした分析とはなっていない。

このことを踏まえ本研究の目的を、教員研修の
現状を把握するために、全国の都道府県等で策定
している教員研修計画等に基づいて、育成指標と
教員研修の関わりを明らかにし、今後の教員研修
の在り方を検討することとした。
本研究の目的にせまるために、全国の都道府県
等を対象に、それぞれが策定した教員研修計画や
研修の手引等を収集し、育成指標の内容や教員研
修との関わり等の分析をする。さらに、特徴的と
思われる教員研修を行っている都道府県に訪問調
査を行い、実態の把握を行う。

２　実態調査について

本研究の目的にせまるための調査対象は、全国
の都道府県及び政令指定都市とする。調査及び分
析の手順は、鈴木・福島（2022）に準じている。
本研究では、育成指標の内容や教員研修体系との
関係を把握することを目的としている。実態を把
握するために、都道府県等の教育委員会が策定し
た教員または教職員研修計画、及び教育センター
等で作成した研修の手引等を収集した。それらの
計画書等に記載されている育成指標の内容や研修
との関わり等を分析することにより、教員に求め
る資質能力や実践している研修内容を把握し、記
載の実態や関係性等を分析した。なお、収集と分
析にあたっては、結果の妥当性を確保するために
２人で分担して分析を行った後、相互に確認した。
教員研修計画等に示された育成指標に基づく教
員研修の実態を把握するために、以下に示す８つ
の視点を設定した。視点の第一は教員研修計画の
記載内容である。各都道府県等教育委員会は、育
成指標を踏まえ、意図的に教員研修計画を策定し
ている。その策定の実態を把握する。第二は、育
成指標の策定状況である。具体的には管理職と事
務職の育成指標の策定状況を把握する。第三は、
育成指標に示された視点の実態である。育成指標
に示された資質能力の視点の設定状況を把握する。
その際、教員と管理職それぞれを対象に分析する。
第四は、策定された育成指標に示されたキャリア
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ステージの設定状況である。実態としては、都道
府県等の育成方針により多用な設定がなされてい
ると考えられる。第五は、10年目を超えた教員を
対象とする中堅期後の研修の実態である。実施し
ている都道府県等があり、さらに実施形態も異な
ると考えられる。第六は、育成指標と研修内容を
関連づけるための工夫の実態である。この取り組
みにより、育成指標を踏まえた研修体系が具体化
されることになる。第七は、教員の研修体系と校
内研修の関連づけである。教員免許状更新制度が
見直され、これに伴い研修におけるOJT がより
重要視されるなどの状況から、校内における力量
形成が各都道府県等の施策として重要視されるこ
とが見込まれる。第八は、育成指標を踏まえた教
員研修の実際である。全国には、教員研修の重要
性を踏まえ創意あふれる様々な実践がされてき
た。本研究の目的を踏まえ、特徴的な教員研修の
実践を明らかにする。これらの８つの視点を設定
して、策定された教員研修計画等及び訪問調査に
基づいて、育成指標と教員研修の実態を分析して
いく。
調査対象は各都道府県や政令指定都市の教育委
員会が2022年度のものとして策定した教員研修計
画、及び教育センター等で作成した研修の手引等
である。それらの計画や手引等はHPからダウン
ロードしたり、直接問い合わせたりすることによ
り資料を入手した。
なお、一部の都道府県等には、教員研修計画を
策定しないで教育センター等の研修の手引に同様
の内容を記載している場合があった。また、用い
られている名称として、「教員」研修計画、「教職
員」研修計画、さらには「教員等育成指標及び研
修計画」等としているところもあり、この点は都
道府県等によって様々であった（このことを踏ま
えて、これらの計画や手引を教員研修計画等と標
記する）。
不明な点は、対象とする都道府県等の教育委員
会や教育センター等に連絡をして確認した。ただ
し、一部の都道府県等によっては、教育センター
等のHPへのアクセスに認証システムを採用して

いる場合もあった。さらには、教員研修計画等を
一般に公開していない場合もあり、すべての調査
対象都道府県等から資料を入手することはできな
かった。結果として、資料を入手できたのは、都
道府県等の合計67の内、56であった。それらの冊
子資料を入手できなかった都道府県等に関して
は、該当する教育委員会や教育センターがHPで
公開している育成指標や研修計画等に限定し、分
析対象として用いた。
さらに本研究の目的と関わりのある特徴的な実
践について、直接訪問して聴き取り調査を行った。

３　都道府県等における教員研修計画及び
育成指標と研修体系の関連

本章では、都道府県等の教育委員会が策定した
教員研修計画及び研修の手引等⑴の内容や育成指
標に示された教員に求められる資質能力、さらに
育成指標と研修の関係等の実態を検討する。
⑴　教員研修計画等の記載内容
都道府県等が策定した教員研修計画等に含まれ
る内容について、本研究では基本方針提示の実態
や育成指標と研修計画の関係、さらに教職大学院
等での派遣研修の実態や校内研修との関わりにつ
いて取り上げ、整理する。なお、本章において分
析対象とした都道府県等の合計は67である。
表１は、都道府県等教育委員会及び教育センター
等が策定した教員研修計画等、さらにHP等に示
されている教員研修の内容に関する記載及び掲載
の状況を示したものである。以下にそれぞれの記

表１　都道府県等の教員研修計画等の記載内容
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載内容について検討していく。
検討内容の第一は、「基本方針・基本構想」で
ある。資料として入手できた56都道府県等の教員
研修計画等に、基本方針や基本構想等を記載して
いたのは55であり、一つには記載されていなかっ
た。主な記載内容として、教員研修をめぐる時代
背景や教育公務員特例法の改正を踏まえた育成指
標及び教員研修計画策定の義務化、さらに教員研
修の意義等であった。第二は「研修体系　全体構
想図等」である。研修体系の図については、教員
研修計画等が入手できたほとんどの都道府県等で
作成していた。さらに教員研修計画等とは別に作
成している場合もみられた。それらを合計すると、
60都道府県等が公表していた。具体的な内容をみ
ていく。研修体系として、勤務経験年数や職位、
校内での位置づけといった教員としてのキャリア
に関する成長段階（本稿では以下、キャリアステー
ジ）と、基本研修や専門研修、特別研修等の研修
の枠組みとの関連を示している場合があった。ま
た、研修体系の全体イメージとして、キャリアス
テージと具体的な研修講座との関係を示している
都道府県等があった。さらにキャリアステージと
研修の枠組みを示し、それらに育成指標で示され
た視点を関連づけて記載している全体計画もあっ
た。各都道府県等で作成されている研修体系等で
ほぼ共通していた内容は、キャリアステージを踏
まえた研修の枠組みの提示があったことである。
第三は研修と育成指標との関連の提示状況であ
る。関連を全体図として示していたのは39都道
府県等であった。記載状況として、主な研修講座
に育成指標の各要素を示したり、全体構造を図示
した上で育成指標の要素を研修体系と関連づけて
記載したり、全体の概念図に主な要素を配置した
りと様々であった。第四は「基本・専門等研修計
画」の掲載状況である。今回入手できた教員研修
計画等の約86％の48都道府県等に、これらの研修
計画が掲載されていた。それ以外の都道府県等に
ついては、教育センターのHPに研修全体や区分
ごとの一覧表で示されていた。研修計画の掲載内
容として、研修講座名やキャリアステージとの関

連、対象校種、対象職種、研修実施の目的、実施
日等であった。第五は、第四の視点とも関わるが、
研修計画と育成指標に示された資質能力の関連づ
けの実態である。研修計画に育成指標に示された
資質能力との関係が示されていたのは29都道府県
等であった。研修計画の一覧表の列に視点の欄を
示して各研修講座との関連づけを図ったり、資質
能力の内容を記載したりと様々な工夫がされてい
た。その一方、研修一覧表を作成している48都道
府県等の中の19については、研修一覧表に育成指
標と関連づけを示す内容の記載はなかった。第六
は「派遣研修の記載（研修体系に）」についてで
ある。派遣研修として、教職大学院や教育セン
ター、教職員支援機構等がある。研修期間は、教
職大学院は１年から２年、教育センターの長期研
修生は１年など、派遣機関によって異なる。表１
によると、研修体系や全体図が記載されていた60
都道府県等の中で、派遣研修の記載があったのは
26であり、全体の43％程度とやや低いといえる。
教員の研修の機会として、校内で行われるOJTや、
教育センター等校外で行われる Off-JT に加え、
教職大学院や独立行政法人教職員支援機構等での
派遣研修の存在を周知することは、教員の研修意
欲を高めるためにも重要となる。第七は「校内研
修の記載」についてである。教員研修の機会とし
て、教育センター等で行われるOff-JT や教員個々
人の課題意識に基づいて取り組まれる自己研修と
しての SDがある。さらに、それらが教員として
の実践力の向上に結びつく取り組みがOJT とし
ての校内研修である。研修体系や全体図を作成し
ている60都道府県等のうち、それらに校内研修に
ついて記載しているのは29であり、全体の５割
程度であった。2022年度には、教員免許更新制度
の見直しがあり、教員研修における校内研修の果
たす役割が、今後ますます重要になってくる。各
都道府県等では、このことを踏まえた、研修体系
の構築が求められることになる。
⑵　育成指標の策定状況
全国の都道府県等における管理職及び事務職用
育成指標の策定状況を示したのが図１である。な
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お、教員用育成指標はすべての都道府県等で策定
済みであった。ただし、ある県では県及び当該県
内の政令指定都市と共通の指標を用いていた。
管理職の育成指標が教員とは別に作成されてい
たのは、67都道府県等のうち54となり、全体の
約81％であった。このことから、多くの都道府
県等が管理職の育成指標を別葉で作成しているこ
とが分かった。ただし、管理職の育成指標の対象
者として、校長のみとしていたり、副校長や教頭
を含めたり、さらに副校長は別葉で作成されてい
たりと形態は様々であった。また、管理職の育成
指標に示されている資質能力の観点としては、都
道府県等によって、少数に絞っていたり、何十に
も及んでいたりと多様であった。
次に事務職の育成指標の策定状況である。事務
職の育成指標が策定されていたのは、12都道府県
等であり、全体の20％程度であった。ただし、今
回の調査はあくまでHPからの検索であり、掲載
していない都道府県等については把握できていな
い。なお、多くの都道府県等が「教職員」研修計
画としているが、事務職の指標がそれと対応して
策定、公表されているとはいえない状況がみられ
る。既に事務職の育成指標を策定した都道府県等
は、教員の育成指標との関連づけを図りながら記
載されているところもあったがそれが不明のとこ
ろもあった。各学校においては、組織力の向上を
図るためにも「チーム学校」を踏まえた教育活動
が必須となる。このことから、事務職に対する育
成指標、さらにこのことを踏まえた研修体系の構
築が求められる。
以上のように教員用の育成指標は、全ての都道

府県等で策定されている。管理職用については、
内容を焦点化し別葉で策定している都道府県は８
割程度であった。管理職が果たすべき多様な役割
を踏まえると、今後別葉で策定する都道府県等が
増えていくと考えられる。また、事務職の育成指
標の策定・公表の状況は、まだまだ低いといえる。
教職員等の一人ひとりの能力を生かした「チーム
学校」の推進のためにも、事務職の育成指標の策
定及び計画的な研修機会の確保が求められる。
⑶　育成指標に示されている視点
①教員用育成指標
教員を対象とした育成指標に記載されている視
点を、全都道府県等との百分率で示したのが図２
である。さらに、各都道府県等の育成指標に示さ
れた細かな区分数（細区分）ごとに該当数を示し
たのが図３である。集計は67都道府県等を対象
とした。各都道府県等で育成指標として設定して
いる視点について、次のような傾向が見られた。

第一は視点の内容についてである。内容につい
ては都道府県等を横断的に見た時、共通している
視点がある。他方で各都道府県等固有の視点を設
けているところもあることが確認された。
まず、視点設定における共通事項である。本稿
において設定した領域分類からみたとき、「学習
指導力」に分類できる視点と、「生徒指導・子ど
も理解・学級経営」に分類できる視点については、
対象とした都道府県等全てにおいて設定してい
た。また「教員素養・人間力等」（98.5%）や「地
域連携」（92.5%）に分類できる視点については、

図１　管理職及び事務職育成指導の策定状況

図２　教員用育成指標に示されている視点（領域）
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全てではないものの、ほとんどの都道府県等にお
いて設定していた。以下、「教職員連携・協働（チー
ム）」（86.6%）、「マネジメント力」（80.6%）、「危機
管理 学校安全」（70.1%）に分類できる視点を設定
している都道府県等も多い。以上の項目は、ほぼ
共通している視点であるといえた。
なお、図には示さなかったが、領域分類レベル
をさらに集約すると、各都道府県等でおおむね４
つのカテゴリで育成指標を設定しているといえた。
その１は「学習（教科）指導力」（上記の「学習指
導力」にあたる項目）、その２は「生徒指導力」（同
「生徒指導・子ども理解・学級経営」にあたる項目）、
その３は「マネジメント力」（同「地域連携」「教
職員連携・協働（チーム）」「マネジメント力」「危
機管理・学校安全」にあたる項目）、その４は「人
間的素養」（「教員素養・人間力等」にあたる項目）
に分類できた。またその４については育成指標と
して示すのではなく「教員としての基礎的素養」（た
とえば、群馬県）や「求める教師像」（たとえば、
福井県）などのような形で、育成指標とは別に表
示している都道府県等もあった。
次に各都道府県等固有の視点についてである。

多くは「都道府県等の課題への対応」に関する視
点である。たとえば「本県の教育課題への理解と
対応」（福島県）や「滋賀の自然や伝統・文化・
環境などに関する知識（中略）を持っている」（滋
賀県）などがある。
第二は視点の数についてである。最小が５、最
大が37となっており、幅は大きいといえる。
②管理職の育成指標
管理職を対象とした育成指標に記載されている
視点の百分率を図４に示した。また、それらの育
成指標に示された細区分ごとに該当数を示したの
が図５である。なお、本稿では教員と別に学校管
理職の育成指標を何らかの形で明示していること
が探索できた64都道府県等を対象とした。

第一は視点の内容についてである。学校管理職
を対象とした育成指標に記載されている視点の内
容の割合を図４に示した。本稿において設定した
分類からみたとき、多い順に「組織管理・運営（マ
ネジメント）」（100.0%）、「人材育成・人事管理」
（96.9%）、「地域連携」（92.2%）、「基本的資質能力、
知識、識見」（92.2%）、「危機管理・安全」（90.6%）、
「協働、チーム学校等」（85.9%）となる。これらの
視点は多くの都道府県等で育成指標として設定さ
れている傾向が看取できた。他方で、「実務 渉外、
事務、財務管理」（40.6%）、「子ども理解、特別支
援教育」（28.1%）、「学力向上、学習指導」（23.4%）、
「都道府県課題」（21.9%）に分類できる視点を育成
指標として設定している都道府県等はあったもの
の、これらは割合的には少ないことが看取できた。

図３　教員用育成指標に示されている視点（細区分）

図４　管理職用育成指標に示されている視点（領域）
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第二は視点の数についてである。最小が４、最
大が40となっており、幅は大きいといえる。
⑷　キャリアステージと研修体系の関係
教員のキャリアステージの数については、櫻井・
阿内・佐久間（2019）が検討している。このこと
を踏まえ、本調査結果は、2022年度における実態
を検討する。全国の都道府県等の育成指標に記載
されているキャリアステージの段階数を示したの
が図６である。なお、ステージ区分に「採用期」「養
成期」などの形で、入職前の資質能力について触
れている都道府県等も多かったが、本稿では入職

以降のステージ数のみをカウントした。なお集計
の対象となったのは67都道府県等である。
定量的に見た場合、３段階としている都道府県
等が30、４段階としている都道府県等が30あり、
割合的に多くの都道府県等が３段階か４段階でス
テージ数を構成している。他方で５段階としてい
る都道府県等は７となっている。
ステージの段階区分についてみると、年齢で分
けている都道府県等、勤務経験年数で分けている
都道府県等があった。また、最終ステージを管理
職のステージと位置づけ、教員としての成長の延
長線上に管理職の資質能力を設定している都道府
県等もみられた。例として５段階に設定している
都道府県等の最終ステージをみると、「48歳〜」（岩
手県）、「21年目以上」（宮城県）、「管理職」（福島
県）、「20年〜」（高知県）、「26年〜」（熊本県）、「概
ね18年目以降」（沖縄県）といった表記になって
いる（福岡市も５段階あるが、段階区分に関する
明確な表記は探索できなかった）。
⑸　中堅期後の研修講座の設定状況
各都道府県等の研修体系として、経験年数が
10年目前後に実施される中堅教諭等資質向上研修
までは、ほぼ整備されている。しかし、中堅期後
に悉皆研修を設定しているか否かは、都道府県等
によって異なる。教育委員会や教育センター等が
作成している教員研修計画等を参照し、中堅期後
において教員を対象とした悉皆研修の実施の有無
を調べた結果を図７に示した。さらに、中堅期後
の研修講座の設置数をまとめたのが図８である。

図５　管理職用育成指標に示されている視点（細区分）

図６　設定されているキャリアステージの数 図7　中堅期移行の研修の実施
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探索できなかった10都道府県等を除く57都道府
県等中、中堅期後の悉皆研修を実施している都道
府県等は24あった。その内、講座数が１であると
ころが多かった。なお、図８中の「不明」とは、
実施していることまでは探索できたが、講座数ま
では探索できなかった都道府県等を指す。
⑹　育成指標と研修内容との関連づけ
次に各都道府県等における研修内容への育成指
標の関連の表記の仕方を見ていく。各都道府県等
の実態を整理したのが表２である。表の作成にあ

たり、ひとまずは各都道府県等の研修計画を参照
したが、全国的な傾向を明らかにするという本研
究の目的に照らし、それとは別に研修内容につい
て書かれているもの（「研修案内」、「研修のしおり」
等）についてもウェブ上で可能な限り参照した。
また複数の表記の仕方で関連を示している都道府
県等があったが、その場合はより詳細な表記パター
ンの優先順（パターン：４＞２・３＞１＞５）で
カテゴリ分けした。なお、研修内容と育成指標と
の関連を探索できなかった都道府県等が14あった。

研修内容と育成指標との関連の表記の仕方は、
表２の５パターンに整理することができた。
パターン１は「研修講座ごとに視点を提示」す
るものである。研修概要と育成指標の中項目（キー
ワード）を対応させている都道府県等もあれば（図
９、愛媛県の例）、育成指標の細項目と対応させ
ている都道府県等（図10、埼玉県の例）もあるな
ど差異が見られる。
パターン２は「育成指標の視点ごとに研修を配
置」するものである。育成指標に対応する研修の
名称をそのまま表記する都道府県等もあれば（図
11、新潟県の例）、両者の関係を記号で標記し、よ
り直観的に理解できる表記とする都道府県等（図
12、徳島県の例）もあるなど差異が見られる。
パターン３は「各研修講座一覧に指標の観点を
明示」するものである。各研修と育成指標との対
応関係を記号で表記する都道府県等もあれば（図
13、佐賀県の例）、それに加えておおよその研修
内容について表記を重ねている都道府県等（図14、
秋田県の例）もあるなど差異が見られる。なお図
14で秋田県の基本研修の表記を紹介したが、秋田
県においては基本研修と専門研修とで表記が異
なっており、専門研修においては記号を用いてよ
り直観的に理解できる表記になっている。
パターン４は「研修と育成指標の関係を（やや
大まかに）図示」するものである。両者の関係に
ついて教員についてのみ示している都道府県等（図
15、富山県の例）もあれば、教員同様管理職につ
いても関係を示している都道府県等（図16、山口
県の例）もあるなど差異が見られる。
パターン５は「キャリアステージごとに表示」
するものである。キャリアステージごとの育成指
標の詳細は他で示しつつ、キャリアステージと研
修との関係について示すシンプルな表記の例であ
る（図17、大阪府の例）。
以上のように各都道府県等で研修内容と育成指
標との関連を示す方法に様々な工夫が見られた。
定量的にはパターン３やパターン２の自治体が多
かった。これらでは、研修と育成指標との関連づ
けを詳しく把握することができる。他方でそうし

図８　中堅期移行の研修の実施

表２　育成指標と研修体系の関係提示

パターン 提示の関係 該当県
等数

１ 研修講座ごとに視点を提示 11
２ 育成指標の視点ごとに研修を配置 13
３ 各研修講座一覧に指標の観点を明示 18
４ 研修と育成指標の関係を図示 ９
５ キャリアステージごとに表示 ２
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た表記の仕方では情報過多になる傾向もある。パ
ターン４やパターン５のようなシンプルな表記の
方が全体傾向を理解しやすい場合もある。パター
ン１のように、各研修概要で指標との関連を表記
すると、受講にあたって研修と育成指標との関連
づけに関する意識を高めることができるが、これ
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○…主に「 ジ 能力」に関わる内容

◇…主に「生徒指導力」に関わる内容

■…主に「教科等指導力」に関わる内容

□…主に「基礎的素養」に関わる内容
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養護教諭 ■学校保健の基礎的 専門的研修　■教職教養 9 32

栄養教諭 □教育公務員の服務　■食育 学校給食の基礎的 専門的研修 8 22

特別支援学校高等部実習助手 □教育公務員としての心構え　■職務の基礎的 専門的研修 8 12

特別支援学校寄宿舎指導員 □教育公務員としての心構え　■職務の基礎的 専門的研修 8 12

小学校教諭 1 9 3 1 2
120
時間

中学校教諭 1 9 3 1 2
120
時間

高等学校教諭 4 10
120
時間

特別支援学校教諭 6 8
120
時間

小学校教諭 2
15
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中学校教諭 2
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時間
15

機　関　研　修
教 育 庁 各 課

単位（日

研　修　名
目

安
研 修 対 象

高めたい資質能力と主な研修内容 校
内

園
内
研
修
等

総
合
教

教

事
務
所

市
町
村
教

委
員
会

新規採用
　教職員等研修

初任者研修
□教育公務員の服務　　○安全教育と応急手当
○生き生きとした学級経営【小 中】
●キ ア教育の充実　 ◇教育相談
■学習指導要領の要点【中 高】
■教科における基本的な指導技術と授業展開【小 特】
■各障害種における教育の実際【特】

実践的指導力
　　習得研修

○学校教育目標と学級 経営【小 中 高】
○学校教育目標と保健室経営【養】
◇保護者対応と連携【小 中 高 特養】
◇児童生徒理解【養 栄】

第

年

目

図９　関係提示　パターン１（愛媛県）

図11　関係提示　パターン２（新潟県）

図13　関係提示　パターン３（佐賀県）

図15　関係提示　パターン４（富山県）

図17　関係提示　パターン５（大阪府）

図10　関係提示　パターン１（埼玉県）

図12　関係提示　パターン２（徳島県）

図14　関係提示　パターン３（秋田県）

図16　関係提示　パターン４（山口県）

74 鈴木久米男・福島正行



のみでは全体を把握することが難しい。両者の関
連づけを示す表記方法については、実際の研修の
場面での研修講師の意識づけの方法もあわせて検
討されることが必要であろう。
⑺　研修体系と校内研修との関わり
各都道府県等の教育委員会が作成している教員
研修体系上に、校内研修に関する記載があるかど
うか、あった場合はどのような内容かを調べた結
果を図18に示した。複数の表記の仕方で関連を示
しているところがあったが、その場合は「研修体
系に校内研修を位置づけ」＞「OJT関連を記載」
＞「校内研修について特別な記載はない」の優先
順でカテゴリ分けした。なお、研修体系等が未探
索の７都道府県等を除く60都道府県等を集計の対
象とした。

分析の結果、研修体系に校内研修を位置づけて
いる都道府県等が比較的多く、校内研修の位置付
けはないがOJT について記載をしている都道府
県等がそれに次いだ。また、校内研修について研
修計画等に特別の記載が見られなかった都道府県
等が24あった。
⑻　小括
本章では全国の都道府県等が策定している教員
研修計画等の記載内容を分析した。本章のまとめ
は以下の通りである。
第一は教員研修計画の記載内容である。多くの
都道府県等が基本方針や研修体系を示していた。
他方、育成指標との関連づけは十分とはいえない。

さらに研修体系に派遣研修や校内研修を示してい
る都道府県等は５割程度であり、低いといえる。
第二は、育成指標の策定状況の把握である。教員
用育成指標は、全ての都道府県等で策定されてい
た。管理職の育成指標が別葉で策定されていたの
は８割程度であり、今後その割合が高まると考え
られる。事務職の育成指標の策定・公表状況は２
割程度で、低いといえる。第三は、育成指標に示
された視点の実態である。教員用育成指標では、
学習指導や生徒指導、マネジメント、教員として
の素養等が視点として示されていることがほぼ共
通している。他方で県等の教育課題を視点として
設定しているのはわずかであった。また、設定し
ている視点数は、細区分レベルでみると都道府県
等により幅があった。管理職の育成指標では、組
織管理・運営（マネジメント）や人材育成・人事
管理等が視点として示されていることがほぼ共通
している。第四は策定された育成指標に示された
キャリアステージの設定状況である。キャリアス
テージとして３段階と４段階が多く、５段階が１
割程度であった。都道府県等により幅があり、育
成方針や実態を踏まえた設定がなされている可能
性がある。第五は10年目を超えた教員を対象と
する中堅期後の研修の実態である。資料上、実施
している都道府県は少数にとどまり、他方で実施
しないとした都道府県等が５割程度であった。第
六は、育成指標と研修内容を関連づけるための工
夫の実態である。関連づけの方法として、研修講
座ごとに指標を示していたり、指標の観点ごとに
研修を配置したりと、様々な工夫がされていた。
これらにより、育成指標を踏まえた研修体系が具
体化されている。第七は教員の研修体系と校内研
修の関連づけの実態である。研修体系に校内研修
を位置づけていたり、OJT に関する記載してい
たりするなどの工夫が見られた。他方で特別な記
載がない都道府県も多かった。各都道府県に対す
る研修体系への校内研修の位置づけの明確化を図
る必要がある。
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第第１１期期 第第２２期期 第第３３期期 第第４４期期

ⅠⅠ教教育育へへのの情情熱熱とと教教員員にに求求めめらられれるる基基礎礎的的素素養養（（１１〜〜３３））

項項目目 研研修修名名 担担当当

１１ ⼤阪府 ⼩・中・⾼等学校等 障がい理解教育研修会 ⼩中学校課 教務G

1 学校の授業等で活⽤できる「親学習」研修 地域教育振興課 地域連携G

1 府⽴学校常勤講師⼈権教育・授業づくり研修（１班）
教育Ｃ ⼈権教育研究室
教育Ｃ ⾼等学校教育推進室
教育Ｃ ⽀援教育推進室

1 府⽴学校常勤講師⼈権教育・授業づくり研修（２班）
教育Ｃ ⼈権教育研究室
教育Ｃ ⾼等学校教育推進室
教育Ｃ ⽀援教育推進室

1 へき地等学校教職員研修（春期） 教育Ｃ 企画室

1 へき地等学校教職員研修（夏期） ※隔年実施であり、R04年度は開設しません。 教育Ｃ 企画室

1 ⼩・中学校常勤講師授業づくり研修 教育Ｃ ⼩中学校教育推進室

１１ ⼩学校プログラミング研修（１班） 教育Ｃ 企画室

１１ ⼩学校プログラミング研修（２班） 教育Ｃ 企画室

1 府教育委員会免許法認定講習 教職員企画課 免許G

図18　研修体系と校内研修の関わり

都道府県等の教員研修計画等による研修体系と育成指標との関連づけの実態 75



４　教育センター等の教員研修の実践例

育成指標を踏まえた教員研修の実践状況を把握
するために、２つの教育センター等への訪問調査
を実施し、現状と課題の把握を行った。調査実施
の目的は、Ａ県総合教育センターが実施している、
育成指標の作成における工夫と、研修奨励として
の単位数を設定した履修制度（以降、「単位数設
定履修制度」と表記）実践の意図の把握であった。
Ｂ県教職員研修センター訪問の目的は、多様な
キャリアステージの設定と研修履歴及び促進を図
るHPのポータルサイト（以降、「研修ポータル
サイト」と表記）実践状況の把握であった。なお、
Ａ、Ｂは都道府県・政令指定都市レベルの自治体
名であるが、匿名性を担保するため一律にＡ県、
Ｂ県と表記する。
⑴�　Ａ県総合教育センターにおける教員への研修
奨励を踏まえた実践
育成指標に基づいた教員研修として特色ある実
践事例として、Ａ県総合教育センターを対象に調
査を実施した。訪問調査実施の主な視点としては、
育成指標の策定における配慮事項、及び総合教育
センターで実施している研修制度としての「単位
数設定履修制度」の取り組みの状況把握の２点で
あった。訪問日は、2022年12月15日であり、筆者
の一人が総合教育センターを訪問し、企画研究部
長のＣ氏より実践状況を伺うことができた。以下
に実践状況を示す。
第一は、育成指標策定における配慮事項につい
てである。Ａ県教育委員会は、求められる教員像
として、「気づく」や「展望する」「つながる」「挑
戦する」「伸ばす」の５つを規定している。この
ことを踏まえて、教員等が身につけるべき資質能
力を示す育成指標が策定されている⑵。策定され
ている指標は、「義務教育諸学校」や「高等学校」
「特別支援学校」の副校長、主幹教諭、指導教諭、
教諭などの職種、さらに「養護教諭」「栄養教諭」
「校長」に対する指標の６種類である。
育成指標で設定しているキャリアステージは、
着任時としての「ステージ０」、初任期から６年

目までの初任期「ステージ１」、７年目から15年
目までの中堅期「ステージ２」、16年目から24年
目までの充実期「ステージ３」、25年目以上の熟
練期「ステージ４」であり、実質４段階である。
ただし、ステージ０として、着任時に備えておく
べき資質能力を示している。また、ステージ４の
熟練期は、学校経営への参画として、副校長や主
幹教諭を想定した指標が示されている。
育成指標で設定している観点は、各校種、職種
とも共通で「基本的資質能力」や「人権」「学習
指導」「生徒指導」「Ａ県ならではの教育」等の７
つである。特に、「Ａ県ならではの教育」として、
Ａ県振興プランの実現やＡ県の伝統・文化の理解
と発信、グローバル化への対応をあげている。さ
らに「人権」として、人権尊重や人権教育の推進、
特別な配慮を必要とする児童生徒への支援をあげ
ており、これらの観点の設定は、他の都道府県と
比較しても特徴的である。
第二は、Ａ県が実施している単位数設定履修制
度である。単位数設定履修制度は、教職員個々の
研修意欲を大切にするとともに、キャリアステー
ジに応じた研修を計画的・継続的に受講できるよ
うにすることを基本的な考え方としている。取得
すべき単位数はＡ県総合教育センターで実施され
る１講座を１単位の履修とし、国やＡ県教育委員
会等が実施する研修の一部も１から３単位として
認定する。Ａ県総合教育センターで行われる研修
体系においては、基本研修や専門研修、指導者養
成研修、中核教員養成研修、特別研修の５つの区
分がある。さらに研修は、実施内容に照らして「教
科」や「領域」「コミュニケーション能力」「チー
ムマネジメント」の４領域に区分されている（基
本研修を除く）。教員が教職経験全体で履修すべき
単位数の標準は、60単位と設定されている。取得
すべき単位数の内訳として、必修とされる研修が
33単位、選択科目による標準的な取得単位が27単
位と設定されている。さらに取得すべき単位はス
テージと関連づけがされており、必修の研修は初
任期であるステージ１に28単位、中堅期であるス
テージ２に５単位の合計33単位である。選択科目
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による標準的な単位としては、ステージ１が５単
位、ステージ２が９単位、ステージ３が13単位で
ある。その際、管理職や主幹教諭、指導教諭等は
職能に応じて研修を受講することになる。
加えて事務職についても同様の単位履修の規定
があり、標準的な取得単位数を30と設定している。
なお、Ａ県総合教育センターでは、育成指標策
定における配慮として、教諭や主幹教諭等には「義
務教育諸学校」や「高等学校」等校種ごと、さら
に「養護教諭」「栄養教諭」「校長」に対する指標
等合計６種類が示されている。多くの都道府県等
においては校種を区別することなく育成指標を策
定しているところもある中で、Ａ県においては実
態を踏まえた指標が策定されているといえる。　
次に単位数設定履修制度実施のねらいである。
この制度は、教職員個々人の研修意欲を大切にす
るとともに、キャリアステージに応じた研修が計
画的に受講できるように配慮されている。このこ
とから、この制度は教職員の校外研修への参加を
意識化させるとともに、学校組織としても研修参
加を促すことができる等、研修奨励の意味合いが
強い制度といえる。
一方、今後の実践上の課題への言及もあった。
その一つが育成指標と実施している研修講座との
関連づけの強化である。現在は、育成指標に示さ
れた視点と研修講座の内容との関連が把握しにく
い状況にある。今後提示の形式を工夫するなどし
ていきたいとしていた。第二は単位数設定履修制
度の実施形態のいっそうの工夫である。現行のシ
ステムは、対面による研修を基本としている。他
方でコロナ禍以降においても、オンラインによる
研修の実施形態が活用されるべきとの考えがあ
る。対面とオンラインのよさ及び課題を整理した
上で、オンラインを取り入れた教員研修の在り方
を確立していくことを今後の課題としていた。
⑵�　B県教職員研修センターによる教員研修を踏
まえた人材育成の取り組み
Ｂ県教職員研修センター訪問の目的は、育成指
標に基づいた教員研修として、多様なキャリアス
テージの設定と、研修の意義付け、そして教員個々

人の目的に応じた研修促進のための研修ポータル
サイトの活用状況把握の３点であった。訪問日は、
2022年12月16日であり、筆者の一人がＢ県教職員
研修センターを訪問し、企画担当統括指導主事の
Ｄ氏、そして指導主事のＥ氏から実践状況を伺う
ことができた。以下に実践状況を示す。
調査内容の第一は、Ｂ県の育成指標に示されて
いるキャリアステージの多様性と視点の工夫につ
いてであった。Ｂ県では、教育委員会が策定した
「令和４年度Ｂ県教員研修計画」⑶に基づいて教員
研修が実施されていた。同教育委員会では、校長
等の育成指標として、求められる役割や能力、さ
らに具体的に身につけるべき力等について「校長・
副校長及び教員」と「養護教諭」「栄養教諭」の職
種ごとの３種類が策定されている。育成指標には
成長段階を踏まえ教員としては、教諭や主任教諭、
指導教諭、主幹教諭が設定されている。また、主
幹教諭には、教育管理職候補者とされる成長段階
も設定されている。この候補者とは、副校長試験
等の管理職試験に合格し、待機中の主幹教諭であ
る。さらに、教育管理職として副校長と校長が設
定されている。教育管理職の育成指標は、教員用
に付加される形式で策定されている。
次に育成指標に示された資質能力の観点の設定
についてである。大きな区分として「求められる
能力や役割」や「教員が身に付けるべき力」「教育
課題に関する対応力」の３つが示されており、さ
らに教員が身に付けるべき力として、学習指導力
や生活指導力・進路指導力、外部との連携・折衝
力、学校運営力・組織貢献力の４観点が示されて
いる。さらに、これらの視点に加え主幹教諭や教
育管理職候補者、及び教育管理職には、学校マネ
ジメント能力として、「学校経営力」や「外部折
衝力」「人材育成力」「教育者としての高い見識」
が設定されている。加えて、「教育課題に関する
対応力」として「グローバル人材の育成」や「人
権教育の推進」等９つの教育課題を設定して、教
員や教育管理職それぞれに対応させた指標を策定
している。
以上のようにＢ県教育委員会が策定した育成指
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標の特徴として、成長段階が教員の職能発達と関
連づけて設定されていたり、教育管理職候補者と
して位置づけられたりしていた。また、育成指標
においては、「教育課題に関する対応力」が設定
されており、特徴的といえる。
第二に、人材育成を踏まえた研修体系の設定に
ついてである。同教育委員会は、教員の人材育成
において研修が果たしている役割に着目してい
る。具体的には、教育活動をとおした「OJT」や
校外研修としての「Off-JT」、さらに自己研修と
しての「SD」の関わりが重要であるとしている。
このことを踏まえて、教員自らが職層に応じて求
められる力を自覚し「OJT」や「Off-JT」「SD」
を計画的に実施していくことで、指標に掲げた目
標を達成できるようにする⑷、としている。
同教育委員会は、職層別教員研修計画を作成し、
育成指標に示された観点を踏まえ職層ごとに、
OJT としての校内研修と、Off-JT としてのセン
ター研修を対応させた研修例を示している。その
際の職層として、教諭や主幹教諭等とともに、教
育管理職候補者を位置づけていた。
同教育委員会は、教員研修計画活用の視点とし
て、教員の学びを子供の指導につなげること、と
している。このことは、授業を中心とした教育活
動において、質の高い教育活動を実現することで
もある。そのためには、各教員が自己課題を踏ま
えた成長を促進させる必要がある。さらに、学校
としての課題の把握や関係者からの教育活動への
期待を実現するために、組織の一員としての役割
を自覚して活動していくことが求められる。教員
の資質能力向上のためには、校内における研修と
してのOJTの充実を図るためにOff-JT を活用す
るとともに、自己課題解決のための SDにも積極
的に取り組む必要がある。
第三に、研修ポータルサイトに基づいた研修の
実践についてである。研修ポータルサイト及び研
修受講申込受付システムとは、教員一人ひとりが
自分自身の研修履歴を確認しながら主体的に研修
に取り組むことにより、自己のキャリアステージ
を踏まえた資質能力を自律的に身につけることを

目標としている⑷。このシステムは、管理職が教
員一人ひとりの研修実態を把握することにより、
人材育成においても活用される。
研修ポータルサイトは、Ｂ県の教員専用となっ
ており、教員一人ひとりに割り当てられたログイ
ン ID及び設定したパスワードを入力することでロ
グインが可能となる。ログインすると、研修履歴
等の確認や研修等の案内、研修関連の文書やリー
フレット、指導教諭による模範授業等を閲覧でき
る。さらに、研修講座を検索することにより受講
の申し込みができる。このことから、教員一人ひ
とりは、自己のキャリアステージ及び育成指標を
踏まえた研修課題を把握するとともに、研修の機
会として研修ポータルサイトにアクセスすること
により、研修履歴の確認及び申し込みができる。
研修ポータルサイトは教員の課題意識に基づいた
自律的な研修への取り組みを可能にしている。
一方、今後の教員研修における課題の第一とし
て、教員に対する様々な研修機会の周知があげら
れた。Ｂ県では、教員研修として様々な機会が準
備されている。しかし、教員への周知については、
まだまだ不十分との認識があった。教員個々人の
個別最適な学びを実現するために、研修ポータル
サイトをはじめ、多様な場を活用して教員研修の
機会について周知していきたいとのことであっ
た。第二は教員の多忙化と研修の負担感の関わり
である。教員にとって、勤務の実態を勘案すると、
なかなか研修の時間を確保できない状況にある。
勤務実態を踏まえ、教員の負担感を増加させない
ような研修の実施方法を今後も模索する必要があ
るとしていた。以上の２点が今後の課題とされた。
⑶　小括
以上のとおり、２つの教育センター等への訪問
調査の結果を示してきた。Ａ県総合教育センター
では、育成指標作成における工夫として、対象を
焦点化して育成指標が策定されていた。さらに、
単位数設定履修制度実践の意図として、教員に対
する研修奨励があることを確認できた。次にＢ県
教職員研修センターでは、多様なキャリアステー
ジを設定していた。さらに、研修ポータルサイト
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の実践状況を把握した。具体的には、研修履歴の
確認や研修講座の探索等ができる研修ポータルサ
イトにより、教員の自律的な研修を促す意図を確
認することができた。加えて各センターから課題
として、育成指標と研修講座との関連づけの強化
やオンラインによる研修の実施形態、さらに研修
内容の周知等があげられた。

５　研究のまとめ

本研究の目的は、教員研修の現状を把握するた
めに、全国の都道府県等で策定している教員研修
計画等に基づいて、育成指標と教員研修の関わり
を明らかにし、今後の教員研修の在り方を検討す
ることであった。
本研究のまとめを以下に示す。第一に教員研修
計画等の記載内容の分析により、全国の策定状況
を把握したことである。具体の一つ目は全国の都
道県等が策定した教員研修計画等の記載内容を分
析し、ほとんどの都道府県等が教員研修計画等に
基本方針や研修体系を示していることが分かっ
た。二つ目は育成指標の策定状況の把握であり、
管理職の育成指標が別葉で策定されていたのは全
国の８割程度と高い割合であった。その一方、事
務職については公表されている都道府県等に限定
すれば２割程度とまだ低い状況にあった。三つ目
は育成指標に示された視点の実態である。教員、
管理職それぞれについて設定している視点には、
都道府県等に共通性がみられたものの、設定して
いる視点数は多様であった。四つ目は策定された
育成指標に示されたキャリアステージの設定状況
であり、３段階と４段階が多く５段階がわずかで
あった。五つ目は中堅期以降の研修の実態であり、
実施しているのは４割弱の都道府県等であり、実
施していないところが５割と多い。さらに、実施
するとした都道府県の多くにおいて実施している
講座数は１であった。六つ目は、育成指標と研修
内容を関連づけるための工夫の実態であり、各都
道府県等が提示方法を工夫していた。七つ目は教
員の研修体系と校内研修の関連づけの実態であり、

４割程度が校内研修、１割程度がOJT との関連
を記載していた。各都道府県等の教員研修の内容
を分析することにより、以上の実態を明らかにす
ることができた。
第二に、育成指標を踏まえた教員研修の実際を
把握したことである。２つの教育センター等への
訪問調査の結果を示すことができた。Ａ県総合教
育センターでは、育成指標作成における対象の焦
点化による工夫や単位数設定履修制度の実践によ
る教員への研修奨励が行われていた。また、Ｂ県
研修センターでは、多様なキャリアステージの設
定や、自律的な研修の促進のための研修ポータル
サイトの実践状況が示された。
本研究により、教員研修計画等に記載されてい
る育成指標の内容や研修との関わり等を分析する
とともに、教員に求める資質能力やそのために実
践している研修内容を把握し、記載の実態や関係
性等を分析することができた。さらに先進的な教
員研修をしている教育センター等の実践を把握す
ることにより、OJT と Off-JT の関連づけの必要
性や教員の課題意識に基づいた自律的な研修の事
例を把握することができた。
今後の教員研修の課題として、育成指標に基づ
いた研修体系の再構築とともに、教員の研修履歴
の活用によるOJT を主とした研修体系の確立が
あげられる。

【註】

⑴�　教員研修計画、研修の手引等については、各
都道府県等のHPからダウンロードして分析に
用いた。
⑵　Ａ県の「令和４年度　教職員研修計画」より　
⑶　Ｂ県の「令和４年度　教員研修計画」より
⑷　⑶と同様
⑸　「研修ポータルサイト」へのログイン画面より
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要　約
本研究の目的は、子どもの健全育成における小学校の組織的な関わりにおいて、現状と課題を明らかに

し、対応策を示すことである。そこで、Ａ県の小学校における外部機関・外部組織との連携をいかした生
徒指導対応の認識等を把握するために調査を行うこととした。調査結果から、校内体制の確立、情報共
有、事案に応じた連携、外部機関・外部組織との連携の促進について課題が明らかとなり、課題を解決す
るために実践・検証を行うことにした。実践・検証では、課題に対する手立てを講じて、校内組織体制の
重要性と外部機関・外部組織の周知が促進される研修会を行った。研修会を通して教員への校内組織体制
の意義や外部機関等の理解促進を図ることができた。

Ⅰ　はじめに

１　本研究の目的
子どもの健全育成にかかわって、学校における
校内組織体制の整備や、学校と関係機関等との連
携は重要であり、欠かせないものとなっている。
本研究の目的は、子どもの健全育成における小
学校の組織的な関わりにおいて、学校の教育活動
の質的向上を図るために課題のある児童に対する
指導体制の在り方について現状と課題を明らかに
し、今後の学校運営の充実に資することである。
そのため、Ａ県内における課題のある児童への
対応における校内組織体制と外部機関・外部組織
との連携の実態を調査し、学校の組織的対応の課
題を明らかにし、子どもの健全育成に関わる組織

体制の在り方について、対応策を示していきたい。

２　主題設定の理由
平成22年に文部科学省が発行した『生徒指導
提要』⑴では、関係機関との連携について、児童生
徒の発達を促すための連携と、問題行動等への対
応を行うための連携の二つを示した。さらに、
「日々の連携」を意図的に行うことで、問題行動
の減少や学校、家庭、地域の教育力の向上が期待
でき、加えて、日ごろから関係機関との交流をも
つことで、円滑な「緊急時の連携」につながると
している。
また、『生徒指導の役割連携の推進に向けて－

「生徒指導主担当者」に求められる具体的な行動－
（小学校編）』（平成23年　国立教育政策研究所生

SUZUKI Tomoyuki，SUZUKI Kumeo，TAMURA Tadashi，KATO Koko
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Organizations in Dealing with Student Guidance

生徒指導対応における外部機関・外部組織との連携をいかすための
校内組織体制の在り方
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徒指導研修センター発行）⑵においては、「生徒指
導を着実に進める上での基盤は学級であり、学級
担任の営みは重要であるものの、小学校の生徒指
導をめぐる現状は多岐にわたっており、学級担任
への負担や抱え込みが結果的に解決を遅らせてし
まうケースが散見される」ことを問題視している。
課題のある児童に対する支援・指導を効果的に進
めていくためには、個々の学級担任の取組だけに
任せるのではなく、学級や学年の垣根を越えて、
さらに家庭や地域と連携しながら、学校全体での
取組を推進していく必要があることが指摘されて
いる。
さらに、『生徒指導資料（第４集）学校と関係機
関等の連携－学校を支える日々の連携－』（平成
23年　国立教育政策研究所生徒指導研修センター
発行）⑶では、「児童虐待や安全で安心な学校の環
境づくり等への対応が求められる中で、学校と専
門性をもつ関係機関等との連携の必要性は一層高
まってきている。また、小学校では、生徒指導主
事は現行法制上、必置とされておらず、校務分掌
上の生徒指導主任等が学級担任を受け持っている
場合も多く見られる。それゆえ、中学校の生徒指
導主事に求められている役割を小学校の生徒指導
主任等が一人で果たすことは難しい」と述べられ
ている。2015年の中央教育審議会による「チーム
としての学校の在り方と今後の改善方策について
（答申）」⑷において、今後求められる「チームとし
ての学校」像として「校長のリーダーシップの下、
カリキュラム、日々の教育活動、学校の資源が一
体的にマネジメントされ、教職員や学校内の多様
な人材が、それぞれの専門性を生かして能力を発
揮し、子どもたちに必要な資質・能力を確実に身
に付けさせる学校」と示されている。
Ａ県の現状としては、小規模校が多く、校内体
制として生徒指導主任と担任を兼務する小学校が
多い状況が考えられる。その場合、特に関係機関
等との連携の実現が教員個人の努力に任されてい
ること、連携の実現が校長や教員の経験や力量に
よって左右される状況にあることが多いのではな
いかと考えられる。

なお、本研究において外部機関は市町村福祉課
など対応を専門とする行政組織を指し、外部組織
は地区民生委員などを指すものとする。
以上のことから、子どもの健全育成における小
学校での組織的な関わりにおいて、学校の教育活
動の質的向上を図るために、生徒指導上課題のあ
る児童への対応における校内組織体制と外部機
関・外部組織との連携を意図的に行われることが
重要になる。このことをふまえて本研究の目的を
設定した。

３　先行研究
次に本研究に迫るための前提として、「小学校
における生徒指導の現状と課題」「生徒指導上の
課題対応への校内連携」「生徒指導上の課題対応
への外部機関・外部組織との連携」の３つの視点
から先行研究を見ていく。
第一の「小学校における生徒指導の現状と課題」
について、先行研究を見ていく。愛知県教育委員
会（2011）『平成23年度　小学校における問題行
動等早期対応の手引』において、低年齢化・多様
化する問題行動等の未然防止、早期発見・早期対
応の重要性について報告している。その中で、「問
題行動等の兆候が見られた時、あるいは、問題行
動等が生じたときに、時機を逃さず組織的に対応
し、再発防止を徹底する必要がある。一人の児童
に対して、より多くの大人の目が注がれ、関わり
が生まれることが、学級担任一人では気付くこと
のできない問題の芽を早期に見つけることにな
り、問題を抱える児童にとってのその解決の足が
かりをつくることができます。」と述べている。
鈴木（2022）は、小学校における生徒指導体制
に関する現状と課題を報告している。その中で、
「全教職員共通理解のもとに生徒指導上の諸問題
に対応していくのが本来の生徒指導であろう。し
かし、小学校ではそれらへの対応が担任一人に任
されることが多い。また、生徒指導についての意
義の捉え方や理解は教員個々によってかなり差が
ある。情報を提供しない担任も散見される。他の
教職員から、不登校などの児童の問題について担
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任の指導力不足と判断されると怖れて、担任自身
が適切な指導、援助のための情報の共有化を怠る
のである」ということを取り上げ、「共通理解を
図るという理念は共有できるものの、具体的な実
践として実行されるためには、こうした教員文化
を乗り越える組織の構築が必要である」と述べて
いる。また、「現在、小学校では学級担任制が敷
かれており、児童にかかわる諸問題は、学級担任
が中心となっている。学級担任が主として児童の
教育にあたることで、児童の実態に即した指導を
即時的に行うことができる反面、情報が学級担任
に集まるために、その情報を周りに共有できない
状態が生じると、どうしても職務の範囲を超えて
「頑張る」教師を生み出す温床となる可能性を潜
ませている。」と述ベている。
石川（2020）は、学校の危機対応の在り方につ
いて報告している。その中で、リスクマネジメン
トの体制をつくっても「言えない」「言える雰囲
気ではない」といった人に依存する組織の空気や
文化がリスクマネジメントを阻むことへの危惧が
あることを述べている。
前述した鈴木（2022）も、小学校における生徒
指導の組織的な問題点を「生徒指導の目的の再検
討」「共通理解の実現」「生徒指導の基本である報
告・連絡・相談の円滑化」等と捉え、これに対す
る、検討が必要であるとまとめている。
これらの先行研究から、小学校では、学級担任
が単独で児童の実態に合わせて指導ができる反
面、組織として情報を共有し、共通理解を図るこ
とには課題があること。生徒指導が担任の資質能
力に頼る面があるため、対応がうまくいかない場
合には孤立化、抱え込みにつながること。つまり、
情報共有が図れないことが課題だと指摘されてい
ることが明らかになった。しかし、教員個人の実
態としては明らかになったものはあるが、その解
決策が提示されているとは言えない。
続いて、第二の「生徒指導上の課題対応への校
内体制」について、先行研究を見ていく。瀬戸（2019）
は、生徒指導における「理論と実践の融合のプロ
セス」について報告している。その中で、「生徒

指導体制は、①指導イメージの明確化（適用範囲
は児童生徒、カウンセリング機能とガイダンス機
能）、②校内連携（適用範囲は同僚教師）、③校外
連携（適用範囲は家庭地域・関係機関）からなる」
と述べている。「指導イメージの共有度は高いが、
校内連携・校外連携で共有度の低調が認められ、
その背景や原因については、数量的検証結果や教
師の生の声を参考にしながら、連携の声を挙げに
くい教師文化が紹介された」と報告している。
鈴木（2019）は、学校教育をめぐる多職種連携
とそのための協働について報告している。「抱え
込み」からの出発と題して「抱え込むことが常態
化、無意識化する現場感覚があり、その中に協働
や役割分担、さらにはチームアプローチを一般化
するためには、組織的支援と情報管理の発展が求
められる。日本では、抱え込みは教育職の誠実さ
や責任感など、職業文化として美化される面もあ
る。抱え込みからの解放とは教師個人の責務では
なく、他者の力を借りて目的を達成するという社
会的・組織的な責務ないし啓発である」と述べて
いる。
藤田・武田・林（2020）は、「校内支援体制・
外部連携システム整備の取組」について、コーディ
ネーターの役割を基盤とした支援の具体化、実現
化について報告している。その中で、「円滑な校
内支援体制のために対話が不可欠であり、情報の
集約伝達経路が明確であることが望ましく、情報
のアップデートと早期対応を相談できる場と躍動
的なチームが必要であり、コーディネーターの
リーダーシップのもと実現可能な役割分担をする
ことで、支援が具体化、実現化していく」と述べ
ている。
三沢・森安・樋口（2020）は、「教師のチームワー
クと学校組織風土の関連性」について、「学校組織
において積極的な意見交換や個性の尊重などに特
徴づけられる協働を志向し、相互に率直で開放的
な議論を交わせる風土のもとで、教師の行動面で
のチームワークも発揮されやすい」と述べている。
小笹（2018）は、「外部専門機関とよりよい連
携関係を結ぶには、第１に「チーム学校」（学校

生徒指導対応における外部機関・外部組織との連携をいかすための校内組織体制の在り方 83



内の連携）が機能する必要がある」と述べている。
これらの先行研究から、生徒指導上の課題対応
において担任だけが抱え込まないよう、「チームと
しての学校」の意義を踏まえた生徒指導主事等に
よるコーディネートなど学校内の連携の必要性が
明らかになった。また、積極的な意見交換や議論
を交わせる風土が大切であることが明らかになっ
た。しかし、生徒指導主事など要となる教員の校
内での位置づけや活用の実態及び校内での情報共
有の実態は、明らかになっているとはいえない。
続いて第三の「生徒指導上の課題対応への外部
機関・外部組織との連携」について、先行研究を
見ていく。
尾﨑・安原（2020）は、「学校における多職種
連携の現状とニーズ」において、「学校が取り組
む課題は年々多様化、複雑化しており、連携の重
要性は言われて久しいが、よりよく校内での連携
や外部機関・外部組織との連携を機能させるため
の方法や内容に関する議論は少ないのが現状では
ないか」ととらえ、「チームとしての学校」を推進
する多職種連携について、「多職種連携を進める
ために必要なこととしては、専門家と担当者、ま
た専門家同士が顔を合わせて話をする機会を設け
ることと専門職の専門性についての共通理解を図
ること」つまり「複数の領域の専門職が互いに学
び合い、双方の理解や連携を深めていく学習」が
連携推進に必要だと述べている。課題としては「連
携推進のための時間・場所・人の確保」「負担感」
などが現場の声として多数を占めていることを報
告している。
また、小笹（2018）は、「学校から見た校内・
校外連携の課題」を報告している。その中で、「学
校と専門機関は、専門性の違いにより連携関係に
ずれが生じやすいが、お互いの専門性の尊重によ
り良好な連携関係が築けると、子どもへの支援の
大きな力として機能する。」と報告している。
塚原・中村・伊豆 他（2013）は「子どもの問題

行動に関する学校と外部機関との連携プロセス」
について報告している。その中で、「専門機関と
連携する際には、日常から専門機関の機能を把握

しておくことが必要であり、本事例でも生徒指導
主事は担当者と面識を持ち、事例を通して情報交
換することで、専門機関の機能とその限界を把握
していた」と述べている。
さらに、佐藤・中村・塚原 他（2013）は「子
どもの心の健康問題における学校と外部機関との
連携」について報告している。その中で、「外部
機関との連携において、地域の保健・福祉関係の
機関との連携の活性化やそれぞれの機関との綿密
な関係づくりが必要である。学校は外部機関とど
のように連携していけば良いのか今後も調査・研
究を続けていきたい」と述べている。
これらの先行研究から、外部機関・外部組織と
の連携の大切さは認識されていることが明らかに
なった。しかし、連携の活性化や関係づくりには、
専門性の違いにより連携関係にずれが生じやすい
というような課題があることがわかった。また、
学校及び関係機関が互いに理解を深めることが連
携へとつながることがわかったが、その周知には
課題が残されていることも明らかになった。なお、
個々の教員の関係機関の周知及び認知の状況は示
されていない。

４　残された課題と研究の視点
教員同士のつながりや組織的な校内体制の重要
性、外部機関・外部組織との連携の必要性を、先
行研究が明らかにしてきた。しかし、次のような
課題も見出されている。
第一に、教師としての経験や個人の資質能力だ
けにたよった生徒指導にならないよう、教師同士
がつながりをもつこと、学校組織として生徒指導
を行う必要があること。
第二に、生徒指導上の校内連携を行う上で、生
徒指導主事など要となる教員が必要であるが、生
徒指導主事の位置づけ、活用の実態が明らかに
なっていないこと。さらに、情報共有の手立てが
必要であること。
第三に、教員に関係機関の認知や周知の状況が
明らかにされていないこと。
以上、主に３点の課題が残っているといえる。
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このことから、学校における課題のある児童に対
する校内組織体制や対応の手順、外部機関・外部
組織との連携についての課題を明らかにし、対応
策を示していきたいと考え、本研究の目的を設定
した。
そのために、Ａ県内の生徒指導における校内及
び外部連携の状況等について実態把握を行い、そ
の中で、教員の意識を把握し、今後の課題や調査
内容について考えたい。

Ⅱ　Ａ県内の生徒指導に関わる校内組織体制に関
する実態調査について

１　調査目的
Ａ県内における、子どもの健全育成における学
校の組織的関わりにおいて、連携の必要性等に対
する認識の実態把握をすることにより現状と課題
を明らかにし、解決のための具体的な手立てを探
ることを目的として、質問紙調査を実施した。

２　調査内容と調査対象
質問紙による調査は、Ａ県内の公立小学校（295
校中92校）を抽出し、そのうち80校から回答を
得た（回答率87％）。主に校長及び副校長（管理職）
を対象にした学校用アンケート及び主幹教諭や指
導教諭、教諭、養護教諭、常勤講師を対象にした
教員アンケートの２種類を実施した。なお、学校
規模については、「学校教育法施行規則 第41条 
小学校の学級数は、12学級以上18級以下を標準
とする。ただし、地域の実態その他により特別の
事情があるときは、この限りではない。」を基に、
11学級以下を小規模校、12～18学級以下を中規模
校、19学級以上を大規模校とした。⑸

Ⅲ　調査結果

１　生徒指導上の課題に対しての指導体制
⑴　校内での教員の相談相手
図１は、「生徒指導上の課題を校内ではじめに
誰に相談をするか」という質問に対する回答の結

果である。
生徒指導上の課題対応において、はじめに相談
する相手を「管理職（校長、副校長）」「生徒指導
主事」「学年主任」「同僚の先生」「養護教諭」「そ
の他」の選択を求めた。1,000人中960名から回答
を得た。その割合を％で表し、図１に示した。な
お、学校規模別（大規模校、中規模校、小規模校）
で再集計したグラフについても、並べて提示した。
全体の集計結果からは、相談相手は割合が高い
ものから管理職30.9％、学年主任29.6％、生徒指
導主事24.2％、同僚の先生12.0％、養護教諭1.5％、
その他1.9％と続いた。このことから、教員は管
理職及び学年主任にはじめに相談をする割合が高
いことが明らかになった。
続いて、学校規模別に再集計した割合を比較検
討する。
学校規模別では、管理職にはじめに相談すると
回答した割合は、大規模校7.9％、中規模校22.3％、
小規模校50.1％であった。学年主任にはじめに相
談する割合は、大規模校53.2％、中規模校43.0％、
小規模校7.3％になった。また、生徒指導主事に相
談すると回答した割合は、大規模校29.2％、中規
模校17.2％、小規模校25.2％になった。同僚に相
談する割合は、大規模校8.2％、中規模校16.0％、
小規模校11.9％となった。養護教諭に相談する割
合は、大規模校0％、中規模校0.8％、小規模校2.7％
であった。
学校規模別では、規模が小さくなるほど管理職
に相談する割合が多く、規模が大きくなるほど学
年主任に相談する割合が高くなる傾向がみられた。

図１　校内の相談相手

担任外単独 担任兼務 主幹教諭兼務 不明または回答なし 

小規模校 ２ 45 － 22 

中規模校 １ ９ １ ０

大規模校 10 １ ０ １ 
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小・中規模校の生徒指導主事への相談状況は、大
規模校より低い傾向があった。この状況を考える
ために生徒指導主事の学校規模ごとの兼務状況を
表１に示す。

大規模校については、11校中10校が担任外に
生徒指導主事が位置付いている。一方、小規模・
中規模校は、３校以外は、生徒指導主事は担任兼
務となっている。
このことから、小・中規模校の生徒指導主事へ
の相談状況が低い理由は、この規模の生徒指導主
事は担任を兼務しているため、他者から報告・連絡・
相談を受けづらく、担任にとっては報告をし難い
現状があると推察される。生徒指導主事を兼務す
る担任は、おそらく互いに時間的余裕ができた放
課後等に情報共有（事後報告も含む）を図ってい
るのが現状ではないかと推察される。児童の状況
が多様化・複雑化する中、担任を兼務しながら情
報共有するためには一層の工夫が求められる。

⑵　組織的対応について
教員を対象に６件法で調査を実施した。調査内
容は、生徒指導上の課題のある児童に対して、 時
間を確保した上での組織的対応についての必要度
と実現度の認識である。回答の結果を図２に示す。　
回答は職種別に、主幹・主任、担任兼務の生徒
指導主事、担任外の生徒指導主事、学級担任、養
護教諭、その他の担任外に分けて回答を整理した。
まず、連携の必要度を「６：大変必要である」「５：
必要である」「４：やや必要である」「３：あまり
必要でない」「２：必要でない」「１：全く必要で
ない」とした。連携の実現度を「６：よく出来て
いる」「５：出来ている」「４：やや出来ている」「３：

あまり出来ていない」「２：出来ていない」「１：
全く出来ていない」とした。これらは、順位尺度
であるが間隔尺度とみなして、平均値を求めた。
縦軸を実現度、横軸を必要度とした。これらの項
目について、横軸に必要度、縦軸に実現度の平均
値を配置した。ただし、縦軸は4.60～5.40、横軸
を5.50～5.90とスケールを変えて示している。加
えて、太い黒線は全項目の平均値を示している。
平均値を基準として４領域に分け、右上を第１象
限、左上を第２象限、左下を第３象限、右下を第
４象限と呼ぶこととする。それぞれの象限の特徴
は以下の通りである。
右上の第１象限は、必要度も実現度も高い領域、
左上の第２象限は、必要度は高くないが、実現度
が高い領域、左下の第３象限は、必要度も実現度
も高くない領域、右下の第４象限は、必要度は高
いが実現度は高くない領域を表している。
右上の第１象限は、必要度も実現度も高い領域
で、生徒指導担任外、その他の担任外が該当して
いる。左上の第２象限は、必要度は高くないが、
実現度が高い領域で、生徒指導兼務、主幹・主任
が該当している。左下の第３象限は、必要度も実
現度も高くない領域で、担任、養護教諭が該当す
る。第４象限は、必要度は高いが実現度が高くな
い領域で、該当するものはなかった。
第１象限に位置したのは生徒指導担任外であっ
た。担任外は大規模校に所属する教員であり、組
織的対応を強く意識して指導にあたっていること
がわかる。
第２象限に該当する主幹・主任、生徒指導兼務

表１　抽出校の生徒指導主事の担任兼務の状況

担任外
単独 担任兼務 主幹教諭

兼務
不明または
回答なし

小規模校 ２ 45 － 22
中規模校 １ ９ １ ０
大規模校 10 １ ０ １
計 14 55 １ 33

担任外単独 担任兼務 主幹教諭兼務 不明または回答なし 

小規模校 ２ 45 － 22 

中規模校 １ ９ １ ０

大規模校 10 １ ０ １ 

計 14 55 １ 33 

図２　組織的対応の必要度及び実現度
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は、生徒指導担任外に比べると、必要度は下がる
が、主幹・主任は必要度5.66、生徒指導兼務は5.61
と同様に高い値を示している。主任層は組織的対
応を意識していることがうかがえる。しかし、生
徒指導兼務は小・中規模校の教員が多くを占め、
現状として時間的余裕がないため現実的に難しく
必要度としては低くとらえているのではないかと
考えられる。
一方、第３象限に該当する担任、養護教諭は、
必要度は、主任層とほぼ同様の結果であったが、
実現度が担任4.81、養護教諭4.69と低い値を示し
た。項目が「話し合いの時間をつくり、組織とし
て対応することが必要である」という質問項目で
あったため、組織としての対応の大切さは認識し
ているが、時間的な余裕がないために組織的対応
は実現していないという認識が主任層に比べ、担
任や養護教諭にはより一層あるのではないかと考
えられる。
これらのことから、担任や養護教諭との組織的
対応を円滑に進めるためには、中核となる教員が
必要となるが、小規模及び中規模校では、担任が
生徒指導主事を兼務しているため、学級の業務も
重なり、時間的余裕がないことがここでも推測さ
れる。

２　職員間の情報共有の認識について
１⑵と同様に、教員を対象に６件法で調査を実
施した。調査内容は、職員間の情報共有の必要度
と実現度の認識である。回答の結果を教員の職種
別で図３に示す。
第１象限に該当する必要度、実現度ともに高い
職種は「主幹・主任」であった。第２象限に該当
する必要度は高くないものの、実現度が高い職種
は「生徒指導兼務」「生徒指導担外」であった。
第３象限に該当する必要度及び実現度がともに高
くない職種は「担任」「養護教諭」であった。第
４象限に該当する必要度が高く実現度が高くない
職種は、「これ以外の担任外」であった。
全体的に必要度は5.6以上と高い値を示し、ど
の職種の教員も、情報共有の必要性は高く認識し

ている。特に主幹・主任が高かった。実現度を見
ると生徒指導兼務や生徒指導担外、主幹・主任の
実現度は5.07～5.27と高い値を示した。それに対
して、担任及び養護教諭、これ以外の担任外は4.80
～4.92と若干低い値を示した。
担任は課題を感じたときに情報共有をしたいと
考えても、相談相手が多忙な様子を見れば躊躇し
てしまうことが考えられる。情報共有を円滑に行
う工夫が必要である。

３　生徒指導の事案の現状把握
Ａ県内抽出小学校教員に対して、「いじめ」や「不
登校」「児童虐待（身体的、心理的、性的、ネグ
レクト）」「児童間の暴力」「ゲーム・ネット依存」
「SNS 関係の問題」のような生徒指導上の事案の
現状を小学校教員がどう認識しているかについて、
指導の困難さと増加傾向に分け調査を行った。そ
の結果を図４に示す。
まず、指導の困難さの程度については「６：と
ても困難である」「５：困難である」「４：やや困
難である」「３：あまり困難ではない」「２：困難
ではない」「１：全く困難ではない」の６件法とし、
数字の平均値を求めた。また、増加傾向に関して
も「６：とても増えている」「５：増えている」「４：
やや増えている」「３：あまり増えていない」「２：
増えていない」「１：全く増えていない」の６件
法とし、その数字の平均値を求めた。
この各項目について横軸に増加傾向の平均値、
縦軸に指導の困難さの平均値を配置した。ただし、

担任外単独 担任兼務 主幹教諭兼務 不明または回答なし 

小規模校 ２ 45 － 22 

中規模校 １ ９ １ ０

大規模校 10 １ ０ １ 

計 14 55 １ 33 

図３　情報共有の必要度及び実現度
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縦軸は4.5～5.5、横軸を2.0～5.5とスケールを変え
て示している。加えて、太線は、増加傾向と指導
の困難さそれぞれの全項目の平均値を示してい
る。象限については、前述した定義と同様とする。
それぞれの象限の特徴は次の通りである。右上の
第１象限は、増加傾向も指導の困難さも高い領域、
左上の第２象限は、増加傾向は高くないが、指導
の困難さが高い領域、左下の第３象限は、増加傾
向も指導の困難さも高くない領域、右下の第４象
限は、増加傾向は高いが指導の困難さが高くない
領域とした。
平均値を基準として４領域に分けた。右上の第
１象限は、増加傾向も指導の困難さも高い領域で、
「ゲーム・ネット依存」や「SNS 関係の問題」「不
登校」が該当している。左上の第２象限は、増加
傾向は高くないが指導の困難さは高い領域で、主
に児童虐待にかかわる「ネグレクト」や「心理的
虐待」「性的虐待」が該当している。左下の第３
象限は、増加傾向も指導の困難さも高くない領域
で、「いじめ」や「児童間の暴力」「身体的虐待」
が該当している。第４領域は、増加傾向が高いが、
指導の困難さは高くない領域で、該当するものは
なかった。
最も、増加傾向にあると感じているのは、「ゲー
ム・ネット依存」次いで「SNS 関係の問題」「不
登校」「いじめ」「ネグレクト」「児童間の暴力」「心
理的虐待」「身体的虐待」「性的虐待」と続いた。
太線で囲んだ「ゲーム・ネット依存」や「SNS

関係の問題」は、第１象限に位置し、増加傾向の
平均値は5.04、4.43である。このことから、増加
の傾向があると捉えている教員が多いことがわか
る。これらは、指導の困難さの平均値についても
5.2以上と指導に苦慮している教員が多いことが
わかる。細線で囲まれた「不登校」については、
増加傾向3.92、指導の困難さ5.11と太線で囲んだ
ものと同様に指導の困難さを抱えている教員が多
いことがわかる。
また、点線で囲んだ「心理的虐待」や「性的虐
待」「ネグレクト」「身体的虐待」は、増加傾向の
平均値は2.50～3.51を示し、指導の困難さは5.0以
上を示した。この結果から、担任する中で、前述
のような児童へかかわることが増加していると感
じている教員は中程度ではあるが、いざかかわる
場合は指導が困難であると感じている教員が多い
ことがうかがえる。
さらに、二重線で囲まれた「いじめ」や「児童
間の暴力」の増加傾向の平均値は3.40～3.63と増
加傾向は中程度ととらえられており、指導の困難
さは4.65～4.73を示した。二重線の円内の課題は
学校内で起きることが多いと推測される。これら
の課題を抱える児童に対しては、該当児童やかか
わりのある児童に直接事実確認を行い指導するこ
とができるため、教員の困難さは他に比べて低い
値を示したのではないかと考えられる。
一方、太線で囲まれた「ゲーム・ネット依存」
や「SNS関係の問題」については、小学校では校
外あるいは家に帰ってからの行為が大半であると
考えられる。家庭での過ごし方が該当児童に影響
を与えている部分が大きいため、保護者との連携
が大切となる事案である。そのため、指導の困難
さが大きいと回答した教員の割合が高いと考える。
細線で囲んだ「不登校」については、第１象限
に含まれているが、要因が事例によって異なると
考えられるため「ゲーム・ネット依存」や「SNS
関係の問題」とは囲みを別とした。
以上の現状認識は、学校規模にかかわらず同様
の傾向がみられた。
アンケートの自由記述回答には、「それまでの

図４　課題のある児童の増加傾向及び指導の困難さ
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問題を校内のみで抱えていた。関係機関とのケー
ス会議を管理職が依頼し、情報を共有しながら専
門的な立場から意見をいただき、支援サポートす
る中で大きく前進した」との記述があった。半面
「生徒指導主事、教育相談担当、特別支援コーディ
ネーターそれぞれが担任している。子どもたちが
下校してから外部機関との連絡・相談は難しい。」
という校内体制の課題を挙げている学校もあっ
た。また、「どのような外部機関があり、どんな
支援を行っているかが把握できていない。」こと
を課題に挙げる学校もあった。
大切なのは、担任一人で抱え込むのではなく、
現状を把握したうえで、学校内で対応ができるこ
とは何であるか、どのような手立てを実行に移す
か、校内では対応が難しいことは何であるかを整
理し、役割分担が行える組織体制ではないかと考
える。

４�　生徒指導上、指導が必要な児童に対しての外
部機関等との連携の現状
学校アンケートの中で「どのような外部機関が
あり、どんな支援を行っているかが把握できてい
ない」という回答があったことは、前述したとお
りである。ここでは、教員アンケートから回答を
得られた外部機関等との連携の現状として、認知

状況や必要度、活状況の３つの観点から検討する
（図５）。
認知状況については、「知らない」「名前は知っ
ている」「活動内容も知っている」の３つの選択肢
で調査し、「知らない」を－１、「名前は知っている」
を１、「活動内容も知っている」を２として、「知
らない」の回答を白で、「知っている」を黒で示し、
認知度が高い外部機関等から配置した。必要度に
ついては、「６：大変必要である」「５：必要である」
「４：やや必要である」「３：あまり必要でない」「２：
必要でない」「１：全く必要でない」で数値化し、
その平均値をグラフに表した。活用状況について
は、「連携の経験がある」「連携の経験がない」の
２択で調査をし、「経験がない」を白地、「経験が
ある」を黒地で示した。
調査結果から、最も認知が高い外部機関は、「児
童相談所」であり、次いで「教育委員会」「スクー
ルソーシャルワーカー（本論では、SSWと記載。
以下同様。）」「民生委員・児童委員」「警察署」「市
町村の福祉課」「児童養護施設」「教育センター教
育支援相談室」「適応指導教室」と続いた。連携の
必要度は、「児童相談所（5.51）」「教育委員会（5.41）」
「市町村の福祉課（5.40）」「SSW（5.35）」「適応指
導教室（5.35）」「児童養護施設（5.34）」「警察署（5.23）」
「民生委員・児童委員（5.23）」「教育センター教育

図５　外部機関等に対する教員の認知状況・必要度・活用状況

生徒指導対応における外部機関・外部組織との連携をいかすための校内組織体制の在り方 89



相談室（5.12）」と続いた。また、活用状況は「児
童相談所」「教育委員会」「市町村の福祉課」「SSW」
「民生委員・児童委員」（SSWと民生委員・児童委
員は同数）「適応指導教室」「児童養護施設」「教育
センター教育相談室」（児童養護施設と教育セン
ター教育相談室は同数）「警察署」と続いた。
認知状況と必要度、活用度は必ずしも比例して
いない状況がみられた。「市町村の福祉課」は「児
童相談所」「教育委員会」に続き、教員の必要度
は高く、家庭事情が関係する課題について福祉的
な面から連携先を求めていることが推察される。
「SSW」は必要度が「市町村の福祉課」に続き高
いが、活用状況が低い傾向がある。
また、「適応指導教室」に関しては、認知度、活
用状況は低いが、教員の必要度は高い傾向を示し
ている。これは、「不登校」にかかわる課題の増加
に対する教員の必要度の表れだと推測される。
以上のことから、どのように連携をすることが
できるのか、連携をすることで児童に対してどの
ような対応がなされるのかなど、より詳しい周知
が必要と考える。

Ⅳ　調査結果から明らかになった課題と課題解決
のための手立てと検証

１　課題及び手立てについて
以上の調査結果をもとに次の４点の課題と手立
てを導き出した。
課題１　「校内体制の確立」
【手立て１】学校体制として組織的対応について
考えることができる工夫 
課題２　「情報共有」
【手立て２】校内での情報共有の有用性が実感で
きる研修会の実施
課題３　「事案に応じた連携」
【手立て３】外部連携の手順についての共通理解
の工夫
課題４　「外部機関・外部組織との連携の促進」
【手立て４】外部機関・外部組織の現状認識及び連
携の手順等の共有を図るための校内研修会の実施

以上の手立てについてＢ小学校で事例を用いた
組織的対応の模擬体験を校内研修会で実践し、そ
の後、検証を行った。

２�　連携協力校の実態及び手立ての実践と検証
⑴　連携協力校の実態について
連携協力校であるＢ小学校（中規模校）は、担
任外が単独で生徒指導主事を担っており、理想的
な体制となっている。細やかな情報共有が行われ、
一部で ICT も利用されている。生徒指導委員会
等の定期的開催によって、継続指導の確認や評価・
改善がなされ、必要と判断した場合、関係機関へ
の連携が検討されている。

⑵　手立ての検討
手立て１～４に関する実態を把握するために事
前アンケート調査を行った。事前アンケートから、
Ｂ小学校の教員は、組織として指導を行うことの
必要性を実感していることや外部機関等との連携
については周知が必要であると認識している教員
が多いことがわかった。また、過去には他校勤務
の際に相談を躊躇する経験をした教員がいること
もわかった。そこで、「組織的対応や情報共有に
よって支援や手立てが広がること」「外部機関等
の周知することで支援が広がること」に関して強
化できるよう組織的対応の模擬体験を校内研修会
として実施することとした。

⑶　校内研修会の実践
①　手立て１、手立て２にかかわる研修
ア　実践内容
研修会の流れに沿って示す。
はじめに、手立て２にかかわって、架空の事例
を提示した（図６）。詳しく知りたい点や疑問点
などを書き込んだ後、他者との交流を促した。
次に、手立て１にかかわって、学校体制として
組織的対応について考えることができる工夫とし
て、情報共有の場を制限した形で他者との交流を
行った。他の架空の事例を手立て２と同様に提示
し、疑問点等を記述した後、以下のような条件の
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もと交流を行った。なお、グループは３～４人と
して、他学年で交流ができるようにした。

•�グループＡ…　担任一人だけで検討すると仮定
し手立てを考えた場合
•�グループＢ…　学年や生徒指導主事含めて検討
すると仮定し手立てを考えた場合

•�グループＣ…　校長及び副校長まで含めて検討
すると仮定し手立てを考えた場合

イ　手立て１、手立て２の考察
研修後の自由記述には、表２に示したよう「組
織的対応の重要性」や「他者と情報を共有するこ
との意義の再認識」「他の考えがあることを学ぶ
ことができた」という内容の記述が表出された。
このことから、事例をもとに他者と交流をする研
修は、情報共有の有用性の実感を得られたと考え
る。また、情報共有をあえて制限する研修は、表
３に示したように「担任が一人でできることの限
界が見えること」や「他者と情報共有することが
支援の道が広がること」について認識され、組織
として情報共有をする意義も得られたと考える。

手立て３、手立て４にかかわる研修
ア　実践内容
手立て３にかかわって、校内での連携の促進に
ついて簡便な図を提示して説明した。その上で「情
報を集め、校内で子どもの状態を組織的に見立て
ることが大切となり、学校ができることとできな
いことを整理できると、どのような外部機関とつ

ながることが必要かが見えてくる。」ということ
を伝えた。最後に手立て４にかかわり、県内の小
学校教員の外部機関等の認知等の状況の結果を提
示し、現状の共有を図った。その上で、いくつか
の外部機関を紹介した。

イ　手立て３、手立て４の考察
表４に示したように、研修後の自由記述から「外
部機関のはたらきの理解の深まり」や「学校とし
てできること、外部だからできることがわかった」
「校内での連携を一層高める必要性」といった記
述が得られた。事前・事後のアンケートの変容に
ついても、表４に示したように一定程度の高まり
がみられた（アンケートは６件法で回答をもとめ
その平均値を示している）。このことから、本研
修会を通して「外部連携の手順についての認識の
広がり」や「外部機関についての認識の共有」は
一定程度得られたと考えられる。
今回の研修は、校内での連携や組織的対応の重
要性にかかわる研修と外部機関等の周知をセット
にした内容とした。教員個々人の情報共有の在り

表２　研修者の感想

表３　情報共有を制限した際の感想

図６　架空の事例

・一人で考えるよりも複数で考えを出し合うほうが，いろいろな見方ができる
し，解決につながる道が広がるということを改めて感じた。
・事例を通して考えるだけでなく，隣の先生と話すことで，他の考えがあるこ
とを学ぶことができた。とても身近なことなので，改めて学年や，校内で連絡
をとったり，連携をとったりすることが大切だと感じた。
・担任が一人で背負うことなく，複数体制で子どもたちを支援指導していくこ
とが大切だと改めて感じた。
・生徒指導の問題は，決して1人で解決しようとせず，様々な先生と連携を密
にして行っていくことが大切だと改めて分かった。
・生徒指導の重要性は誰しも分かっていることであるが，その方法となると，
理解は様々であることが分かった。個人の経験や考え方に委ねられている部分
も現実には多くあり，組織的な対応がいかに難しいことかも分かった。本校で
大事にされてきた協働の意識は，生徒指導の面において，子どもの命や体，心
を守ることにつながる。

保護者や本人の話を聞いたり事実確認をしたりするということは担任一人でで
きるのですが，それ以上はなかなか難しいなと思います。朝，おにぎりを作っ
てあげたり，洗濯をしてあげたりするというのは，担任としてどうなのか。
やってあげたいという気持ちはあるのだけれども，そこまでやるのはどうなの
か。一人で対応するとして考えると学年で相談とか生徒指導に相談とかは難し
い場合と想定すると，そうなると担任一人の判断で外部のところにつなぐとい
うのは厳しい状況だと思ったので，その点が難しいと思った。

アンケートの内容 事前事後

(1)どういう状況で外部機関等と連携をすればよいか，どの程度理解されていますか。 3.7 5.3 ↑↑

(2)児童の家庭での状況に対して，担任が直接関わることは場合によっては必要である
と思いますか。

4.8 5.1 ↑↑

(3)市の福祉課がどのようなはたらきをしているかを知っていますか。 2.7 4.4 ↑↑

(4)児童相談所がどのようなはたらきをしているかを知っていますか。 3.3 4.5 ↑↑

(5)SSW（スクールソーシャルワーカー）がどのようなはたらきをしているかを知って
いますか。

2.5 4.6 ↑↑

(6)岩手県教育センター　教育相談室がどのようなはたらきをしているかを知っていま
すか。

2.8 4.4 ↑↑

・生徒指導に関わる機関の働きや役割について，知らなかった部分もあったのでとても勉強になりま
した。担任が一人で背負うことなく、複数体制で子どもたちを支援指導していくことが大切だと改め
て感じました。

・特にも，教育センターの教育相談室についてははじめて知りました。

・なかなか学ぶ機会が少ない内容の研修だったため，大変勉強になりました。ありがとうございまし
た。

（自由記述）校内体制や外部連携について、今後の在り方及び本日の研修会の感想などをご記入くだ
さい。

・校内で連携を深めることの大切さや外部機関の働きについて理解を深めることができました。本校
では担任が抱え込まず組織として対応することができていると感じました。貴重な研修の機会を設け
ていただきありがとうございました。

・事例研を通して，一人で出来ること、組織で出来ること，できないことを理解する事ができまし
た。次回があれば、SSWの役割や活用例をもっと知りたいです。

・学校体制としてできることと、外部だからこそできることがはっきりと分かった研修でした。今後
も，学年間や校内で連携を一層高めるとともに，そのために自分ができることを考え，情報を発信し
ていきたいと思います。

・SSWについて，もっと知りたくなりました。

・様々な外部機関とも連携していくことが大事だと思いました。

・一人で考えるよりも複数で考えを出し合うほうが，いろいろな見方ができる
し，解決につながる道が広がるということを改めて感じた。
・事例を通して考えるだけでなく，隣の先生と話すことで，他の考えがあるこ
とを学ぶことができた。とても身近なことなので，改めて学年や，校内で連絡
をとったり，連携をとったりすることが大切だと感じた。
・担任が一人で背負うことなく，複数体制で子どもたちを支援指導していくこ
とが大切だと改めて感じた。
・生徒指導の問題は，決して1人で解決しようとせず，様々な先生と連携を密
にして行っていくことが大切だと改めて分かった。
・生徒指導の重要性は誰しも分かっていることであるが，その方法となると，
理解は様々であることが分かった。個人の経験や考え方に委ねられている部分
も現実には多くあり，組織的な対応がいかに難しいことかも分かった。本校で
大事にされてきた協働の意識は，生徒指導の面において，子どもの命や体，心
を守ることにつながる。

保護者や本人の話を聞いたり事実確認をしたりするということは担任一人でで
きるのですが，それ以上はなかなか難しいなと思います。朝，おにぎりを作っ
てあげたり，洗濯をしてあげたりするというのは，担任としてどうなのか。
やってあげたいという気持ちはあるのだけれども，そこまでやるのはどうなの
か。一人で対応するとして考えると学年で相談とか生徒指導に相談とかは難し
い場合と想定すると，そうなると担任一人の判断で外部のところにつなぐとい
うのは厳しい状況だと思ったので，その点が難しいと思った。

アンケートの内容 事前事後

(1)どういう状況で外部機関等と連携をすればよいか，どの程度理解されていますか。 3.7 5.3 ↑↑

(2)児童の家庭での状況に対して，担任が直接関わることは場合によっては必要である
と思いますか。

4.8 5.1 ↑↑

(3)市の福祉課がどのようなはたらきをしているかを知っていますか。 2.7 4.4 ↑↑

(4)児童相談所がどのようなはたらきをしているかを知っていますか。 3.3 4.5 ↑↑

(5)SSW（スクールソーシャルワーカー）がどのようなはたらきをしているかを知って
いますか。

2.5 4.6 ↑↑

(6)岩手県教育センター　教育相談室がどのようなはたらきをしているかを知っていま
すか。

2.8 4.4 ↑↑

・生徒指導に関わる機関の働きや役割について，知らなかった部分もあったのでとても勉強になりま
した。担任が一人で背負うことなく、複数体制で子どもたちを支援指導していくことが大切だと改め
て感じました。

・特にも，教育センターの教育相談室についてははじめて知りました。

・なかなか学ぶ機会が少ない内容の研修だったため，大変勉強になりました。ありがとうございまし
た。

（自由記述）校内体制や外部連携について、今後の在り方及び本日の研修会の感想などをご記入くだ
さい。

・校内で連携を深めることの大切さや外部機関の働きについて理解を深めることができました。本校
では担任が抱え込まず組織として対応することができていると感じました。貴重な研修の機会を設け
ていただきありがとうございました。

・事例研を通して，一人で出来ること、組織で出来ること，できないことを理解する事ができまし
た。次回があれば、SSWの役割や活用例をもっと知りたいです。

・学校体制としてできることと、外部だからこそできることがはっきりと分かった研修でした。今後
も，学年間や校内で連携を一層高めるとともに，そのために自分ができることを考え，情報を発信し
ていきたいと思います。

・SSWについて，もっと知りたくなりました。

・様々な外部機関とも連携していくことが大事だと思いました。
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方を見直し、学校としての組織的対応の重要性を
再確認し、その上で学校では対応が難しいと判断
した際に、外部機関・外部組織との連携を考えて
いくことが意識化されたと考える。

３�　手立て１、手立て３の実践できなかった手立
てについて
⑴�　手立て１　「生徒指導主事の配置及び役割の
明確化の工夫」について
国立教育政策研究所　生徒指導研修センター平
成23年発行『生徒指導の役割連携に向けて（小
学校編）』⑹には、「小学校では、生徒指導主事は現
行法制上、必置とされておらず、校務分掌上の生
徒指導主任等が学級担任を受け持っている場合も
多く見られます」とあり、図７が示されている。
担任が生徒指導主任を兼務している学校が多い
県内の実情を考慮すると、図８のように「生徒指

導副主任」を担任外に配置することを提案したい。
現実的には、すでに日常業務の中で、生徒指導に
かかわる窓口的役割等を教務主任あるいは副校長
等が担っている学校もあると思われるが、「生徒
指導副主任」と位置付けることで、より組織的対
応に繋がるのではないかと考える。

⑵�　手立て３「外部連携の手順についての共通理
解の工夫」について
外部連携の手順図の作成において、一人で抱え
込むのではなく、他の教員と共に考え、組織的に
対応することが重要であることが伝わるよう意識
した（図９）。併せて、連携機関のリストを掲載
することで、外部機関等との連携も見据えた体制
になるのではないかと考えた。

図７　�一般的な規模における「生徒指導主担当者の
ポジション」（例）（『生徒指導の役割連携に
向けて（小学校編）』より引用）

図８　�一般的な規模における「生徒指導主担当者の
ポジション（筆者改訂）

表４　研修会の事前・事後アンケート

・一人で考えるよりも複数で考えを出し合うほうが，いろいろな見方ができる
し，解決につながる道が広がるということを改めて感じた。
・事例を通して考えるだけでなく，隣の先生と話すことで，他の考えがあるこ
とを学ぶことができた。とても身近なことなので，改めて学年や，校内で連絡
をとったり，連携をとったりすることが大切だと感じた。
・担任が一人で背負うことなく，複数体制で子どもたちを支援指導していくこ
とが大切だと改めて感じた。
・生徒指導の問題は，決して1人で解決しようとせず，様々な先生と連携を密
にして行っていくことが大切だと改めて分かった。
・生徒指導の重要性は誰しも分かっていることであるが，その方法となると，
理解は様々であることが分かった。個人の経験や考え方に委ねられている部分
も現実には多くあり，組織的な対応がいかに難しいことかも分かった。本校で
大事にされてきた協働の意識は，生徒指導の面において，子どもの命や体，心
を守ることにつながる。

保護者や本人の話を聞いたり事実確認をしたりするということは担任一人でで
きるのですが，それ以上はなかなか難しいなと思います。朝，おにぎりを作っ
てあげたり，洗濯をしてあげたりするというのは，担任としてどうなのか。
やってあげたいという気持ちはあるのだけれども，そこまでやるのはどうなの
か。一人で対応するとして考えると学年で相談とか生徒指導に相談とかは難し
い場合と想定すると，そうなると担任一人の判断で外部のところにつなぐとい
うのは厳しい状況だと思ったので，その点が難しいと思った。

アンケートの内容 事前事後

(1)どういう状況で外部機関等と連携をすればよいか，どの程度理解されていますか。 3.7 5.3 ↑↑

(2)児童の家庭での状況に対して，担任が直接関わることは場合によっては必要である
と思いますか。

4.8 5.1 ↑↑

(3)市の福祉課がどのようなはたらきをしているかを知っていますか。 2.7 4.4 ↑↑

(4)児童相談所がどのようなはたらきをしているかを知っていますか。 3.3 4.5 ↑↑

(5)SSW（スクールソーシャルワーカー）がどのようなはたらきをしているかを知って
いますか。

2.5 4.6 ↑↑

(6)岩手県教育センター　教育相談室がどのようなはたらきをしているかを知っていま
すか。

2.8 4.4 ↑↑

・生徒指導に関わる機関の働きや役割について，知らなかった部分もあったのでとても勉強になりま
した。担任が一人で背負うことなく、複数体制で子どもたちを支援指導していくことが大切だと改め
て感じました。

・特にも，教育センターの教育相談室についてははじめて知りました。

・なかなか学ぶ機会が少ない内容の研修だったため，大変勉強になりました。ありがとうございまし
た。

（自由記述）校内体制や外部連携について、今後の在り方及び本日の研修会の感想などをご記入くだ
さい。

・校内で連携を深めることの大切さや外部機関の働きについて理解を深めることができました。本校
では担任が抱え込まず組織として対応することができていると感じました。貴重な研修の機会を設け
ていただきありがとうございました。

・事例研を通して，一人で出来ること、組織で出来ること，できないことを理解する事ができまし
た。次回があれば、SSWの役割や活用例をもっと知りたいです。

・学校体制としてできることと、外部だからこそできることがはっきりと分かった研修でした。今後
も，学年間や校内で連携を一層高めるとともに，そのために自分ができることを考え，情報を発信し
ていきたいと思います。

・SSWについて，もっと知りたくなりました。

・様々な外部機関とも連携していくことが大事だと思いました。

・一人で考えるよりも複数で考えを出し合うほうが，いろいろな見方ができる
し，解決につながる道が広がるということを改めて感じた。
・事例を通して考えるだけでなく，隣の先生と話すことで，他の考えがあるこ
とを学ぶことができた。とても身近なことなので，改めて学年や，校内で連絡
をとったり，連携をとったりすることが大切だと感じた。
・担任が一人で背負うことなく，複数体制で子どもたちを支援指導していくこ
とが大切だと改めて感じた。
・生徒指導の問題は，決して1人で解決しようとせず，様々な先生と連携を密
にして行っていくことが大切だと改めて分かった。
・生徒指導の重要性は誰しも分かっていることであるが，その方法となると，
理解は様々であることが分かった。個人の経験や考え方に委ねられている部分
も現実には多くあり，組織的な対応がいかに難しいことかも分かった。本校で
大事にされてきた協働の意識は，生徒指導の面において，子どもの命や体，心
を守ることにつながる。

保護者や本人の話を聞いたり事実確認をしたりするということは担任一人でで
きるのですが，それ以上はなかなか難しいなと思います。朝，おにぎりを作っ
てあげたり，洗濯をしてあげたりするというのは，担任としてどうなのか。
やってあげたいという気持ちはあるのだけれども，そこまでやるのはどうなの
か。一人で対応するとして考えると学年で相談とか生徒指導に相談とかは難し
い場合と想定すると，そうなると担任一人の判断で外部のところにつなぐとい
うのは厳しい状況だと思ったので，その点が難しいと思った。

アンケートの内容 事前事後

(1)どういう状況で外部機関等と連携をすればよいか，どの程度理解されていますか。 3.7 5.3 ↑↑

(2)児童の家庭での状況に対して，担任が直接関わることは場合によっては必要である
と思いますか。

4.8 5.1 ↑↑

(3)市の福祉課がどのようなはたらきをしているかを知っていますか。 2.7 4.4 ↑↑

(4)児童相談所がどのようなはたらきをしているかを知っていますか。 3.3 4.5 ↑↑

(5)SSW（スクールソーシャルワーカー）がどのようなはたらきをしているかを知って
いますか。

2.5 4.6 ↑↑

(6)岩手県教育センター　教育相談室がどのようなはたらきをしているかを知っていま
すか。

2.8 4.4 ↑↑

・生徒指導に関わる機関の働きや役割について，知らなかった部分もあったのでとても勉強になりま
した。担任が一人で背負うことなく、複数体制で子どもたちを支援指導していくことが大切だと改め
て感じました。

・特にも，教育センターの教育相談室についてははじめて知りました。

・なかなか学ぶ機会が少ない内容の研修だったため，大変勉強になりました。ありがとうございまし
た。

（自由記述）校内体制や外部連携について、今後の在り方及び本日の研修会の感想などをご記入くだ
さい。

・校内で連携を深めることの大切さや外部機関の働きについて理解を深めることができました。本校
では担任が抱え込まず組織として対応することができていると感じました。貴重な研修の機会を設け
ていただきありがとうございました。

・事例研を通して，一人で出来ること、組織で出来ること，できないことを理解する事ができまし
た。次回があれば、SSWの役割や活用例をもっと知りたいです。

・学校体制としてできることと、外部だからこそできることがはっきりと分かった研修でした。今後
も，学年間や校内で連携を一層高めるとともに，そのために自分ができることを考え，情報を発信し
ていきたいと思います。

・SSWについて，もっと知りたくなりました。

・様々な外部機関とも連携していくことが大事だと思いました。

・一人で考えるよりも複数で考えを出し合うほうが，いろいろな見方ができる
し，解決につながる道が広がるということを改めて感じた。
・事例を通して考えるだけでなく，隣の先生と話すことで，他の考えがあるこ
とを学ぶことができた。とても身近なことなので，改めて学年や，校内で連絡
をとったり，連携をとったりすることが大切だと感じた。
・担任が一人で背負うことなく，複数体制で子どもたちを支援指導していくこ
とが大切だと改めて感じた。
・生徒指導の問題は，決して1人で解決しようとせず，様々な先生と連携を密
にして行っていくことが大切だと改めて分かった。
・生徒指導の重要性は誰しも分かっていることであるが，その方法となると，
理解は様々であることが分かった。個人の経験や考え方に委ねられている部分
も現実には多くあり，組織的な対応がいかに難しいことかも分かった。本校で
大事にされてきた協働の意識は，生徒指導の面において，子どもの命や体，心
を守ることにつながる。

保護者や本人の話を聞いたり事実確認をしたりするということは担任一人でで
きるのですが，それ以上はなかなか難しいなと思います。朝，おにぎりを作っ
てあげたり，洗濯をしてあげたりするというのは，担任としてどうなのか。
やってあげたいという気持ちはあるのだけれども，そこまでやるのはどうなの
か。一人で対応するとして考えると学年で相談とか生徒指導に相談とかは難し
い場合と想定すると，そうなると担任一人の判断で外部のところにつなぐとい
うのは厳しい状況だと思ったので，その点が難しいと思った。

アンケートの内容 事前事後

(1)どういう状況で外部機関等と連携をすればよいか，どの程度理解されていますか。 3.7 5.3 ↑↑

(2)児童の家庭での状況に対して，担任が直接関わることは場合によっては必要である
と思いますか。

4.8 5.1 ↑↑

(3)市の福祉課がどのようなはたらきをしているかを知っていますか。 2.7 4.4 ↑↑

(4)児童相談所がどのようなはたらきをしているかを知っていますか。 3.3 4.5 ↑↑

(5)SSW（スクールソーシャルワーカー）がどのようなはたらきをしているかを知って
いますか。

2.5 4.6 ↑↑

(6)岩手県教育センター　教育相談室がどのようなはたらきをしているかを知っていま
すか。

2.8 4.4 ↑↑

・生徒指導に関わる機関の働きや役割について，知らなかった部分もあったのでとても勉強になりま
した。担任が一人で背負うことなく、複数体制で子どもたちを支援指導していくことが大切だと改め
て感じました。

・特にも，教育センターの教育相談室についてははじめて知りました。

・なかなか学ぶ機会が少ない内容の研修だったため，大変勉強になりました。ありがとうございまし
た。

（自由記述）校内体制や外部連携について、今後の在り方及び本日の研修会の感想などをご記入くだ
さい。

・校内で連携を深めることの大切さや外部機関の働きについて理解を深めることができました。本校
では担任が抱え込まず組織として対応することができていると感じました。貴重な研修の機会を設け
ていただきありがとうございました。

・事例研を通して，一人で出来ること、組織で出来ること，できないことを理解する事ができまし
た。次回があれば、SSWの役割や活用例をもっと知りたいです。

・学校体制としてできることと、外部だからこそできることがはっきりと分かった研修でした。今後
も，学年間や校内で連携を一層高めるとともに，そのために自分ができることを考え，情報を発信し
ていきたいと思います。

・SSWについて，もっと知りたくなりました。

・様々な外部機関とも連携していくことが大事だと思いました。
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図９　連携の手順図の例
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４　考察
課題解決のための手立てについて成果を示す。
はじめに、Ｂ小学校での校内研修会の手立て１～
４について成果を示す。
手立て１　「学校体制として組織的対応につい
て考えることができる工夫」について、情報共有
の相手をあえて制限をした状況で事例をもとにし
た交流を行うことを通して、「担任が一人ででき
ることの限界」や「他者との情報共有の有用性」
についての認識を促し、組織的な対応の必要性を
強化することができた。
手立て２　「校内での情報共有の有用性が実感
できる工夫」について、実際に他者と交流する機
会を取り入れた研修会を行うことで、「正確な事
実確認ができることへの気づき」や「今後の方向
性の選択肢の広がりが見えてくることへの気づ
き」「新たな視点が得られることの気づき」「情報
をより収集でき手立てを考える上での判断材料が
増えることへの気づき」など他者との交流のよさ
を実感として得ることができた。
手立て３　「外部連携の手順についての共通理
解の工夫」について、情報共有のよさや組織的対
応の必要性が実感できる研修会を行った後に、外
部連携の手順を示すことで、「情報を集め、校内
で子どもの状態を組織的に見立てることが重要と
なり、学校ができることとできないことを整理で
きると、どのような外部機関とつながることが必
要かが見えてくる」という認識に繋げることがで
きた。
手立て４　「外部機関・外部組織の現状認識及
び連携の手順等の共有を図るための工夫」につい
て、情報共有のよさや組織的対応の必要性が実感
できる研修会を行った後に、外部連携の手順を示
し、外部機関等についての認識の共有を図ること
で、理解の周知が広がった。
最後に、生徒指導主事の配置の提案や外部連携
手順の図については、作成することにとどまり検
証することはできなかったが、配置を工夫したり、
図に表すことは、校内の組織的対応の点検及び促
進につながるのではないかと考える。

Ⅴ　おわりに

１　全体考察
はじめに、「小・中学校における生徒指導の現
状と課題」や「生徒指導上の課題対応への校内連
携」「生徒指導上の課題対応への外部機関・外部
組織との連携」の視点から先行研究を検討した。
それらの先行研究から、教員同士のつながりや組
織的な校内体制の重要性、外部機関・外部組織と
の連携の必要性について明らかになった。
次に、Ａ県内における質問紙調査の結果から「校
内体制の確立」や「情報共有」「事案に応じた連携」
「外部機関・外部組織との連携の促進」について
の課題が顕在化した。
その後、明らかになった課題を整理し、課題解
決のための手立てを講じて実践及び検証を行っ
た。校内研修会で生徒指導における組織的対応の
模擬体験を行うことで、研修者は、情報共有や組
織的対応の重要性に気づくことができた。さらに、
外部機関等の周知を行うことで、理解の促進にも
つながった。
また、生徒指導主事の配置の提案や連携の手順
図を作成した。検証はできなかったが、組織的対
応の促進につながる提案になるのではないかと考
える。
生徒指導における組織的対応の模擬体験につい
ては、今回は、一つの学校での実践であったので、
この模擬体験が汎用性があるものであるか複数の
小学校で各校の実態に合わせて実践・検証を行う
ことが必要であると考える。

２　まとめ
生徒指導対応における外部機関・外部組織との
連携をいかすための校内組織体制の在り方をテー
マに、教員の認識の事態調査や外部機関・外部組
織への訪問調査を行ってきた。調査を進める中で、
外部機関・外部組織との連携を進めるためには、
まずは、子どもの状況をとらえる確かな目を育み、
自分の見立てを他者と共有することが連携への第
一歩だと感じた。外部機関での訪問調査でお聞き
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した「先生方どうしで話をする。そのことでもう
すでに支援が始まっている。」という言葉が忘れ
られない。子どもを主語として、教員同士で話が
できる学校は、組織的な対応が進んでいる学校と
捉えることもできるのではないかと考える。
子どもたちを取り巻く状況が刻々と変化し、複
雑化する社会において、私たち教員は一教員だけ
で解決をしようと考えるのではなく学校として組
織的に対応し、対応が難しいと判断した際は外部
機関・外部組織の強みをいかしていくことが大切
だと考える。「チームとしての学校」という考えを
広げ、子どもたちの健やかな成長のために他者と
つながる力が今後の学校では求められるのではな
いかと考える。

【註】

⑴�　文部科学省『生徒指導提要』平成22年３月
（2010）
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